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来}

{一)

問
題
の
提
起

資

手
形
法
一
七
条
に
定
め
る
手
形
抗
弁
の
切
断
で
は
、
悪
意
が
関
連
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
所
持
人
の
悪
意
の
対

象
は
抗
弁
事
実
、
つ
ま
り
債
務
者
が
現
所
持
人
の
前
者
に
対
し
て
有
す
る
抗

弁
が
、
起
因
す
る
と
こ
ろ
の
事
実
で
あ
る
。
抗
弁
切
断
の
た
め
に
は
そ
の
ほ

か
に
、
債
務
者
を
害
す
る
と
の
認
識
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
し

く
、
そ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
悪
意
の
ゆ
え
に
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
の
理
由

)
 

噌

i(
 

で
手
形
法
は
、
善
意
で
あ
れ
ば
形
式
的
資
格
を
理
由
と
し
て
無
条
件
に
付
与

し
て
い
る
、
前
者
に
由
来
す
る
抗
弁
の
「
切
断
」
を
認
め
な
い
。
し
か
し
、

手
形
上
の
権
利
の
取
得
で
は
、
事
情
を
具
に
し
、
手
形
の
取
得
は
種
々
の

膿
庇
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
う
る
。
こ
の
た
め
手
形
法
一
六
条
一
一
項
は
、
い
か

な
る
事
実
と
関
連
し
て
い
る
の
か
と
の
疑
問
が
、
と
り
わ
け
重
大
で
あ
り
、

際
立
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
痕
庇
と
は
、
所
有
権
、
処
分
権
限
、

代
理
権
、
行
為
能
力
の
欠
桁
、
さ
ら
に
意
思
表
示
の
暇
庇
等
で
あ
る
。
手
形

取
得
行
為
に
以
上
の
庄
町
…
か
あ
っ
て
し
か
も
所
持
人
が
主
配
で
あ
る
時

に
、
手
形
所
持
人
の
前
者
は
手
形
の
返
還
を
請
求
で
き
る
の
か
、
ま
た
債
務

者
は
前
者
と
所
持
人
間
の
取
得
行
為
の
環
疲
の
存
在
を
立
証
し
て
、
支
払
を

拒
む
こ
と
が
で
き
る
か
。
つ
ま
り
上
述
の
暇
疫
に
対
す
る
所
持
人
の
善
意

は
、
手
形
法
一
六
条
二
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
し
か

し
一
六
条
二
項
の
法
文
自
体
か
ら
明
瞭
で
は
な
い
。
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」
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
我
国
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
学
説
で
決
着
が

つ
か
な
い
ま
ま
に
お
わ
り
、
判
例
も
ま
た
学
説
と
同
じ
く
混
迷
の
状
態
に
あ

る
か
に
見
え
る
。
現
在
の
時
点
で
は

い
わ
ば
論
争
が
行
き
詰
ま
り
と
な
っ

て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

円

2
〕

(
3
)

わ
が
国
の
通
説
は
民
法
の
即
時
取
得
の
規
定
(
民
法
一
九
二
条
)
の
解
釈
を

手
形
法
一
六
条
二
項
(
旧
商
法
四
四
一
条
〉
に
投
影
し
て
、
手
形
取
得
行
為
に

限
庇
あ
る
時
に
は
同
条
の
保
護
は
諮
問
意
の
取
得
者
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
な

ぃ
。
つ
ま
り
、
手
形
法
一
六
条
二
項
は
民
法
一
九
二
条
と
沿
革
を
同
じ
く
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
民
法
と
同
じ
解
釈
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た

あ
る
学
説
は
、
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
た
手
形
占
有
の
公
信
力
の
理
論
(
権
利

外
観
説
)
に
依
拠
し
、
手
形
占
有
を
手
形
権
利
の
顕
現
形
式
と
解
し
そ
の
占

有
を
信
頼
し
た
善
意
者
を
保
護
す
る
の
が
手
形
法
一
六
条
二
項
の
法
意
と
理

解
し
て
、
手
形
占
有
は
占
有
者
に
行
為
能
力
と
代
理
権
が
存
在
す
る
と
の
外

【

A
咋宮-

観
を
与
仇
え
え
な
い
と
し
て
、
通
説
を
補
強
す
る
。
ま
た
通
説
は
、
善
意
取
得
を

肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
被
む
る
者
の
利
益
の
保
護
(
静
的
安
全
の
保

護
)
、
つ
ま
り
、
民
法
の
無
能
力
者
、
無
権
代
理
、
意
思
表
示
に
関
す
る
制
度

の
趣
旨
の
尊
重
も
見
逃
し
え
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
結
局
、
通
説
は
一

六
条
二
項
に
つ
き
次
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
。
同
条
に
い
わ
ゆ
る
「
事
由
の



何
た
る
を
問
わ
ず
手
形
の
市
有
を
失
っ
た
者
あ
る
場
人
口
に
お
い
て
」
と
は

取
得
者
の
定
提
の
譲
渡
人
を
除
い
て
、
そ
れ
以
外
の
者
に
つ
い
て
手
形
の
占

有
喪
失
が
あ
り

し
か
も
そ
の
爽
失
の
事
由
は
問
わ
な
い
趣
旨
で
あ
る
と
。

そ
れ
故
取
得
者
の
直
按
の
譲
渡
人
じ
手
形
取
得
を
妨
げ
る
事
由
(
無
権
代
理

-
無
能
力
等
)
の
あ
る
場
介
に
同
条
の
適
用
は
な
い
が
そ
の
取
得
者
は
無

権
利
者
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
こ
の
者
か
ら
手
形
を
存
意
で
譲
り
受
け
た
者

は
、
同
条
に
よ
り
子
形
の
詳
意
取
得
が
認
め
ら
れ
る
。

ハ
5
v

こ
れ
に
対
し
我
凶
の
有
力
説
は
、
前
述
の
問
題
を
手
形
取
引
の
安
全
を
理

付

由
と
し
て
、
全
両
的
に
行
定
し
、
子
形
松
一
六
条
二
項
は
取
得
行
為
に
存
す
る

手形法16条2項にL、わゆる「存意」について

す
べ
て
の
限
此
を
治
癒
す
る
と
解
し
、
学
説
で
は
次
第
に
有
力
と
な
り
つ
つ

あ
る
。
こ
の
説
は
、
手
形
松
一
六
条
二
項
の
規
定
を
実
害
が
一
投
書
人
側
の
事

由
に
よ
っ
て
無
効
ま
た
は
取
消
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
詩
意
で
あ

る
取
得
者
を
保
護
す
る
規
定
と
解
す
る
。
手
形
取
引
の
安
全
(
動
的
安
全
の

保
護
〕
を
根
拠
と
し
、
同
条
の
解
釈
と
し
て
「
事
由
の
何
た
る
を
問
は
ず
手
形

の
占
有
を
失
っ
た
者
」
か
ら
、
出
擦
の
相
手
方
た
る
譲
渡
人
を
除
く
必
要
は

な
く
、
そ
れ
以
外
の
者
に
つ
い
て
占
有
喪
失
が
あ
っ
た
場
合
と
、
そ
の
直
接
の

相
手
方
た
る
譲
渡
人
に
つ
い
て
占
有
史
失
が
あ
っ
た
場
合
の
両
者
を
含
む
と

し
、
同
条
の
解
釈
に
上
述
の
別
収
減
の
あ
る
時
に
で
も
債
務
者
の
免
責
を
認
め

る
手
形
法
四

O
条
三
項
の
解
釈
の
類
舷
適
用
の
可
能
性
を
主
張
す
る
。
有
力

説
は
む
し
ろ
こ
れ
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
で
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
る
。

無
権
代
理
に
よ
る
哀
諮
問
と
解
さ
れ
る
事
例
で
、
こ
の
有
力
説
に
従
い
、
従
来

〔

G
)

の
判
例
の
立
場
を
一
歩
進
め
て
、
設
n
意
取
得
の
成
立
を
肯
定
し
た
か
に
見
え

ハ
7

M

(

8

v

る
判
決
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
判
例
の
動
向
ま
で
明
ら
か
に
で
き
な
れ
。

ω
こ
の
問
題
は
、
有
力
説
が
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
で
あ
る
と
の
評
価
ハ
9
}

が
契
機
と
な
っ
て
、
戦
前
に
お
い
て
わ
が
国
の
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
の

結
局
、
有
力
説
は
、
学
説
の
一
爪
認
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
少
数
説
に
と
ど
ま

っ
た
が
、
戦
後
に
漸
く
学
説
の
一
部
で
強
く
主
張
さ
れ
て
き
た
。

論
争
自
体
が
ド
イ
ツ
訟
に
遡
る
た
め
、
従
来
ド
イ
ツ
法
に
関
す
る
葉
山
が

な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
議
論
も
山
尽
し
、
付
け
加
え
る
べ
き
あ
ら
た
な
も

の
も
な
い
か
に
見
え
る
羽
状
で
、
本
稿
を
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
研
究
に
加
え
る

閣
内
由
は
、
従
来
の
断
片
的
な
印
刷
介
を
AU
汁
構
成
し
て
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
の

展
望
-
を
試
み
た
い
と
い
う
事
に
つ
き
る
。
つ
ま
り
条
文
が
解
決
の
手
掛
り
と

な
ら
な
い
以
上
、
立
法
の
段
階
で
の
審
議
の
検
討
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
学
説
の
形
成
過
程
を
学
説
史
と
し
て
描
き
だ

し
、
さ
ら
に
判
例
の
検
討
も
当
然
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
課
題

を
達
成
し
て
始
め
て
州
条
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
取
庇
の
範
閲
を
め
ぐ
る
ド

イ
ツ
に
お
け
る
論
争
の
慨
観
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
残
念
な
が
ら

わ
が
国
で
は
未
だ
こ
の
試
み
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
山
そ
れ
ゆ
え
本
稿

Jヒ法24(4・47)687



料

は
論
争
の
起
源
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
対
立
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に

つ
い
て
断
片
的
紛
介
に
止
ま
っ
た
従
来
の
研
究
を
補
完
す
る
た
め
、
ま
た
問

資

題
解
決
の
前
進
を
計
る
た
め
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
ド
イ
ツ
法
に
関
す
る
包

、2
J

括
的
な
理
解
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
を
円
指
引
小
こ
の
よ
う
な
課
題
を
負
っ
た

本
稿
で
は
ド
イ
ツ
訟
の
展
裂
に
主
限
が
賢
か
れ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
く

統
一
訟
を
採
川
し
た
大
陸
法
系
の
諸
問
、
就
中
フ
ラ
ン
ス
法
の
検
討
、
な
ら

び
に
法
系
を
胤
(
に
す
る
英
米
法
と
の
比
絞
は
粗
雑
な
素
描
に
と
ど
ま
ら
ざ
る

を
え
な
い
。

統
一
手
形
決
一
六
条
二
項
の
母
法
と
も
一
一
一
円
う
べ
き
、
ド
イ
ツ
手
形
条
例
七

四
条
の
検
討
か
ら
本
稿
を
始
め
る
。

(
1〉
取
得
行
為
に
上
述
の
破
庇
(
た
だ
し
同
一
性
の
欠
節
、
を
含
む
)
の

あ
る
た
め
災
設
が
無
効
ま
た
は
取
消
し
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
場
合

で
あ
る
。
一
災
害
が
無
効
と
な
る
例
と
し
て
最
後
の
裏
書
が
偽
造
で
あ

る
場
介
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
2
〉
戦
前
で
は
松
本
「
手
形
法
」
(
大
七
)
六
二
頁
、
問
中
(
耕
〉
「
手

形
法
小
切
手
法
概
論
」
(
昭
一
二
〉
一
六
九
一
良
、
鈴
木
「
手
形
法
小
切

手
法
講
義
案
」
(
昭
一

O
)
六
O
頁
(
旧
説
)
、
納
富
「
手
形
法
小
切

手
法
論
」
(
昭
一
六
こ
五
三
点
、
納
富
「
手
形
法
に
於
け
る
基
本
理

論
」
〈
昭
一
五
〉
六

O
五
頁
以
下
、
大
橋
「
手
形
法
」
(
昭
一
七
〉
一
八

六
頁
(
た
だ
し
同
一
性
に
つ
い
て
は
取
得
者
を
保
護
)
、
大
橋
「
新

統
一
手
形
法
論
円
上
)
」
(
昭
七
)
二
五
一
頁
、
大
浜
「
手
形
及
小
切
手

法
(
上
〉
」
〈
昭
九
〉
一

O
五
頁
、
山
尾
「
新
手
形
法
論
」
(
昭
一

O
)

三
O
頁
、
山
尾
「
所
謂
手
形
交
付
契
約
欠
y

向
の
抗
弁
」
(
手
形
法
研

究
・
昭
一

O
)
一
O
九
頁
注
(
4
〉
参
照
が
あ
り
、
戦
前
で
は
圧
倒
的

多
数
説
で
あ
る
。
通
説
の
立
場
か
ら
本
問
題
を
扱
か
っ
た
戦
前
の
最

も
す
ぐ
れ
た
業
績
は
竹
田
「
手
形
/
善
意
取
得
付
け
」
京
都
法
学
会

雑
誌
一
一
巻
八
号
一
真
、
同
一
一
一
号
七
六
一
氏
で
あ
る
。

戦
後
で
は
竹
岡
「
手
形
法
小
切
手
法
」
(
昭
一
一
一

O
〉
一
二
九
文
、
伊
沢

「
手
形
法
・
小
切
手
法
」
(
昭
二
四
)
一
八
三
氏
、
伊
、
沢
「
注
解
手
形

法
小
切
手
法
」
(
昭
二
四
)
七
一
兵
、
大
隅
「
改
訂
手
形
法
小
切
手
法

講
義
」
(
昭
三
七
)
五
一
頁
、
問
中
(
誠
)
「
手
形
法
・
小
切
手
法
詳

論
〈
上
)
」
ハ
昭
四
二
)
二
二
八
夏
、
問
中
(
誠
)
H
山
村
H
期
日
「
コ

ン
メ
ン
タ
ノ
1

ル
手
形
法
」
(
昭
四
六
)
五
三
五
頁
以
下
、
石
井
「
手
形

法
・
小
切
手
法
」
(
昭
四
五
)
四
八
頁
等
が
あ
り
現
在
で
も
通
説
で
あ

る
。
そ
の
他
、
伊
沢
「
善
意
取
得
と
手
形
抗
弁
」
商
法
演
習
E
(昭

三
五
)
一
五
九
資
以
下
、
同
「
無
権
代
理
と
善
意
取
得
」
法
学
論
集

(
関
西
大
学
〉
一

O
巻
三
号
六
七
頁
以
下
、
富
山
「
無
能
力
を
理
由
と

す
る
手
形
の
哀
輩
出
の
取
消
」
商
法
演
習
出
(
昭
三
八
〉
一
五
二
頁
以
下
、

高
烏
「
有
価
証
券
の
取
得
行
為
の
殿
庇
」
法
学
研
究
二
八
巻
六
号
一

六
頁
以
下
、
な
お
同
「
有
価
一
証
券
の
善
意
取
得
」
総
合
法
学
五
巻
五

号
二
二
一
氏
以
下
、
問
中
(
誠
〉

H
松
元
〈
姻
口
〉
「
無
権
代
理
に
よ
り

手
形
の
振
出
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
裏
書
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
受
人

の
振
出
人
に
対
す
る
権
利
」
手
形
研
究
三
一
号
一
六
頁
以
下
、
深
見
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付

「
無
権
代
理
に
よ
る
手
形
の
裏
書
譲
渡
と
手
形
法
一
六
条
二
項
」
商

事
法
務
一
七
四
号
三
一
頁
以
下
〔
商
事
法
判
例
研
究
伺
に
再
録
〕
等

が
あ
る
。
そ
の
他
、
譲
渡
人
の
無
能
力
の
場
合
に
善
意
取
得
を
認
め

な
い
が
、
無
権
代
理
の
場
合
に
こ
れ
を
認
め
る
折
衷
説
と
し
て
、
升

本
「
有
価
証
券
法
」
(
昭
和
二
七
〉
六
四
頁
が
あ
る
。
最
近
こ
れ
を
主

張
す
る
も
の
と
し
て
は
、
小
室
「
無
権
代
理
と
手
形
法
第
一
六
条
第

一
一
項
」
斎
藤
還
暦
記
念
(
昭
三
八
)
一
三
五
頁
以
下
、
同
「
無
能
力
者

の
裏
書
と
手
形
の
善
意
取
得
」
窟
土
論
双
八
巻
一
二
三
頁
以
下
が
あ

る
。
な
お
記
名
株
券
に
つ
き
、
同
「
記
名
株
券
の
善
意
取
得
」
関
学

記
念
論
文
集
(
創
価
大
学
)
昭
四
六
・
二
七
八
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
現
在
で
は
、
異
論
な
く
民
法
一
九
二
条
に
よ
っ
て
善
意
取
得
が
認

め
ら
れ
る
の
は
無
権
利
者
〔
ま
た
は
処
分
権
限
の
欠
敵
し
た
者
)
か

ら
の
取
得
の
場
合
に
限
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
(
我
妻
「
物
権
法
」

一
三
四
頁
以
下
、
末
川
「
物
権
法
」
二
三
五
頁
以
下
、
舟
橋
「
物
権

法
〈
法
律
学
全
集
〉
」
二
三
七
頁
以
下
、
注
釈
民
法
的
物
権

ω一
二
六

頁
以
下
(
好
美
)
)
。
た
だ
し
、
か
つ
て
は
異
説
が
あ
っ
た
、
乾
「
民
法

一
九
二
条
ノ
解
釈
ニ
就
テ
」
法
協
一
一
二
巻
九
号
二

O
頁
以
下
参
照
。

ハ
4
〉
前
掲
の
伊
沢
教
援
と
納
富
博
士
の
説
が
代
表
的
で
あ
る
。

〈
5
)
戦
前
、
商
法
学
の
分
野
で
は
烏
賀
陽
「
手
形
法
」
(
昭
九
二
ハ
一
頁

以
下
の
み
が
、
善
意
に
よ
る
実
質
上
の
取
得
行
為
の
暇
庇
の
治
癒
可

能
性
を
認
め
、
民
法
学
で
は
、
我
一
安
「
近
代
法
に
於
け
る
債
権
の
優

越
的
地
位
」
(
昭
二
八
)
五
六
京
以
下
も
同
旨
を
主
張
さ
れ
、
こ
の
解

釈
を
採
っ
て
も
「
民
法
の
体
系
を
破
壊
す
る
虞
は
な
い
」
と
さ
れ
る
、

手形法16条2項にし、わゆる「善意」について

我
妻
「
物
権
法
ハ
現
代
法
学
全
集
第
二
二
巻
)
」
(
昭
五
〉
一
五
六
頁

汁
江
主
一
)
参
照
。
し
か
し
、
戦
前
で
は
学
説
の
多
数
を
占
め
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
が
、
戦
後
、
鈴
木
「
手
形
法
・
小
切
手
法
」
(
昭
一
一
一
一
一
〉

二
五
一
τ
良
以
下
が
こ
れ
を
主
張
さ
れ
て
か
ら
、
学
説
に
お
い
て
、
急

速
に
賛
同
者
を
増
し
つ
つ
あ
る
、
た
と
え
ば
高
窪
「
手
形
法
・
小
切

手
法
」
(
昭
一
二
六
〉
九
一
頁
、
同
「
有
価
証
券
の
善
意
取
得
と
抗
弁
の

制
限
|
い
わ
ゆ
る
所
有
権
説
の
立
場
か
ら
l
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
四

巻
七
号
一
五
頁
以
下
、
同
「
手
形
の
善
意
取
得
」
商
法
の
判
例
(
第

二
版
〉
一
回
頁
以
下
、
豊
崎
「
善
意
取
得
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座

三
巻
四
九
頁
、
八
十
本
「
教
程
手
形
法
小
切
手
法
」
〈
昭
四
一
二
)
九
四
頁
、

小
橋
「
全
一
訂
手
形
法
小
切
手
法
講
義
」
(
昭
三
八
)
五
四
頁
、
同
「
手

形
行
為
論
」
ハ
昭
三
九
〉
二
一
二
五
頁
が
あ
る
。
そ
の
他
に
、
塩
田
・
民

商
四
二
巻
六
号
七
回
頁
、
大
原
「
無
権
代
理
に
よ
る
手
形
の
裏
書
譲

渡
と
手
形
法
二
ハ
条
二
項
」
判
評
二
八
号
三
頁
以
下
、
竹
内
「
手
形

の
善
意
取
得
l
代
理
・
代
表
権
の
な
い
者
か
ら
裏
書
譲
渡
を
受
け
た

場
合
に
も
善
意
取
得
は
成
立
す
る
か
」
法
協
七
八
巻
五
号
七
八
頁
以

下
、
矢
沢
・
法
学
教
室
(
旧
版
)
一
号
一
六
八
頁
、
田
辺
(
光
〉
「
無

能
カ
者
の
裏
一
番
と
善
意
取
得
」
阪
南
論
集
〔
阪
南
大
学
)
三
巻
一
・

二
合
併
号
八
五
頁
以
下
、
武
久
「
手
形
善
意
取
得
に
お
け
る
「
善
意
」

概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
」
彦
根
論
双
(
滋
賀
大
学
〉
一
四
九
号
三

O

頁
以
下
が
あ
る
。
株
券
に
つ
い
て
す
で
に
有
力
説
を
採
っ
て
い
た
も

の
に
、
松
田
H
鈴
木
(
忠
)
「
条
解
株
式
会
社
法
(
上
)
」
(
昭
二
六
)
一

七
五
頁
が
あ
る
。
な
お
大
隅
「
株
式
の
譲
渡
」
株
式
会
社
法
講
座
(
昭
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料

=
二
第
〉
二
巻
六
七
九
頁
参
照
。

(
6
〉
我
国
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
徹
底
的
か
っ
・
詳
細
な
上

柳
「
手
形
の
善
意
取
得
」
判
例
手
形
法
小
切
手
、
法
・
伊
沢
還
暦
記
念

(
昭
四
回
〉
二
六
五
頁
以
下
参
照
。

か
つ
て
戦
前
の
旧
法
下
の
下
級
審
判
決
で
は
あ
る
が
、
我
国
の
有

力
説
を
採
っ
た
も
の
が
あ
る
、
東
京
地
判
昭
四
二
・
三
・
二

0
・
新

開
五
六
五
号
九
頁
は
〔
旧
〕
商
法
四
四
一
条
に
い
わ
ゆ
る
悪
意
の
取

得
者
と
は
前
者
が
所
有
者
で
な
い
こ
と
を
知
る
者
の
み
で
は
な
く
、

「
前
者
が
行
為
能
力
者
に
非
ざ
る
こ
と
前
者
が
手
形
処
分
能
力
を
有

せ
ざ
る
こ
と
ま
た
は
前
者
が
手
形
処
分
の
権
限
を
有
せ
ざ
る
こ
と
等

の
事
実
」
を
知
っ
て
手
形
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
と
す
る
(
事
案
は
、

X
は
A
に
B
会
社
と
の
請
負
契
約
履
行
の
た
め
の
資
金
を
得
さ
せ
る

目
的
で
Y
銀
行
で
割
引
す
る
と
の
合
意
の
下
に
二
通
の
約
束
手
形
を

振
り
出
し
た
が
、

A
は
合
意
に
反
し
て
他
の

M
的
の
た
め
Y
銀
行
に

譲
渡
し
た
の
で
、

X
が
Y
銀
行
に
手
形
の
返
還
を
求
め
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
)
。
し
か
し
戦
前
で
は
無
権
利
者
か
ら
の
取
得
に
限
る
と

す
る
の
が
判
例
で
あ
っ
た
。

大
判
明
四
三
・
三
・
一
五
氏
録
二
ハ
緯
-
二
五
一
良
は
(
お
そ
ら
く

前
掲
東
京
地
判
の
上
告
審
判
決
と
推
測
さ
れ
る
)
、
「
商
法
四
四
一
条

ハ
:
:
:
取
得
ノ
際
手
形
譲
渡
人
カ
手
形
ヲ
譲
渡
ス
ル
権
利
ナ
キ
コ
ト

ヲ
知
リ
タ
ル
カ
若
ク
ハ
之
ヲ
知
ラ
サ
ル
ニ
付
重
大
ナ
ル
過
失
ア
ル
場

合
ノ
外
ハ
手
形
ヲ
有
効
-
一
取
得
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
規
定
シ
」
た
も
の
で

あ
る
と
説
い
た
。
同
旨
、
大
判
昭
六
・
五
・
二
三
'
新
聞
一
一
一
二
八
一

資

号
一
二
頁
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
判
決
も
、
善
意
取
得
に
よ
っ
て
治

癒
さ
れ
る
破
庇
が
、
譲
渡
人
の
無
権
利
に
限
ら
れ
る
か
否
か
が
、
直

接
の
争
点
と
は
な
っ
て
い
な
い
事
件
で
は
あ
る
。

(
7
)

最
判
昭
三
五
・
了
一
五
(
一
一
一
小
)
民
集
一
四
巻
一
号
一
頁
以
下
の

判
決
で
あ
る
。

事
案
は
A
商
事
株
式
会
社
(
以
下
A
会
社
と
呼
ぶ
)
名
古
屋
出
張

所
取
締
役
所
長
B
と
自
称
す
る
者
が
、
受
取
人
を
「
A
会
社
名
古
屋

出
張
所
」
と
す
る
手
形
を
振
山
人
Y
か
ら
交
付
を
受
け
、
こ
の
手
形

を
B
が
「
A
会
社
名
古
屋
川
張
所
取
締
役
所
長
」
と
署
名
し
て
X
に

裏
書
譲
渡
し
た
と
い
う
も
の
で
、
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た
X
が
手
形
金

の
請
求
し
た
の
が
木
訴
で
あ
っ
た
。

最
高
裁
は
、
原
審
の
結
論
を
維
持
し
て
、

Y
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

判
決
の
内
容
を
見
る
と
、
木
判
決
は
原
審
の
認
定
に
し
た
が
い
、

受
取
人
は

A
会
社
で
、

A
X
問
の
哀
垂
直
が
、
無
権
代
理
(
代
表
)
に

よ
る
一
一
呉
書
と
の
前
提
を
と
り
、

X
が
手
形
上
の
権
利
を
善
意
取
得
し

た
と
判
断
し
た
も
の
で
、
従
来
の
判
例
を
拡
張
し
て
、
善
意
取
得
に

よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
取
庇
の
範
囲
を
広
げ
た
、
つ
ま
り
代
理
ま
た
は

代
表
権
の
欠
p
h
w

も
手
形
法
一
六
条
二
項
の
「
善
意
」
の
対
象
た
り
う

る
こ
と
を
認
め
た
判
決
で
あ
っ
た
(
竹
内
・
前
掲
評
釈
・
法
協
七
八

巻
五
号
七
八
頁
、
伊
沢
・
前
掲
一
詳
釈
・
法
学
論
集
一

O
巻
三
号
六
七

頁
以
下
、
上
柳
・
前
褐
論
文
・
伊
沢
還
熔
記
念
二
七

O
頁
参
照
)
。
し
か

し
問
題
、
が
な
い
訳
で
な
い
。
本
判
決
の
一
評
釈
は
そ
の
評
価
に
つ
い
て

極
端
な
分
裂
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
①
木
件
の
事
案
を
本
判
決
と
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{一う手形法18条2項tこし、わゆる「善意」について

同
じ
く
受
取
人
は
A
会
社
で
手
形
が
無
権
代
理
(
代
表
)
に
よ
っ
て

裏
書
さ
れ
た
と
理
解
す
る
説
が
あ
る
(
大
原
・
判
評
二
八
号
三
頁
、

北
村
・
法
騎
時
報
一
二
巻
三
号
七
二
頁
以
下
、
同
・
法
律
の
ひ
ろ
ば

一
三
巻
五
号
五
一
一
良
)
。
@
ま
た
受
取
人
を
A
会
社
と
す
る
が
A
会

任
が

(
B
に
受
働
代
理
権
が
な
い
か
ら
A
の
追
認
の
な
い
か
ぎ
り
〉

無
権
利
者
だ
か
ら
、
通
説
に
よ
っ
て
も
結
果
は
同
じ
事
例
と
解
す
る

説
が
あ
る
(
た
だ
し
こ
の
場
合
、
手
形
が
A
に
到
達
し
て
い
な
い
か

ら
、
手
形
債
権
そ
の
も
の
が
不
発
生
と
な
る
た
め
、
こ
の
面
で
の
理

論
的
手
当
、
た
と
え
ば
権
利
外
観
説
ま
た
は
創
造
説
を
採
る
必
要
が

あ
る
〉
、
た
と
え
ば
深
見
・
商
事
法
務
研
究
一
七
四
号
三
二
頁
(
商
事

法
判
例
研
究
仰
に
再
録
)
、
小
松
・
法
律
論
双
三
四
巻
二
号
二
ニ
七
頁

で
あ
る
。
な
お
高
田
「
一
災
害
連
続
の
資
格
授
与
的
効
力
」
手
形
小
切

手
判
例
百
選
(
旧
版
)
一
五
九
頁
参
照
。
そ
れ
故
②
説
は
有
力
説
に

従
っ
た
判
決
と
の
評
価
も
ま
た
可
能
で
あ
る
が
、
本
判
決
が
い
ず
れ

に
よ
っ
た
か
不
明
と
す
る
。
③
ま
た
あ
る
説
は
、
受
取
人
を
A
会
社

名
古
屋
出
張
所
と
し
、
こ
れ
を
実
在
の
A
会
社
と
無
関
係
な
個
人
企

業
か
仮
設
の
会
社
と
み
ハ
つ
ま
り
、
A
会
社
名
古
屋
出
張
所
、
が
手
形

上
の
権
利
者
と
な
る
)
、
仮
設
の
A
会
社
名
古
屋
出
張
所
の
た
め
に

B
が
な
し
た
裏
書
は
、
一
種
の
無
権
代
理
に
よ
る
も
の
と
の
可
能
性

が
あ
る
と
解
す
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
本
判
決
は
無
権
代
理
の
場

合
に
善
意
取
得
を
認
め
た
判
決
と
、
評
価
で
き
る
こ
と
に
な
る
、
塩

田
・
民
商
四
二
巻
六
号
八

O
頁
以
下
、
ほ
ぼ
同
旨
、
高
窪
・
商
法
の

判
例
(
第
二
版
)
一
四
三
頁
参
照
。
④
ま
た
、
本
判
決
の
先
例
と
し

て
の
意
義
を
全
く
百
定
す
る
も
の
と
し
て
、

A
会
社
名
古
屋
出
張
所

を、

B
が
自
己
を
表
示
す
る
た
め
に
使
用
し
た
名
称
と
し
、
手
形
の

受
取
人
を
B
個
人
と
し
(
B
が
手
形
上
の
権
利
者
)
、

X
は
B
か
ら
手

形
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
善
意
取
得
の
問
題
で
は
な
い
と
す

る
鋭
、
が
あ
る
、
伊
沢
・
法
学
論
集
一

O
巻
三
号
六
七
頁
以
下
、
浜
田
・

民
高
四
六
巻
五
号
一
二
四
頁
以
下
、
な
お
上
柳
・
前
掲
論
文
・
伊
沢

還
暦
記
念
二
七

O
頁
参
照
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
本
判
決
は
い
わ
ば

同
り
道
を
し
た
判
決
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
誰
が
受
取
人
か
の
問
題

に
ふ
れ
ず
、
⑤
本
件
は
手
形
善
意
取
得
の
問
題
で
は
な
い
事
例
と
す

る
説
が
あ
る
、
つ
ま
り
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
A
会
社
は
手
形
の
占
有

を
取
得
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
手
形
法
二
ハ
号
二
項
適
用
の

前
提
で
あ
る
「
占
有
ヲ
失
ヒ
タ
ル
」
場
合
と
の
.
要
件
を
み
た
し
て
い

な
い
の
で
善
意
取
得
の
問
題
で
は
な
い
と
す
る
、
田
中
(
誠
)
H
松一克

(
堀
口
〉
・
手
形
研
究
一
一
一
一
号
一
六
頁
参
照
。

な
お
、
そ
の
他
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
喜
多
・
手
形
小
切
手
判
例

百
選
(
新
版
)
七
五
頁
以
下
、
藤
井
・
「
手
形
の
善
意
取
得
」
演
習
商

法
(
手
形
小
切
手
)
・
昭
四
七
・
八
七
頁
以
下
、
同
「
手
形
の
善
意
取

得
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
七
二
号
二
八
頁
以
下
、
小
橋
「
手
形
行
為
論
」

(
昭
三
九
)
二
三
六
頁
参
照
。

結
局
、
本
判
決
の
一
評
価
は
学
説
で
は
、
決
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
に

お
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
判
決
と
同
じ
く
無
権
代
理
に
よ
る
裏
書

の
場
合
に
善
意
取
得
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
か
に
見
え

る
判
決
と
し
て
最
判
昭
四
一
・
六
・
二
一
(
三
小
)
民
集
二

O
巻
五
号

北法24(4・51)691



料

一
O
八
四
頁
が
あ
る
(
坂
井
・
法
曹
時
報
一
八
巻
九
号
一
一
五
頁
、

竹
内
・
法
協
八
四
巻
五
号
七
四
一
頁
、
西
氏
問
〈
梅
〉
・
民
商
五
六
巻
二

号
九

O
頁
参
照
)
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
も
問
題
の
あ
る
判
決
で
あ
る

〈
竹
内
・
前
掲
評
釈
・
法
協
八
四
巻
五
号
七
四
三
頁
、
上
柳
・
前
掲

論
文
・
伊
沢
還
暦
記
念
二
七
六
頁
参
照
)
。

(
8
)
最
判
昭
三
六
・
一
了
二
四
〈
二
小
〉
民
集
一
五
巻
一

O
号
二
五
一
九

頁
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
注
(
7
〉
引
用
の
昭
和
三
五
年
判
決
と
事
実

を
同
じ
く
し
、
当
事
者
の
う
ち
原
告
の
み
が
異
な
る
事
件
で
あ
る
。

原
審
(
名
士
白
屋
高
裁
昭
和
一
一
一
一
年
一
一
一
月
一
九
日
〉
は
「
:
:
・
手

形
法
第
一
六
条
は
手
形
譲
渡
人
の
無
権
利
の
場
合
の
み
に
限
ら
れ
手

形
譲
渡
人
に
つ
き
無
能
力
、
代
理
権
欠
飲
、
意
思
表
示
の
股
庇
等
の

あ
る
場
合
は
悶
法
条
の
適
用
な
し
と
す
る
目
見
解
は
採
用
し
得
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
判
断
し
た
(
原
判
決
は
有
力
説
を
採
っ
た
戦
後
は

じ
め
て
の
下
級
審
判
決
で
あ
る
て
こ
れ
に
対
し

Y
が
(
通
説
を
根

拠
と
し
て
原
判
決
を
攻
撃
し
て
)
上
告
し
た
が
、
結
局
上
告
は
棄
却

さ
れ
た
。

最
高
裁
の
判
決
理
由
の
骨
子
は
、
受
取
人
A
会
社
を
無
権
利
者
と

し、

X
は
無
権
利
者
か
ら
手
形
を
善
意
で
譲
り
受
け
た
の
で
あ
る
か

ら
X
は
手
形
上
の
権
利
を
取
得
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
は
注
(

7

)

で
紹
介
し
た
説
の
う
ち
、

A
会
社
を
無
権
利

者
と
解
し
通
説
に
よ
っ
て
善
意
取
得
が
肯
定
さ
れ
る
と
解
す
る
説

(
つ
ま
り
注
(
7
)
の
②
説
)
と
同
一
の
理
由
を
示
し
、
三
五
年
判
決
と

結
論
を
同
じ
く
す
る
が
理
由
に
お
い
て
、
一
二
五
年
判
、
決
の
先
例
と
し

資

て
の
意
義
を
減
殺
す
る
判
決
で
あ
る
〈
一
一
一
淵
・
法
曹
時
報
一
回
巻
}

号
五
六
頁
、
浜
田
・
民
商
四
六
巻
五
号
八
六
三
頁
、
な
お
高
田
・
手

形
小
切
手
判
例
百
選
(
新
版
)
一
八
八
頁
参
照
)
。

両
判
決
の
事
実
か
ら
見
る
と
、
取
得
者
は
無
権
利
者
た
る
本
人
の

無
権
代
理
人
か
ら
、
手
形
を
取
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
譲
渡
人

(
A

会
社
)
の
無
権
利
と
無
権
代
理
と
い
う
こ
つ
の
般
庇
が
裏
書
に
存
す

る
訳
で
、
両
判
決
は
そ
れ
ぞ
れ
事
実
の
二
つ
の
面
の
う
ち
の
一
つ
に

視
点
を
お
い
た
、
つ
ま
り
三
五
年
判
決
は
無
機
代
理
に
よ
る
宙
開
蓄
の

例
と
し
て
、
三
六
年
判
決
は
手
形
の
譲
渡
人
(
無
権
代
理
で
本
人
と

さ
れ
た
者
)
の
無
権
利
の
例
と
し
て
本
件
を
判
断
し
た
。

し
か
し
三
五
年
判
決
は
(
わ
が
閣
の
有
力
説
を
採
っ
た
と
評
価
す

る
か
ぎ
り
〉
理
論
的
に
一
貫
し
て
い
る
(
譲
渡
人
の
無
権
利
と
無
権

代
理
の
二
つ
の
股
庇
は
善
意
に
よ
り
治
癒
可
能
で
あ
り
う
る
と
解
さ

る
か
ら
)
が
、
三
六
年
判
決
に
は
問
題
が
残
る
、
従
来
の
通
説
・
判

例
で
は
治
癒
可
能
な
桜
庇
は
譲
渡
人
の
無
権
利
に
限
ら
れ
る
と
解
す

る
か
ら
、
結
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
も
う
一
方
の
球
庇
つ
ま
り

無
権
代
理
(
無
権
代
表
)
の
存
在
を
無
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
こ
れ

に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
三
六
年
判
決
の
論
理
的
一
貫
性
は
別
と
し
て
、
三
六
年
判

決
が
あ
る
以
上
現
在
の
と
こ
ろ
三
五
年
判
決
が
、
判
例
と
し
て
確
立

し
た
と
の
評
価
は
困
難
で
あ
る
(
上
柳
二
別
掲
論
文
・
伊
沢
還
暦
記

念
二
七
七
頁
、
ま
た
一
向
判
決
と
手
形
理
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
上

柳
・
前
掲
論
文
二
七
八
頁
、
藤
井
「
手
形
の
善
意
取
得
」
法
学
セ
ミ

北法24(4・52)692



tτj 

ナ
l

一
七
二
号
二
八
頁
、
同
「
手
形
の
善
意
取
得
」
演
習
商
法
(
手

形
小
切
手
)
昭
四
七
・
八
七
頁
以
下
参
照
、
そ
の
他
、
学
説
・
判
例

を
整
理
し
た
も
の
に
、
田
村
「
善
意
取
得
の
要
件
い
」
続
学
説
展
望
(
昭

四
O
)
一
O
六
頁
が
あ
る
。

(
g〉
た
と
え
ば
、
松
本
・
前
掲
書
六
三
頁
注
三
に
は
「
独
手
形
法
第
七

十
四
条
/
解
釈
ト
シ
テ
ハ
通
説
ハ
上
述
ゼ
ル
所
ニ
反
シ
同
条
ハ
広
ク

善
意
取
得
者
ニ
適
用
ア
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
」
と
あ
る
。

(
m
w
)

た
と
え
ば
、
岡
島
「
手
形
法
を
中
心
と
し
た
善
意
取
得
保
護
の
発

展
l
ヵ
l
ル
・
ル
ッ
ク
ス
の
所
説
を
基
因
と
し
て
|
」
法
と
政
治
(
関

西
学
院
大
学
〉
-
一
巻
一
号
九
三
頁
、
藤
井
「
手
形
善
意
取
得
問
題

序
説
」
経
済
理
論
(
和
歌
山
大
学
〉
五
三
号
一
七
五
真
、
豊
崎
・
前

掲
論
文
・
講
康
三
巻
一
三
四
頁
、
田
辺
(
光
〉
・
前
掲
論
文
・
阪
南
論

集
三
巻
一
・
二
号
八
五
頁
以
下
、
同
「
手
形
法
に
お
け
る
善
意
保
護

の
系
譜
け
付
」
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
ハ
関
西
大
学
大
学
院
〉
四
号
一
頁
、

五
号
一
一
良
、
武
久
・
前
掲
論
文
・
彦
根
論
双
一
四
九
号
一
二

O
頁
、
上
柳

「
手
形
の
善
意
取
得
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
熊
庇
の
範
囲
ハ
円
」
論
双

八
O
巻
二
号
一
頁
、
そ
の
他
、
河
本
「
物
と
し
て
の
有
価
証
券
l
所

有
権
理
論
付
」
神
戸
法
学
四
巻
二
号
二
七
九
頁
、
同
「
有
価
証
券
に

お
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ヤ
イ
ン

l
ヤ
コ
ピ
を
中
心
と
し
て
」
神
戸
法
学
二

巻
四
号
七
二
五
頁
、
同
「
グ
ス
タ
フ
・
シ
ユ
タ
ン
ツ
ル
「
手
形
法
に
お

け
る
悪
意
ヒ
神
戸
法
学
三
巻
二
宝
二

O
頁
、
小
橋
「
手
形
行
為

論
」
(
昭
三
九
)
二
一
一
九
頁
。

(
日
〉
ド
イ
ツ
の
判
例
を
概
観
し
た
上
柳
・
前
掲
論
文
・
論
双
八

O
巻
二

手形法16条2項にいわゆる「善意」について

号
一
一
良
以
下
が
詳
細
か
つ
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
(
本
稿
の
判
例
の

分
析
も
こ
れ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
〉
。

岡
島
・
藤
井
両
論
文
は
い
ず
れ
も
封
印
ユ
戸
己
デ
ロ
吊
開
口
雪
国
内
乞
包
括

品
目
。
ロ
仲
間
-
E
Z口問
m
n
y
g
g
z
-
u
.
E
L
M
0
.
』

m
r
r
g
L
q丹

BM件

g
m自
己
2
0『

F
H
t
n
E口
-
込
者
口
問
仏
何
回
巧
m
n
z
-
z
n
r
t・-∞
ω∞・一四

回

2
Z
P
N
C
H
N出
問
・
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
困
、
己
同

説
の
紹
介
と
し
て
満
足
で
き
る
も
の
で
な
い
(
と
り
わ
け
岡
島
論

文〕。田
辺
論
文
も
資
料
の
大
部
分
を
固
め
ロ
江
口

Z
w
u
q
ω
円
吉
宮
内
田
g

mロ仲間
]
E
E
m
g
ヨ2
Z乙
3
S同「
2ω

ロ
ω円
}
戸
内
凶
作
自
己
ロ
Y
2
2
F
n
r
g

t司
RYM己
同

2
2
N
ι
R
O
B
E
〈
目
見
塁
間
ゆ

E
E
r
g
S
L
O
B

回

EtnrmMnr昨
夜
ロ
ロ
向
牛
耳
河
内
向
「
件
目
ロ
ゲ
己
n
E
E口
岡
山
口
仏
宮
〈
日
仲
3
m
l

mmgえ
2
・
呂
田
N
に
依
拠
す
る
が
、
こ
れ
も
司
g
H
E
E
説
の
忠
実

な
紹
介
と
言
え
な
い
。

河
本
「
グ
ス
タ
フ
・
シ
ユ
タ

γ
ツ
ル
「
手
形
法
に
お
け
る
悪
意
ヒ

神
戸
法
学
三
巻
一
号
一
一
一

O
頁
は
の
g
g〈
卑

E
N
-
-
E凹
2

2
守

口
Z

5
巧

2
r団
内
町
内
円
広
・
一
回
呂
の
忠
実
な
紹
介
で
あ
る
が
、
残
念

な
が
ら
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
な
い
。

(
ロ
)
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
視
野
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
資
料
は
、
モ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
l

(
注
(
日
)
引
用
の
文
献
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
、
本

稿
は
従
来
充
分
な
理
解
を
得
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
文
献
の
紹
介
を
も

目
的
と
す
る
〉
、
体
系
書
、
注
釈
書
、
判
決
、
さ
ら
に
学
位
論
文
で

あ
る
。
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手4

以
下
引
用
の
文
献
の
多
く
は
、
園
内
、
国
外
の
諸
大
学
、
研
究
機

関
に
依
頼
し
て
入
手
し
た
複
写
に
よ
っ
て
い
る
。
深
く
感
謝
す
る
。

資

ド
イ
ツ
手
形
条
例
七
四
条
に
つ
い
て

。
わ
が
法
の
問
題
の
解
決
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
諮
問
意
取
得
に
関
す
る
ト
イ

ツ
の
旧
法
の
比
較
的
詳
細
な
検
討
を
試
み
る
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
周
知

の
と
お
り
わ
が
手
形
法
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
統
一
条
約
に
基
づ
く
、
ま

た
後
述
の
と
お
り
、
統
一
手
形
法
一
六
条
二
項
は
ハ

l
グ
統
一
規
則
一
五
条

二
項
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
こ
の
統
一
規
則
一
五
条
二
項
は
ド
イ
ツ
代
表

団
の
提
案
を
契
機
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
会
議
で
ド

イ
ツ
代
表
団
は
ド
イ
ツ
手
形
条
例
七
四
条
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
通
説
(
我

国
の
有
力
説
)
を
明
文
化
す
る
提
案
を
し
た
が
、
結
局
各
国
代
表
の
賛
成
を

得
ら
れ
な
い
で
提
案
が
撤
回
さ
れ
同
条
が
成
立
し
た
事
情
が
あ
る
。

系
譜
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
手
形
法
一
六
条
二
項
は
ド
イ
ツ
手
形
条
例
七

四
条
↓
ハ

l
グ
統
一
規
則
一
五
条
二
項
↓
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
手
形
法
二
ハ
条

二
項
と
の
段
階
を
経
て
成
立
し
た
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
本
稿

で
扱
か
う
問
題
自
体
ド
イ
ツ
法
に
そ
の
起
源
を
遡
る
論
争
で
あ
り
、
わ
が
国

の
学
説
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
手
形
法
一
六
条
二
項
の
母
法
と
も
号
門
う
べ
き

ド
イ
ツ
手
形
条
例
七
四
条
の
配
確
な
立
法
史
・
学
説
史
の
理
解
が
不
可
欠
の

前
提
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
も
あ
る
。
主
題
に
必
要
な
範
囲
で
手
形
条
例

七
四
条
の
成
立
・
学
説
・
判
例
の
動
向
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

立

北法24(4・54)694

成

手
形
条
例
成
立
時
に
効
力
を
持
っ
て
い
た
重
要
な
立
法
と
し
て
一
七
九
四

年
の
と
}
向
。
ョ
。
5
2
Cロ
骨

2
Z
E
H
仏

Z
P
2
2
R
Zロ
ω
g民
自
(
以
下

〉
巴
川
)
が
あ
る
。
同
法
は
種
々
の
変
容
を
受
け
て
い
る
が
、
基
本
的
に
ロ

l

《

q
d
》

マ
法
の
返
還
請
求
権
の
体
系
の
上
に
基
礎
を
置
い
て
お
り
、
占
有
喪
失
が
意

思
に
も
と
づ
く
か
否
か
で
所
有
者
の
返
還
請
求
権
の
成
否
を
決
し
て
い
た
旧

来
の
制
度
を
放
棄
し
、
原
則
と
し
て
物
の
追
求
可
能
性
を
認
め
た
(
一
お

明
ア
〉
口

σ。
そ
し
て
占
有
取
得
、
が
懇
意
か
諮
問
意
か
に
決
定
的
な
意
味
を
与

え
た

C
・
S
.
按
一
吋
.
一
∞

.
N
P
N印
Mm.
〉
円
、
問
〉
が
、
取
得
者
、
が
得
意

で
あ
っ
て
も
所
有
権
の
取
得
を
認
め
た
の
で
は
な
く
、
旧
所
有
者
に
、
強
同
意

の
第
三
者
が
山
指
し
た
伽
他
を
賠
償
し
て
、
そ
の
物
の
返
還
を
請
求
す
る
こ

《
ら
〉

と
を
認
め
る
法
制
を
採
っ
た
。
つ
ま
り
旧
所
有
者
が
無
償
で
返
還
誇
求
で
き

る
の
は
、
取
得
者
、
が
懇
意

(
5
2
ι
ご
の
ご
の
場
合
(
-
一
印
・
羽
二
-
〉
口

σ、

疑
わ
し
い
(
高
丘
院
内
y
t
m
)
者
か
ら
取
得
し
た
場
合
(
-
・

5
・
抑
一
べ
〉
巳
δ
、

善
意
で
あ
る
が
無
償
で
物
を
取
得
し
た
場
合
(
-
・

5
・
申
立
-
〉
口
同
〉
で

あ
る
。
結
局
〉
戸
初
で
は
疑
わ
し
く
な
い
者
か
ら
有
償
契
約
に
よ
っ
て
取
得

し
た
詳
意
の
占
有
者
に
対
し
て
も
、
返
還
請
求
権
が
主
張
さ
れ
得
、
物
が
盗

(
7
)
 

取
さ
れ
た
か
委
託
さ
れ
た
か
は
考
慮
さ
わ
て
い
な
い
。
ま
た
金
銭
、
無
記
名



証
券
に
つ
い
て
は
、
明
文
で
返
還
請
求
権
は
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
・

5
・

〈

8
v

抑
制
合
ム
m
-
A
吋
〉
口
同
〉
。
こ
れ
に
た
い
し
〉
巳
山
の
手
形
法
は
五

O
O条

を
越
え
る
条
文
を
持
つ
が
(
一
∞
-
m
m
コ
ω
l
-
N会
〉
戸
HN)
手
形
条
例
七

四
条
の
前
身
と
も
一
斉
う
べ
き
規
定
を
欠
い
て
い
る
。
返
還
請
求
が
当
然
問
題

件

と
さ
れ
る
「
遺
失
手
形

T
E
C
2
2
m
a
g常
5
4
3
n
r
t
)」
に
関
す
る
規

定
に
よ
れ
ば
、
遺
失
(
〈
主
5
3
は
引
受
人
と
振
出
入
に
通
知
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
ほ
〉
(
口
∞
期
三
回
〉

5
1
引
受
人
が
手
形
の
遺
失
の
通
知
を
受

け
な
い
で
、
満
期
に
疑
わ
し
く
な
い
所
持
人
に
支
払
っ
た
と
き
に
、
そ
の
弁

済
は
引
受
人
を
免
責
す
る
二
・
∞
・
抑
二
回
O

〉
巴
μ
)
、
所
有
者
は
為
答
手

形
(

J

「
5
2め
〉
の
占
有
を
「
悪
意
で

(
E
Z
L
-
-
n
r
2
2
m
O〉
」
取
得
し
た
者

の
み
を
追
求
し
う
M
J
一
∞
士
一
四
口
〉
見
)
、
引
受
人
が
引
受
と
満
期
の

聞
に
遺
失
を
知
っ
た
と
き
に
は
、
金
銭
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一

手形法16条2項にL、わゆる「善意Jについて

∞
・
掛
二
四
∞
〉
「
同
州
〉
と
な
っ
て
い
る
。
「
最
後
の
所
持
人
が
手
形
の
善
意
の
占

有
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
に
は
、

金
銭
は
彼
に
引
渡
た
さ
れ
る
。

手
形
を
失
っ
た
者
は
、
も
と
の
悪
意
の
ハ

G
R
a
F
5
占
有
者
の
み
を
追
求

し
う
る
o
」
(
口
・
∞
・
期
二
四
回
〉
門
岡
山
)

し
か
し
遺
失
し
た
手
形
が
醤
意
の
第
三
者
の
手
に
入
っ
た
と
き
の
所
有
者

の
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
の
明
文
を
欠
い
て
お
り
、
実
際
上
最
も
重
要
な
問

題
と
し
て
遺
失
手
形
に
対
す
る
支
払
の
免
責
が
前
面
に
出
て
お
り
、

〉「閉山

(
日
)
(
刊
)

は
手
形
条
例
七
四
条
に
定
め
る
返
還
請
求
権
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
ま
た

手
形
条
例
の
基
礎
と
な
り
、
ド
イ
ツ
関
税
同
盟
の
諸
国
の
手
形
訟
を
統
一
す

る
た
め
プ
ロ
イ
セ
ン
が
招
集
し
た
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
手
形
法
会
議
で
討
議

一
八
三
六
年
以
来
作
業
が
な
さ
れ

の
対
象
と
な
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
は

て
き
た
〉
口
μ

の
手
形
法
の
部
分
(
閏
・
∞
忽
コ
∞
!
一
同
会
〉
「
岡
山
〉
の
改

正
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
手
形
の
返
還
請
求
権
を
扱
か
っ
た
条
文
は
な

い
。
手
形
条
例
は
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
の
手
形
法
会
議
の
討
議
の
過
程
で
加
え
ら

れ
た
条
文
で
あ
る
。

善
意
に
よ
る
手
形
所
有
権
取
得
、
が
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
四
七
年
一
一

〈
円
)

月
一
七
日
の
手
形
法
会
議
で
の
プ
ロ
イ
セ

γ
草
案
七
一
条
と
七
二
条
の
討
議

の
過
程
で
あ
る
、
「
且
成
後
に
こ
こ
の
条
文
に
お
い
て
盗
取
さ
れ
た
手
形
ま
た

は
遺
失
し
た
手
形
の
ぎ
口
自
『
広
己
目
V
2
8自
己
は
、
真
の
所
有
者
に
優
先
す

〈

M
V

る
の
か
劣
後
す
る
の
か
が
討
論
さ
れ
た
」
。
議
論
の
出
発
点
は
以
下
の
ハ
ン

プ
ル
ク
代
表
の
提
案
で
あ
る
、
「
こ
の
問
題
は
私
法
の
一
般
原
則
と
独
立
し

て
、
手
形
を
正
当
な
権
限
に
よ
り
(
ヨ
伊
丹
ユ

F
E悶
g
d
E〉
そ
し
て
善
意

で
取
得
し
た
者
に
対
す
る
返
還
請
求
(
〈
5
E
E片
5
る
が
許
き
れ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
特
別
の
判
断
に
値
す
る
。
」

~t法24(4 ・ 55)695

理
由
は
手
形
取
引
の
安
全
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
代
表
は
こ
れ
を
無
視
し
た
り

ユ
ー
ベ
ツ
ク
の
。

σ
3
3
m
Z
E
C
E間
色
去
の
判
一

mr最
近
問
題
を
お
v

」し



料

た
こ
と
を
報
告
し
た
。
数
人
の
者
は
債
権
者
は
紙
の
所
有
者
で
あ
る
と
の
原

則
の
帰
結
と
し
て
こ
の
提
案
に
賛
成
し
た
。
し
か
し
会
議
で
見
解
が
分
か
れ

た
の
は
、
手
形
法
に
特
別
の
条
文
を
お
く
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
賛
成
派
の

資

あ
る
者
は
、
提
案
さ
れ
た
問
題
の
解
決
は
草
案
三
六
条
か
ら
も
引
き
出
し
う

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
の
規
定
も
な
い
私
法
の
原
則
が
基
準
と
な
る
の

で
は
な
く
、
手
形
法
が
重
要
な
の
で
あ
る
か
ら
明
確
に
規
定
す
る
に
障
害
は

な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
た
、
「
つ
ま

り
手
形
の
返
還
請
求
の
内
容
は
、
大
体
絞
に
対
す
る
所
有
権
で
は
な
く
実
は

手
形
と
結
合
し
た
権
利
の
主
娠
の
権
限
な
の
で
あ
っ
て
こ
れ
に
関
す
る
紛

争
に
お
い
て
は
、
純
粋
の
所
有
権
の
争
い
で
は
な
く
債
権

Q
O
E
E
-
-各
自

同

2
7
C
と
そ
の
帰
属
に
つ
い
て
の
紛
争
の
み
が
認
め
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な

い」。こ
れ
に
対
し
て
反
対
説
の
理
由
の
要
旨
は
こ
う
で
あ
る
、
こ
の
種
の
規
定

は
私
法
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
手
形

法
に
定
め
る
の
が
望
ま
し
く
と
も
そ
れ
を
手
形
法
の
中
に
入
れ
る
の
は
各
ラ

ン
ト
に
お
い
て
返
還
請
求
に
関
す
る
立
法
の
体
系
が
極
端
に
異
な
っ
て
い
る

か
ら
疑
わ
し
い
し
、

Z
E
E
2
の
概
念

V
定
め
ず
に
は
こ
の
規
定
を
採
用

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
。
結
局
「
盗
取
さ
れ
た
ま
た
は
遺
失
し
た
手

(
加
〉

形
の
返
還
請
求
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
か
」
と
の
問
題
が
票
決
に
付
さ

れ
た
が
、
反
対
説
が
一

O
対
九
で
辛
う
じ
て
多
数
を
占
め
て
、
こ
の
段
階
で

手
形
の
返
還
請
求
制
限
の
規
定
は
手
形
条
例
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た。
と
こ
ろ
が
一
八
四
七
年
一
二
月
一
日
の
会
議
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
代
表
が
手

形
の
返
還
請
求
と
裏
書
連
続
の
欠
鰍
の
効
力
を
論
じ
た
、
「
宙
開
書
の
連
続
に

欠
紋
が
あ
る
か
裏
書
が
明
ら
か
に
偽
造
令

2
Z
}
R
Zる
さ
れ
た
と
き
に
は
、

支
払
を
求
め
ら
れ
た
手
形
債
務
者
は
こ
れ
を
拒
む
権
利
が
あ
る
。
:
:
:
そ
の

よ
う
な
裏
書
に
よ
っ
て
手
形
が
第
三
者
の
手
に
入
っ
た
と
き
、
前
の
適
法
な

所
有
者
が
手
形
の
返
還
を
求
め
う
る
の
は
、
変
造
に
加
わ
っ
た
か
、
手
形
の

取
得
(
巴

=-rgm〉
の
前
に
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
適
切

に
注
意
し
て
裏
書
の
不
真
正

(
d
z
n
Z
Z
F
C
を
発
見
で
き
た
占
有
者
か
ら

に
か
ぎ
る

d
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「
手
形
の
所
有
権
は
偽
造
の
蓋
宙
に
よ
っ

て
も
ま
た
有
効
に
移
転
さ
れ
る
し
、
偽
造
の
裏
書
の
以
前
に
あ
る
一
段
詩
人
も

ま
た
、
後
の
被
裏
書
人
に
義
務
を
負
う
守

2
z
p
a〉
、
」
の
で
あ
り
、
手
形

取
引
の
特
性
と
安
全
が
こ
れ
を
要
求
す
る
、
被
裏
書
人
に
す
べ
て
の
も
と
の

裏
書
人
の
署
名
を
知
る
こ
と
を
要
求
で
き
な
い
こ
と
を
あ
げ
る
。
ま
た
す
べ

て
の
所
持
人
の
た
め
に
誠
実
(
列
色
白

n
r
Z
5
と
善
意

(
m
c
g
E
E
rる
の

推
定
(
可
忌
E
E
t
g
)
が
機
能
す
る
、
す
べ
て
の
手
形
受
取
人
が
手
形
取
得

の
前
に
も
と
の
所
持
人
〔
直
按
の
譲
渡
人
〕
の
占
有
の
適
法
性
を
調
査
し
た

北法24(4・56)696



り
、
こ
の
場
合
に
注
意
ハ
UP--悶

gN〉
が
要
求
さ
れ
る
の
は
正
当
で
あ
る
。

こ
の
提
案
に
、
前
同
多
数
を
占
め
た
代
表
か
ら
同
趣
旨
の
反
論
が
加
え
ら

れ
た
が
、
今
回
は
オ
ス

l
ト
リ
ア
提
案
を
支
持
す
る
者
が
多
数
を
占
め
た
G

ま
た
重
過
失
あ
る
場
合
を
悪
意
と

M
じ
に
扱
か
う
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
そ
の

他
の
点
に
つ
い
て
は
起
草
委
員
会
の
条
文
作
成
に
委
ね
ら
れ
た
。
起
草
委
員

会
は
草
案

(
F
7
J
5
Z
2
3
E
E
m
H
Hの
q
ヨ
2
3
8
)
の
W
M
章
「
偽
造
手
形
」

付

の
前
、

w
M
a羊
〉

r
Z
D
L
g
m己
S
E
5
3
2
4ぐ
2
F
E
の
七
五
条
に
手
形
条
例

内

mv

七
四
条
に
該
当
す
る
条
文
全
お
い
た
、
「
三
七
条
に
よ
り
資
格
あ
る
手
形
の

占
有
者
は
手
形
を
悪
意
で
取
得
し
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
と
き
に
重
過
失
が

手形法16条2項にL、わゆる「善意」について

あ
る
場
九
日
に
限
り
、
手
形
返
還
の
義
務
を
負
う
。
」

こ
の
草
案
七
五
条
が
そ
の
ま
ま
手
形
条
例
七
四
条
と
し
て
成
立
し
た
。

」
の
手
形
条
例
七
四
条
は
、
法
文
の
表
現
は
ど
う
あ
れ
成
立
の
事
情
、
法

文
の
位
泣
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
手
形
が
遺
失
ま
た
は
盗
取
さ
れ
た
場
合

に
必
然
的
に
そ
れ
に
伴
な
う
裏
書
の
偽
造
の
法
的
効
果
に
視
点
を
お
い
た
条

文
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
手
形
を
取
得
す
る
者
に
直
接
の
裏
書
人
の
な
し
た

以
外
の
表
者
の
真
正
の
調
査
義
務
を
要
求
す
る
の
は
手
形
取
引
の
安
全
を
寄

す
る
以
上
妥
当
で
は
な
い
と
判
断
し
、
そ
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し

て
裏
書
の
形
式
的
連
続
の
調
査
の
み
を
要
求
し
た
の
が
本
条
で
あ
る
。
逃
に

言
え
ば
自
己
の
直
接
の
相
手
方
の
調
査
を
取
得
者
に
要
求
し
て
も
不
当
で
は

な
い
と
の
考
慮
が
背
後
に
あ
り
、
調
査
の
結
果
か
ら
生
ず
る
危
険
を
取
得
者

が
負
担
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
条
は
手
形
一
災
害
の
偽

造
の
効
果
が
議
論
の
出
発
点
で
あ
り
、
最
終
の
裏
書
の
前
に
存
在
す
る
丸
艶

の
一
つ
が
偽
造
で
あ
っ
た
場
合
で
も
手
形
取
引
の
安
全
を
は
か
る
た
め
、
以

前
の
哀
昔
日
の
真
正
の
調
査
義
務
を
免
除
し
て
取
得
者
を
も
と
の
権
利
者
か
ら

の
追
求
か
ら
救
う
こ
と
を
口
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
一
一
果

書
の
連
続
に
よ
る
資
絡
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
哀
蓄
の
連
続
は
偽
造
裏
書

に
よ
っ
て
さ
え
も
欠
け
な
い
と
の
判
断
が
付
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
前

提
が
み
た
さ
れ
た
う
え
で
、
衰
退
百
人
を
手
形
の
真
の
所
有
者
と
考
え
た
こ
と

に
、
重
過
失
が
な
い
か
ぎ
り
取
得
者
が
完
全
な
権
利
を
取
得
し
う
る
こ
と

を
、
認
め
た
の
が
手
形
条
例
七
四
条
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
災
害
の
連
続
に
よ
り

善
意
で
し
か
も
君
。
過
失
な
く
手
形
を
取
得
し
た
所
持
人
は
、
手
形
が
遺
失
ま

た
は
盗
取
さ
れ
そ
し
て
以
前
に
あ
る
一
一
美
書
の
署
名
の
一
つ
が
偽
造
さ
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
り
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
内
容
を
感
ら
れ
て
手
形
条
例
七
四
条
は
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
も
の

の
、
上
述
の
討
議
の
内
谷
を
受
け
た
同
条
は
法
文
の
表
現
に
お
い
て
返
還
請

求
権
の
制
限
を
係
り
、
表
現
自
体
極
め
て
綬
昧
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
解
釈

(
M
M
V
 

に
種
々
の
閑
燥
を
も
た
ら
し
た
。

北法24(4・57)697



料

(
1
a
〉
成
立
史
を
あ
つ
か
っ
た
我
国
の
文
献
と
し
て
平
田
「
有
価
証
券

法
史
論
」
(
附
四
三
)
五
一
九
兵
以
下
が
あ
る
。

(
1
b
〉
〉
巳
N

以
前
に
お
け
る
物
の
返
還
請
求
権
の
内
容
を
本
稿
に
必

要
な
か
ぎ
り
で
要
約
す
る
。
内
容
は
す
べ
て
以
下
の
文
献
に
よ
っ

た
、
〈
号
口
の
F
2
r
m
w
w
C
2同ωロ
72Hν
三
〈
白
神
〈
持
ゲ
片
田

(ωRrσ
ヨ
2
7昨)・

一
由
。
印

UH州
民
ユ
rロ
2

・。E
R山
NE向
。
内
山
内
出
ハ

r口
同
国
内

r
g
可
口
話
可
2
r

ム
〉
己
己

(-UNN
〉一∞
Z
ココ
2jω
円}阿君
2
5

・。==
L
Nん
仲
間
。

L
2
分
ロ
l

片山口「
2H
閉
山

2
7仲間四
2
円
E
n
r件
。
.
∞
・
〉
丘
一
(
一
回
ωO)
・
出
・
司
F
E
C
-

0
2
2
n
F
2
3守
主
品
。
一
件
・

ω・
〉
ロ
ロ
(
一

2
8
・
と
り
わ
け
次
の
二

若
に
多
く
を
れ
っ
て
い
る
、
〈
Q

口
「
Z
E
C
S
J
出
ωロ
ι
当凶

7月
国
自
仏
・

5
司

2
t円
}
5
P
E『
宮
司
王

ω円
z

m，
弘
前
戸

-
S丹

L
2
m，
BMゆ口
C
5〈
巾
同

i

m-Z同
∞
2
-
E
N
C
M出
土

'
u
o
c
g
n
r
oロ
ト
『
ロ
ロ
位
。
ロ
件
以
間
宮
切
2
ピロ・

一回合

u
z
・
2
E
Z
2・
0
2
H
N
o
n
E宅
2
-
E同
2
7向
Gσ
ニ
E
a
R
Y
g
H
1

2
E
-
呂
田
我
同
の
文
献
で
は
安
永
「
動
産
の
詳
意
取
得
制
度
に
つ

い
て
の
一
考
祭
」
論
双
八
八
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
二
七
六
頁
以
下
、

川
市
「
所
有
権
訟
の
理
論
」
(
昭
二
四
〉
、
田
島
「
民
法
一
九
二
条
の

研
究
」
(
昭
八
)
が
あ
る
。

「
意
思
に
よ
る
物
の
交
付
」
の
場
合
に
中
世
ド
イ
ツ
法
で
は
所
有
権

に
も
と
づ
く
訴
(
巴
四
B
E
E
ω
r
r聞
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
返
還
義
務
は
契
約
関
係
に
の
み
基
づ
く
し
か
な
く
、
物
が
第
三

者
の
手
に
入
っ
た
と
き
に
は
所
有
者
は
返
還
を
請
求
で
き
な
い
、
つ

ま
り
法
格
一
一
円
氏
自
仏
宅
与
話
回
ωえ
の
原
則
が
妥
当
し
た
(
苫
ω
E
F

EO--ω
・
一
日
さ
。
そ
れ
に
対
し
占
有
央
失
が
所
有
者
の
意
思
に
よ
ら

i"t 

な
い
場
合
(
窃
盗
か
強
盗
に
よ
る
の
め
君
。
5
喪
失
)
、
第
三
者
の
詩

意
・
忠
意
を
問
わ
ず
物
の
返
還
請
求
が
可
能
で
、
そ
の
た
め
の
種
々

の
手
続
が
認
め
ら
れ
た
(
代
表
例
は
〉
え
g
m
m
Zえ
各
自
凶
)
。
十
日
有

喪
失
の
態
様
に
よ
り
返
還
請
求
が
宵
定
ま
た
は
否
定
さ
れ
た
。
そ
の

後
中
位
で
は
の
ゆ
4
2
σ

喪
失
の
態
様
に
よ
る
厳
格
な
反
別
が
緩
和
さ

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
(
と
り
わ
け
都
市
の
商
取
引
に
お
い
て
、

E-

z
z
E
R
E
C
-
-
∞
-mN
参
照
、
従
来
ユ
ダ
ヤ
人
に
認
め
ら
れ
て
い
た

詰
民
請
求
権

(
E
E
=
m
g
g胃
5
5
の
拡
張
に
つ
い
て
、

2
2
-
F

E
C・
咽
切
・
一
回
参
照
)
。
ロ

l

マ
法
の
継
受
後
で
は
、
ロ
ー
マ
の
所

有
権
の
訴
が
普
通
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
が
、
中
川
い
に
お
け
る
返

還
請
求
の
制
限
が
維
持
さ
れ
た
(
こ
の
点
の
詳
細
は
宣
言

E
唱g
。唱

ω
戸
同
町
二
号
ロ
の
庁
長
P
S
0・wω
・印
2
4
と
り
わ
け

2
ロ
「
mNrt毛

E
0
・
∞
-
一
∞
吋
『
『
参
照
)

O

〈司ロピ】
E
9
2
に
よ
れ
ば
ロ

l

マ
訟
は
償

領
さ
れ
た
物
を
無
制
限
に
追
求
可
能
な
お
m
p
E〈
自
に
か
ぞ
え
、

所
有
者
の
占
有
爽
失
の
態
様
の
如
何
を
山
わ
な
い
で
返
送
請
求
が
可

能
で
あ
っ
た
、
し
か
し
ロ

1
7
法
の

B
F
2
ロ円四
F
E
Z
-
を
受
入
れ
た

諸
法
は

Z
Eハ
7
5
7百
回
目
ι
の
原
則
を
捨
て
ず
、
ロ
ー
マ
法
と
こ

の
原
則
と
の
調
和
に
努
め
(
意
思
に
よ
ら
な
い
占
有
喪
失
の
例
で
あ

る
盗
取
ま
た
は
遺
失
し
た
物
が
追
求
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
ず
れ
に

お
い
て
も
同
一
で
あ
っ
た
)
取
得
者
の
善
意
・
悪
意
に
汗
日
し
、
そ

の
範
例
を
ロ

1
7
法
の
取
得
時
効
法
(
使
用
取
得
〈
Z
E
E
-
o
)
に
つ

い
て
正
権
限
(
古
込
5
2
E
E
M〉
と
善
意

(
Z
E
E
ι
何
回
)
を
要
求
す

る
)
が
与
え
た
(
以
上
す
べ
て
さ
ロ
ピ
号
件
G
F
E
O
J
ω
・
お
∞
に
よ
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付

る
〉
。
そ
し
て
従
来
の

E
m
E
3
7
2
出
E
L
の
原
則
は
委
託
さ
れ

た
物
を
詩
意
で
取
得
し
た
者
を
保
護
す
る
手
段
と
な
っ
た
が
、
盗
取

・
強
取
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
は
、
無
制
限
に
返
還
請
求
が
可
能
と

さ
れ
、
取
得
者
の
詩
意
・
悪
意
を
問
わ
な
か
っ
た
、
〈
S
E
E
-
F

S
ο
J
ω
・
3
J。
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
訟
の
原
則
の
例
外
の
根
拠
は

取
引
の
安
全
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
〈
S
H
L
F
Z
F
E
9
・

少
一
回
ω
。
以
上
の
発
展
過
程
を
経
て
〉
門
知
が
成
立
し
た
。

(
2
)
〉
F-N
の
条
文
は
国
主
庁
ロ
7
2
2
H
∞
2
5
P
E
K
2
5
5臼
ピ
ロ
l

《凶H
d
円}戸門出回円《】
Z
H
V
B戸
空
間
一
再
ロ

ωgmw
門
作
口
〈
ロ
ロ
一
寸
匂
ム
ー
(
吋
命
日
g
z
m
m
l

与。
)
'
3
3
に
よ
っ
た
。

(
3
)

〈
Cロ
ピ
手
同
2
5
2
0
w
ω
・
一
志
一
な
お
出
-
E
F『
号
♂

E
O
ω
・
Mm

(
4
)

宍月一
f
F角川一三百円
7
L
m
m
甘百
5
2
R
7
0口
問
2
言
2
2凶
匂
ユ

5
可
2
i

}
】
円
切
間
一
∞
品
目

.ω
目ム口町

(
5
)

穴
宮
}
M

・
S
c・-ω

ム
口
町
「
所
有
権
と
善
意
の
占
有
の
衝
突
の
場
合
、

所
心
何
者
が
取
戻
そ
う
と
す
れ
ば
、
善
意
の
占
有
者
が
費
用
の
賠
償
に

よ
っ
て
、
弁
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
優
先
す
る
。
」

(
6
〉
旧
内
C
η
r
w
E
O
-
-
ω
-
A
ご
は
「
疑
わ
し
い
人
物
会
内
三
位
口
r
t町内

Tmi

E
E
)
と
は
そ
の
よ
う
な
物
を
取
引
し
な
い
し
、
そ
の
身
分

3
g邑
)

よ
り
み
れ
ば
そ
の
物
を
占
有
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
者
」
と
定
義

手形法16条2項にL、わゆる「善意」について

す
る
。

(
7
)
 
〉
問
、
同
州
の
説
法
に
関
与
し
た

ω
E『
2
は
〉
「
HN
は
ロ

1
7
法
と

士
口
ド
イ
ツ
公
-
E
2
2
n
r
)
の
理
論
の
中
聞
を
と
っ
た
と
一
守
口
う
。
〈

g

ピ
伊
丹
C戸

E
0
.
ω
・
呂
田
一
回
目
ヂ
ロ
2
・
5
0・wω

一∞

(
8
)
民
2
7
4
E
C咽

ωEAAN∞
町
一
〈
司
コ
戸
2uZJ4・
s
o
-
-
ω
-
-
U
4

(
9
〉
開
山
戸
P
E
O
-
-
ω
・
ωON
な
お
前
に
存
在
す
る
一
一
具
室
聞
が
偽
造
で
あ
っ

て
も
最
後
の
所
持
人
が
こ
の
点
に
つ
い
て
善
意
公
正

F
Z
で
あ
れ

ば
、
こ
の
者
に
対
し
て
支
払
っ
た
支
払
人
は
免
責
さ
れ
る
(
ロ
・
∞
d

掛
二
印
∞
〉
「
刀
〉
。

(
叩
〉
穴
2
Y
E
O
-
-
ω
a
ω
口
∞
「
満
期
に
適
切
な
抗
意
で
並
有
意
で
な
し
た

支
払
は
川
引
受
人
を
真
の
債
権
者
か
ら
免
責
す
る
。
」

(
け
〉
吋
ハ

2
F
E
C
-
-
ω
・

ωoω

(
ロ
〉
}
ハ

2
7・
EC--ω
・

ω口
ω

(

門

川

)

同

2
7・
EO--ω
・

ω呂

(
川
門
〉
浮
き
N
ア

E
E
E
z
r
a
E
t〈
2
5乙
百
円
広
一
回
印
口

ω-m∞(川和

介
-
河
本
・
神
戸
法
学
三
巻
一
口
三
二

O
瓦
)
の
強
調
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

(
江
川
)
浮
き
N
-

は
以
下
の
様
に
評
価
す
る
、
「
以
上
の
規
定
は
:
:
手
形

の
遺
失
(
〈
2
7
Z
ご
に
際
し
て
妥
当
す
る
こ
と
確
定
し
て
い
る
Q

そ

れ
ら
は
手
形
遺
失
の
際
に
発
生
し
う
る
可
能
性
を
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
方
法
で
解
決
を
与
え
て
い
る
。
返
還
請
求
と
か
手
形
に
刻
す
る

所
有
権
は
全
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
」
浮
き
N
Y
E
O
W
∞
-
m吋

(
ぱ
山
〉
た
だ
し
剛
山

R
Y
は
適
法
な
所
持
人
は
善
意
の
現
所
持
人
か
ら
手
形

の
返
還
を
も
と
め
え
な
い
、
ま
た
振
出
人
に
対
す
る
債
権
を
持
た
ず

悪
意
者
に
対
し
て
の
み
を
追
求
し
う
る
と
解
す
る
、
同
ハ
per-EC--
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ω・
ωOM

(
げ
)

草
案
七
一
条
と
七
二
条
は
振
出
入
の
署
名
・
引
受
・
呉
市
の
偽
造



本}

-
変
造
に
お
け
る
手
形
行
為
独
立
の
原
則
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
。

(
問
)
M
M
E
g
g
-
r
ι
Z
N
Z
円
四
ゆ
5
5
戸
口
問
2
ロ
ミ
〉
}
}
問
。
ヨ
何
回
口
問
=
U
2
l

仲
間
宮
口
当
E
E
-
-
。
丘
=
ロ
ロ
m
C
M
司
乱
開
・
お
お
・
ω
-
Z
M
同
(
以
下

回
》
H
o
g
g
z
m
M
)
山

田

U
E
S
S
一
一
。
仏
角
川
『
円
、
何
回
官
N
民
間
耳
語
、
。
円
}
出
。
-
H
H
n
c
z
『
2
。
l
h

E
Y
2
2
ω
向
。
何
句
}
v
g
g
z
z
・
、
H，r
三
一
∞
g
-
ω
・
5
N
(
以
下
吋
}
M
U
}

で
引
用
〉

(
刊
は

)
H
v
s
g
n
o
一
一
0
・
∞
一
品
ω
一
吋
y
h
}
ω
・
5
M

(
お
)
H
J
C
丹
OP--=η

・
ω
-
一
品
ω
山
叶
，

y
a
-
ω
・
5
N
こ
の
判
決
が
い
か
な
る

も
の
か
、
F
C
同
G
E
-
-
σ
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
、
が
、
出
F
S
P
E
C
-
-

ω
・
N
吋
・
〉
ロ
ヨ
・
句
と
の
司
}
牛
切
円
}
M
B
F
3
L
何
回
目
μ
∞
・
ω
M
O
R
に
よ
れ
ば

一
八
四
七
年
七
バ
二

O
日
の
「
5
2
r
の
O
Z
E
官
官
内
-
z
z
g
m
m
2
n
l

z
判
決
と
あ
る
。
な
お
T
F
U
符
何
三
吉
口
E
E
間
色
。
ω
の
己
仲
間
-
-

E
Z
E
R
7
己
N
F
H
百
一
回
己
E
-
M
Q
』

ω
一
目
7
5
L
2昨

B
M
同
『
内
ω
G
E
2
3

F
1
R
r
ω
正
戸
丘
四
E
m
L
自
宅
2
宮
内
-
3
n
y
仲
間
}
町
田
2
Z
『
丹
N
R
N
Z
H
P

↓
∞
ω
U
-
∞
N
ω
に
よ
れ
ば
こ
の
判
決
は
「
無
制
限
に
所
有
者
の
返
還

請
求
を
認
め
た
」
も
の
で
あ
る
。
同
5
5
『
と
の
司
}
仏
切
口
r
B
E
丹
の
引

用
の
判
決
の
事
案
の
内
山
廿
が
不
明
で
あ
る
が
、
判
例
集
(
ω
ω
ヨ
E
C
口
問

《
目
。
吋
何
「
}
日
コ
コ
件
口
位
指
ロ
ロ
仏
何
ロ
件
M
h
r
2
仏
c
z
m
ω
同
忌
口
内
庁
内
r凶
ω
O
σ
R
l

〉
毛
主
主
D
ロω
人
U
E
門広
ω
N
C
E
Z
F
一
-
E
.
一
∞
さ

I
お
.
ω
・

一
0
2
5
に
よ
れ
ば
]
9
7
ロ
∞
o
g
(
原
告
)
対

ζ

ζ
・
ζ
ミ
吉
『
m

h
w
(
U
E
B
-
y
(
被
告
)
の
事
件
で
、
そ
の
判
、
決
理
由
は
こ
う
で
あ
る
、

「
ド
イ
ツ
、
と
り
わ
け
ハ
ン
ブ
ル
グ
法
は
意
思
に
よ
ら
な
い
で
の
ヨ
7

2
め
か
ら
失
な
わ
れ
た
動
産
の
第
三
の
占
有
者
か
ら
の
返
還
請
求
を
、

資

占
有
者
の
善
意
悪
意
を
問
わ
ず
に
一
般
的
に
認
め
る
o
」
「
意
思
に
よ

ら
な
い
で
の
作
者
負
。
か
ら
失
な
わ
れ
た
手
形
の
返
還
請
求
は
惑
意
の

占
有
者
の
み
で
な
く
善
意
の
占
有
者
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
る
。
」

(
以
上
前
掲
の
判
例
集
に
よ
る
o

)

(
引
〉
H
V
H
C昨
O
F
-
-
]
]
戸

ω
一
お
u

吋
}
M
2
・
ω
・
5
M

(
泣
〉
草
案
三
六
条
は
手
形
条
例
コ
一
六
条
と
同
じ
条
文
で
災
者
連
続
の
効

果
(
つ
ま
り
円
高
E
ヨ
弘
5
ロ
)
と
支
払
の
免
責
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。
引
平
案
三
六
条
の
討
議
で
次
の
よ
う
な
提
案
が
あ
っ
た
、
市
問
警
が

連
続
し
て
い
る
形
式
的
な
資
格
の
あ
る
呈
示
者
に
支
払
を
な
す
の
に

「
疑
い
」
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
(
手
形
が
一
見
し
て
明
ら
か

な
円
艇
を
伴
っ
て
い
る
場
合
〉
の
時
に
は
「
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
そ

の
よ
う
な
手
形
に
支
払
を
す
る
の
を
手
形
債
務
者
に
期
待
で
き
な

い
。
」
(
吋
H
Q門
c
n
c
-
F
ω
四
回
〉

そ
れ
故
、
庇
似
が
明
瞭
な
場
合
に
手
形
金
を
供
託
す
る
こ
と
を
債

務
者
に
認
め
る
条
文
を
付
加
す
べ
き
で
あ
る
。
「
も
し
規
定
し
な
い

な
ら
三
六
条
の
内
容
に
よ
っ
て
、
所
持
人
に
対
す
る
支
払
の
無
条
件

の
義
務
(
己
ロ
ゲ
a
z
m
g
〈
己
主
-
R
E
E
悶
)
が
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
。
」
(
H
V
3
丹
C
E
-
-
0
・
ω
-
m
e

こ
の
提
案
は
、
当
然
の
前
提
と
し
て
、
一
災
害
の
連
続
し
た
手
形
の

所
持
人
に
は
無
条
件
で
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
裏
書
が
連
続
し
た
手
形
所
持
人
は
完
全
な
所
有
者
と
な
る
と
解

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
(
つ
ま
り
善
意
取
得
の
問
題
が
三
六
条
に
紛

れ
こ
ん
で
い
た
)
。
手
形
条
例
七
四
条
の
審
議
で
は
こ
の
こ
と
が
想

北法24(4・60)700



付

起
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
な
お
こ
の
提
案
は
わ

E
g
z
を
招
く
と
し

て
否
決
さ
れ
た
古
S
Z
S
F・
ω
4
0
)。
な
お
河
本
「
物
と
し
て
の

有
価
証
券
付
」
神
戸
訣
学
四
巻
二
号
二
八
五
頁
以
下
参
照
。

〈
お
)
同
ν
B仲
og--Fω
・
一
お
引
斗
7
2
ω
・
5ω

(
討
)
こ
の
部
分
の
主
張
の
根
拠
は
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
読
券

(
F
1
7

ロ
昨
日
「
〉
占
有
の
権
限
あ
る
者
は
所
有
権

2
G
E
E
-ロ
ヨ
〉
と
返
還
請
求

今
2
2
=壬
E
Eむ
)
の
規
則
に
よ
っ
て
所
有
者
で
あ
る
者
で
は
な
く
、

債
権

(
3
2
f
t
n
z
u
m
R
Y
C
が
実
際
に
帰
属
し
て
い
る
者
で
あ
る

(
F
C丹
ES--戸

ω‘
三
ω)
、
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
は

私
法
で
は
な
く
手
形
法
で
あ
り
、
そ
れ
故
提
案
さ
れ
た
点
に
関
し
て

本
来
手
形
法
が
指
示
さ
れ
る
の
が
正
し
い

(
P♀
pec--Fω

一
お
)

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
手
形
が
紙
幣

(
3
1
2四乙

eの一

種
で
単
な
る
説
明
手
段
で
は
な
い
と
繰
り
か
え
さ
れ
た
百
円
♀
s
c
i

--m-ω'

エω)。
こ
の
段
階
で
の
問
題
は
議
事
録
に
よ
る
か
ぎ
り
こ

う
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
ド
イ
ツ
法
の
分
裂
状
態
で
、
動
産
の
山
ぃ
辞
意
取

得
者
に
対
す
る
返
還
請
求
権
を
制
限
す
る
法
(
た
と
え
ば
〉
「
同
〉
と

無
制
限
に
認
め
る
法
(
た
と
え
ば
ハ
ン
ブ
ル
グ
法
)
が
あ
っ
た
、
こ

の
状
態
で
は
手
形
を
物
と
考
え
て
私
法
に
委
ね
る
だ
け
で
は
問
題
の

解
決
に
な
ら
な
い
(
私
法
つ
ま
り
《
凶
G
E
E
-
E
M
と

弓

三

E

E丹
芯

の
法
に
よ
れ
ば
無
制
限
な
返
還
訪
求
を
認
め
る
結
果
と
な
り
う
る
)
の

だ
か
ら
特
別
に
明
文
で
手
形
法
に
定
め
な
け
れ
ば
民
自
己
吉
町
四
代
表

の
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
訳
で
あ
る
(
そ
の
理
由
と
し
て
手
形
の
所

有
者
と
は
債
権
が
実
際
に
帰
属
す
る
者
で
、
こ
れ
を
決
め
る
の
は
私

手形法16条2項にL、わゆる「善意」について

法
で
は
な
く
手
形
法
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
た
)
。
そ
れ
故
こ
の

会
議
で
反
対
説
・
賛
成
説
い
ず
れ
も
手
形
を
物
と
し
て
考
え
て
い
た

(
河
本
「
物
と
し
て
の
右
価
証
券
付
」
神
戸
法
学
四
巻
三
号
の
指
摘
は

ほ
ぼ
正
当
)
と
し
て
も
、
手
形
を
物
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
善
意
取

得
の
規
定
の
説
明
に
窮
す
る
(
詩
意
に
よ
る
債
権
の
即
時
取
得
は
不

可
能
、

F
n
Z
E
D
-
〈

2
5
5
E
R
r
c
p
E
p
n
r円
分
可
者
三
l

官
官
芯

R
u
g
-
剛
山
町

Z
3
2
・
ω-N印
{
『
)
、
つ
ま
り
手
形
を
物
と
考

え
な
け
れ
ば
理
論
的
に
手
形
の
善
意
取
得
を
肯
定
で
き
な
い
と
い
う

意
味
で
の
手
形
所
有
権
説
が
貫
ぬ
か
れ
た
結
果
本
条
が
成
立
し
た

(出

2
ユ
与
p
u
q
ω
n
E
R
《
吉
岡
ロ
仲
間

E
C
Z同
g
巧
2
Z己
q
3
7

宮

a-
石即日・

ω
-
M品
問
)
と
は
断
汚
で
き
な
い
。
手
形
を
物
と
し
て

考
え
た
こ
と
が
主
な
る
根
拠
と
な
っ
て
本
条
が
成
立
し
た
訳
で
は
な

い
(
善
意
取
得
の
規
定
、
か
手
形
所
有
権
説
の
有
力
な
根
拠
で
あ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て

5
2
2・
O
B
F
n
r
Z
2
tぐ
2
f
B
3・
3
8・
ω・

ロ
、
最
近
の
ド
イ
ツ
の
傾
向
を
一
不
す
も
の
と
し
て

5
=
。
R
S
E
p

u
q
当
2
Z己
主

ω
H
N
R
E
m
r
S
1
2
5
司

2
Z円
古
田
『
土
戸
=
Z
E
=
1

2
n
r
F己
Mgω==NZE
∞
口
・
。
。
rc
ユω宮
市
州
国
∞
mw

口弘・一白山田・

ωa
印国品

『
『
我
国
の
女
献
と
し
て
は
、
高
窪
「
有
価
証
券
の
善
意
取
得
と
抗
弁

の
制
限
|
い
わ
ゆ
る
所
有
権
説
の
立
場
か
ら
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
四

巻
七
号
一
五
頁
以
下
、
服
部
「
有
価
証
券
に
関
す
る
所
有
権
理
論
に

つ
い
て
」
手
形
研
究
三
巻
一

O
月
号
六
貝
以
下
、
手
塚
「
手
形
の
物

と
し
て
の
可
能
性
」
論
双
七
四
巻
五
・
六
号
八
九
頁
以
下
、
四
辺
(
光
)

「
手
形
所
有
権
説
の
新
展
開
」
法
学
論
集
(
関
西
大
学
〉
一
九
巻
了

北法24(4・61)701



料

二
-
一
一
一
介
併
号
七
六
頁
、
武
久
「
ギ

l
ル
ケ
の
有
価
証
券
理
論
に
つ

い
て
」
彦
根
論
双
(
滋
賀
大
学
)
第
一
六

O
号
一
一
五
兵
以
下
)
。

(
お
)
こ
の
点
は
偽
造
・
変
造
に
閲
す
る
七
一
条
の
審
議
で
ふ
れ
ら
れ
て

い
る
、
「

E
E
『

E
2
は
変
動
す
る
概
念
(
R
T
Sロ
T
E
F
F四ユコ)

で
あ
り
そ
れ
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
か
な
ら
ず
詳
細
に
定
め
ね
ば
な

ら
ず
、
そ
う
す
れ
ば
疑
わ
し
い
定
義
を
も
た
ら
す
。
」

(pcさ
S
F

ω
-
A
Y
、同げと

ω
・
5
3

(
お
)
】
山
門
♀
onc一一戸

ω・
手
品
目
叶
7
2
・
ω・
5ω

(
幻
〉
賛
成
し
た
の
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
リ
ュ
ベ
ツ
夕
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
卜
等
で
あ
る

pc件。
g
F・
ω・
一
主
一
吋
，
rと・

ω・
ヨ
ω

(
お
〉
同
V
B
E
g
-
-
0・∞
-
N
N∞
h
吋
rh己・

ω
N
A
N
h

(
明
日

)
H
V
B件
qno
一-
?
ω
N
M∞同

U
吋，
r
t
-
ω
N
A
ω

(
初
)
つ
ま
り
、
自
分
の
直
般
の
取
引
の
相
手
方
の
調
売
は
、
期
待
で
き

る
が
そ
れ
以
前
の
所
持
人
の
調
査
を
要
求
で
き
な
い
と
す
る
、
同
μ

円
?

仲間
c
Z
0
・
ω
-
N
N甲
山

吋

『

Haw-ω
・
同
会

(
引

)
p
o
t
g一一。

ω
・
MMUh
吋
「
と
・

ω
-
M
Aム

(
間
以
)
同
V
E
g
g
-
-
?
ω
-
N
N
U
U
吋
志
一

ω
・
M
M
P
な
お
こ
の
決
議
の
前
に

重
過
失

(
2
-
B
E
m
)
を
恋
窓
と
同
じ
に
扱
か
う
こ
と
が
決
議
さ
れ

た

(
お
)
草
案
三
七
条
は
手
形
条
例
三
六
条
と
同
一
。

(MC
自
己
の
直
接
の
相
手
方
の
一
調
査
か
ら
生
ず
る
危
険
を
取
得
者
が
負

担
す
る
以
上
、
自
己
が
そ
れ
に
よ
っ
て
手
形
を
取
得
し
て
い
る
薬
害

(
つ
ま
り
最
後
の
一
一
泉
書
〉
が
無
効
で
あ
れ
ば
、
当
然
木
条
の
保
護
は

資

及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

(
お
)
遺
憾
な
が
ら
法
文
の
表
現
が
返
還
請
求
の
制
限
を
採
っ
た
理
由
は

審
議
録
か
ら
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
な
お
、

2
5
N
-
は
こ
の
理
由
を

〉ロ
Z
g
m
m
r
r
mめ
に
も
と
め
る
。

E
E
N
-
-
E
0
・
ω
・
忍
〉
ロ
吉
山
田

:1ヒ法24(4・62)702

呼) (2) 

学
説
の
動
向

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
以
前

手
形
条
例
七
四
条
の
学
説
に
お
け
る
解

釈
は
ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
以
前
と
以
後
と
で
は
、
そ
の
様
相
を
異
に
す
る
。

同
条
自
体
が
不
明
瞭
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
同
条
か
ら
、
所
持
人
の

善
意
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
肘
枕
が
治
癒
さ
れ
る
か
明
ら
か
で
な
い
し
、
手

形
の
善
意
取
得
に
つ
い
て
の
規
定
が
手
形
条
例
に
あ
る
の
み
で
、
そ
の
他
の

財
産
に
つ
い
て
は
、
ト
イ
ツ
で
統
一
し
た
法
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
解
釈
の
手
掛
り
を
他
に
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況

に
お
け
る
学
説
の
検
討
に
よ
っ
て
ト
イ
ツ
民
法
典
成
立
後
の
論
争
の
橋
渡
し

を
試
み
る
。
こ
の
時
期
の
学
説
は
、
手
形
条
例
七
四
条
が
い
か
な
る
山
一
統
を

治
癒
す
る
と
解
し
て
い
た
の
か
、
こ
こ
で
は
比
較
的
初
期
の
学
説
と
し
て

斗

E-w
〈
C
ロ
(
U
g
m
g
H
F
C
1
Mロ7
忌
の
一
一
一
人
の
説
を
検
討
す
る
。

H
，
rんい
}

手
形
条
例
は
実
際
に
連
続
し
て
い
る
裏
書
と
名
義
上
だ
け
で
連
続
し
て
い

る
一
災
害
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
ピ
問
主
自
己
弓
ロ
の
た
め
に
充
分
で
あ



ハ
2
v

り
、
後
者
は
手
形
返
還
に
対
す
る
権
利
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
叫
，
E
]
キ
ホ

手
形
条
例
七
四
条
に
い
わ
ゆ
る
窓
意
を
名
義
上
だ
け
で
連
続
し
て
い
る
一
災
害

が
実
際
に
は
連
続
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と

つ
ま
り
違
法
な
取

得
の
認
識
で
あ
り
、
手
形
を
譲
波
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
権
利
を
持
っ
て

い
る
者
と
同
一
で
あ
る
と
れ
称
し
て
い
る
も
の
の
、
実
は
そ
の
権
利
を
持
つ

て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
権
利
者
か
ら
援
権
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
る
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
手
形
が
、
た
と
え
後
の
所
持
人
に
よ
っ
て
詩
意

件

で
取
得
さ
れ
た
と
し
て
も
、
子
形
が
旧
所
持
人
か
ら
盗
取
ま
た
は
遺
失
し
た

【

内

a
d

こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
定
義
す
る
ふ
つ
ま
り
吋
「
与
は
、
や
車
円

手形法15条2項にし、わゆる「善意」について

意
の
手
形
取
得
者
の
後
者
が
恋
意
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
者
は
、
手
形

上
の
権
利
を
取
得
し
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
ま
た
手
形
条
例
は
七
四
条

手
形
受
取
人
の
、

(
4
)
 

話
回
口
。
戸
高
-
E
E
邑
5
ロ
)
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
手
形
に
対
す
る
権
利
の
調
交

ハ
5
}

義
務
(
何
『
E
E
-
m
p
E
m
m
Z
F
n
E
)
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
調
交
義
務
が
向
け

手
形
に
も
と
づ
く
権
利

(
か
れ
の
資
格

H

に
よ
っ
て

ら
れ
る
事
項
は
、
叶
T
と

に
よ
れ
ば
次
の
も
の
で
あ
る
、
ー
災
害
人
と
最
後
の

被
裏
書
人
と
の
同
一
性

(Egzg、
実
蓄
を
な
す
裏
書
人
の
権
利
v

被

〈

T
V

一
一
果
音
一
同
人
の
代
理
権
(
存
在
と
範
内
)
と
同
一
性
で
あ
る
。
手
形
の
取
得
者
は

こ
の
調
査
を
非
常
に
入
念
じ
(
旦
仲
間
ス
目
的
民

3
2
2
g
)
な
す
必
要
は
な
く
、

粛
一
大
な
過
失
の
あ
る
場
合
に
限
っ
て
手
形
返
還
義
務
が
あ
り
、
重
過
失
の
な

(
8〉

い
場
合
に
遺
失
者
は
取
得
者
に
権
利
を
も
た
な
い
。
以
上
の
事
項
に
つ
き
調

奈
義
務
を
取
得
者
、
が
は
た
し
た

つ
ま
り
重
過
失
の
な
い
場
合
に
返
還
請
求

〈り
v

が
排
除
さ
れ
る
と
吋
7
2
-

は
解
す
る
。

つ
ま
り
、
上
述
の
点
に
つ
い
て
裏
書

人
の
権
利
の
一
調
査
義
務
を
手
形
取
得
者
が
負
担
す
る
と
解
す
る
以
上
、
こ
の

」
と
に
つ
き
悪
意
・
甫
一
過
失
の
な
い
か
ぎ
り
、
取
得
者
に
手
形
返
還
義
務
が

な
い
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。
ま
た
手
形
が
喪
失
し
た
(
与
宮
ロ
ハ

}g
同

α
r
c
i

(
同
)

ヨ
E
g
)
場
合
の
事
例
と
し
て
遺
失
・
窃
市
町
等
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
手
形

(
日
)

条
例
は
一
兵
書
の
真
正
を
要
求
し
な
い
と
説
明
す
る
以
上
、
本
条
の
主
た
る
適

用
範
囲
を
手
形
の
遺
失
等
に
伴
な
う
い
一
災
害
偽
造
の
効
果
に
見
い
だ
す
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
吋
主
一
は
川
条
の
保
護
が
そ
れ
に
限
ら
ず
、
代
理
権
と
向

性
欠
勧
の
事
例
ま
で
及
ぶ
と
す
る
点
で
、
本
来
の
適
用
範
閤
を
広
げ
て
い

る

な
ミお
口、

?譲
B 渡
主「ノ¥
弓iiの
)無

能
力

l土

及
さ
れ
て

な
L 、

H 5
3
(リ
gm丹
2
コ
は
手
形
理
論
に
つ
い
て
の
所
有
権
説
を
採
る
の
で
あ
る
か

ら
、
手
形
条
例
七
四
条
を
手
形
物
権
法

(
日
)

ん
疋
と
見
る
。
手
形
訟
に
よ
れ
ば
所
有
権
取
得
の
た
め
に
は
，
私
法
と
異
な
り

法
律
上
の
権
限
〈
月

2
Z
E
Z
)、
引
波
、
前
者
の
所
有
権
を
必
要
と
せ
ず
、

(
〈
{
よ
円
}
戸

ωη-ー

ωmnY2M同
ぬ
の

r-〔
)

の
規

;:/1::法24(4・63)703

でむ
足し
りろ
る~ 7杉
山式
形的
式資
的格
資と
友包 量二

の意
前の
提出
と布
し取
て得
災(
書 日ト
IJ)円

述 E
続-
が とト
ィ、r>
Aノム

要 F
で三
あ見
り 2、。
無 ε



料

能
力
者
に
よ
る
一
一
災
者
・
不
真
正
な
一
込
書
も
哀
書
の
連
続
を
欠
か
な
い
の
で
あ

資

る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
呉
市
が
あ
っ
て
も
、
資
格
を
消
滅
さ
せ
な
い

(
M
V
 

こ
と
に
な
る
。
占
有
は
善
意
で
、
そ
し
て
早
川
一
過
失
な
く
し
て
取
得
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
手
形
取
得
時
に
取
得
者
が
手
形
に
た
い
す
る
所
有
権
を
取

得
し
な
い
、
つ
ま
り
交
付
者
が
所
持
者
で
な
い
と
か
手
形
所
有
者
の
無
権
代

理
人
で
あ
る
と
か
交
付
者
に
所
有
権
移
転
の
意
思
が
な
い
(
信
託
的
災
害
〉
v
」

と
を
通
常
の
注
意
を
払
ら
っ
て
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
過
失
不
知
)
か
知

っ
て
い
た
場
合
に
は
手
形
の
存
意
市
有
が
な
い
こ
と
に
な
り
、
取
得
者
は
手

〈
同
〉

形
所
有
権
を
取
得
し
な
い
。
つ
ま
り
取
得
者
の
善
意
と
は
所
有
権
取
得
を
妨

げ
る
事
状
を
知
っ
て
い
る
か
、
通
常
の
出
意
を
は
ら
っ
て
知
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
要
求
す
る
だ
け
で
あ
る
と
解
す
る
。
つ
ま
り

gzngω
件
。
百
に
よ

れ
ば
手
形
条
例
七
四
条
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る
股
庇
は
主
と
し
て
前
者
の
所

有
権
と
代
理
権
が
考
慮
さ
れ
て
い
九
日
)
そ
し
て
結
局
本
条
の
意
味
合
」
信
義
則

の
保
護
と
見
匂
〉
(
手
形
条
例
は
手
形
に
対
す
る
権
利
と
手
形
に
基
づ
く
権
利

を
取
得
し
た
り
、
債
務
負
担
の
表
示
を
手
形
上
に
な
す
時
に
善
意
で
あ
る
こ

と
、
つ
ま
り
実
体
的
な
権
利
関
係
が
記
載

(ω
与
口
『
丹
)
に
対
応
し
て
レ
な
い

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
通
常
の
注
意
を
は
ら
っ
て
知
る
べ
き

で
あ
っ
た
こ
と
を
要
求
す
る
ポ
つ
ま
り

gロ
わ
き
込

3
は
本
条
の
中
に
取

得
者
の
信
額
保
護
を
読
み
取
り
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
信
頼
の
対
象
と
し
て
前

述
の

p 者
豆の
Eト所
与訂有
)権

と
代
理
村'It
等
を
あ
げ
る

で
あ
る

北法24(4・64)704

m 一
一
美
警
は
す
べ
て
の
手
形
所
持
人
に
対
し
被
災
害
人
の
形
式
的
資
格
を
与

ぇ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
手
形
よ
り
生
ず
る
権
利
を
主
張
す
る
実
質
的
資
格
、

つ
ま
り
現
実
の
権
利
が
推
定
さ
れ
、
こ
の
推
定
は
形
式
的
資
格
の
あ
る
手
形

所
持
人
が
取
得
に
さ
い
し
自
己
の
権
利
取
得
の
山
、
鋭
、
つ
ま
り
手
形
債
権
者

と
し
て
の
実
質
的
資
格
が
欠
け
て
い
る
こ
と
知
っ
て
い
る
か
、
ま
た
は
知
ら

(
幻
〉

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
一
説
明
さ
れ
れ
ば
従
え
さ
れ
る
。
形
式
的
資
格
を
与
え

る
の
は
裏
書
で
あ
り
、
真
疋
の
一
込
書
の
連
続
を
必
要
と
し
な
い
、
つ
ま
り
偽

造
の
哀
室
田
が
あ
っ
て
も
-
呉
市
首
の
述
続
を
欠
か
な
い
で
形
式
的
資
格
を
所
持

ヤた
こ与
のえ
実る
質

的偽
主主 造
格裏

目言
jii~ ょ
ヵ、つ
あて
るも
時取
ー得
手者
7診は
返平
君主 形
0) 上
耳元 の
務権
か干IJ
あを
~♂取
~得
っす

ま
り
取
得
者
に
悪
意
・
章
一
過
失
の
あ
る
時
、
取
得
者
に
は
一
災
害
の
連
続
に
よ

り
形
式
的
資
格
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
資
格
が
推
定
さ
れ

る
と
し
て
も
、
こ
の
推
定
が
凌
え
さ
れ
る
結
果
、
取
得
者
は
手
形
返
還
義
務

を
負
担
す
る
。
同
条
に
い
わ
ゆ
る
「
央
失
し
た
(
与

E
E
g
m岳
G
E
E
g
)手

形
」
の
例
と
し
て
遺
失
・
横
領
・
盗
取
さ
れ
た
手
形
が
あ
げ
ら
れ
て
い
白
山

悪
意
の
所
持
人
と
は
、
証
券
の
談
波
人
が
譲
渡
の
権
利
を
持
た
な
い
こ
と
知

っ
て
い
る
者
、
こ
の
こ
と
を
適
切
な
注
意
に
よ
り
取
得
の
当
時
知
り
え
た
者



付

で
あ
る
。
重
過
失
あ
り
と
さ
れ
る
の
は
、
証
券
の
譲
渡
人
が
譲
渡
の
権
利
を

も
た
な
い
ご
と
を
、
取
得
の
と
き
に
適
切
な
注
意
に
よ
っ
て
、
知
り
え
た
者

で
あ
る
。
重
過
失
あ
り
と
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
譲
渡
人
(
裏
書
人
〉
と
手

形
に
指
名
さ
れ
た
者
(
被
裏
書
人
)
と
の
同
一
性
、
被
援
権
者
の
同
一
性
と

代
理
権
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
ら

Wv
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
き
悪
意
・
重

-R 

過
失
の
な
い
か
ぎ
り
手
形
返
還
の
義
務
が
な
い
、
つ
ま
り
譲
渡
人
の
無
権

利
、
同
一
性
と
代
理
権
の
欠
似
の
蝦
庇
は
、
善
意
・
無
過
失
の
な
い
か
ぎ
り

治
癒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
も
-
調
査
義
務
を
要
求
し
、
こ
の
義
務

を
怠
た
れ
ば
重
過
失
が
あ
る
こ
と
に
な
る
ov

マ手形法16条2項にし、わゆる「善意」について

以
上
三
人
の
説
を
見
て
み
る
と
、
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ

る
夜
庇
の
範
囲
に
つ
い
て
の
学
説
の
見
解
は
混
乱
し
た
像
を
示
し
て
い
る
と

評
価
で
き
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
論
点
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
後
に
激
し
く
争
わ
れ
た
譲
渡
人
の
無
能
力
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い

が
、
同
条
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
暇
庇
を
譲
渡
人
の
無
権
利
に
限
定
さ
れ
る

と
の
説
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
同
一
性
と
代
理
権
の
欠
倣
の
抑
制
庇
の
治
癒

の
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
の
回
収
庇
に
つ
い
て
も
調
査
義
務
を
要

求
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
を
怠
た
れ
ば
重
過
失
あ
り
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
義
務
は
取
得
者
の
積
極
的
な
義
務
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
注
意

義
務
が
実
質
的
資
格
の
調
査
に
ま
子
及
ぶ
と
し
て
、
ど
の
程
度
ま
で
に
及
ぶ

の
か
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
段
階
で
は
、
論
点
、
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

(
1
)

、H
J
E
-
-
F
E
P
R王
国
-
O
B
巧

2
r
E
5
E
一∞吋∞

ハ
2
)
、H
，
Ergo--ω
・吋
ο白

〈

3
)
J
2
2・
EO--ω
吋
白
田
町

(
4
)
吋

yu-
の

C
m
E
B弘
芯
ロ
概
念
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
河
本

「
物
と
し
て
の
有
価
一
極
券
付
」
神
戸
法
学
四
巻
二
号
二
八
七
頁
参
照
。

(
5
)
吋

7
2
f
B
O
-
-
ω
・
吋
日

(
6
〉
そ
の
具
体
例
は
、
裏
書
人
が
破
産
債
務
者
で
あ
る
場
合
、
妻
が
個

別
法

(
F
E
E
-
R
2
E〉
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
夫
の
承
認
を

欠
く
場
合
、
、
円
rAv--E9
・
ω・
吋
口
吋
・
〉
ロ
ヨ
・
吋

(
7
〉
、

Hr---so--
∞・吋
O

吋

(
8
)
吋
「
と
唱

EO--
∞・
1
Q

∞

(
9
)
吋
7
ロ
ア

EO--
∞-
B∞

(

山

)

同

a
H
H

己
w
E
C
J
ω
・吋
O
印

(
日
)
吋

F
2
・世田。・・

ω・
8
N
ロ

(

ロ

)

〈

B
P
E
E
p
c
z
rロ
ロ
『
仏
何
回
巧

2
z
r
m
n
r
z
一∞山口

(
日
〉
〈

B
n
h
S
ω
z
z・
8
。.、

ω‘
N
0
1
R

(

日

門

)

〈

G
口

(
U
E
m
g
-
P
E

。-eω-M
コ

(

江

川

)

〈

司

口

(U凶
E
Z
-
z
w
E。・・

ω-N-
印『

(
山
山
)
ぐ
ロ
ロ
の
g
m
g
z
-
E
O
-
-
ω
・
同
一
吋
『

(
げ

H
)
gロ
の

mggFZ
は
取
得
者
に
「
通
常
の
注
意
義
務
」
を
要
求
し
て

北誕24(4・65)705



料

い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
手
形
条
例
七
四
条
の
文
言
(
重
過
失
)

に
反
し
て
い
る
、
浮
E
N
Y
E
O
-
-
ω
・
ゴ
・
〉
ロ
ヨ
お

(

間

)

〈

C
ロ《

u
g
m
g
-
p
s
o
-
-
ω
-
N一∞

(

悶

)

〈

O
ロ

{
U
E
ω
g
F
E
C
-
-
ω
・∞
ω

(
加
〉

g
E
n
ω
E
g
z
-
E
O
-
-
ω
・∞
ω『

(
引
)
の
ユ
ル
ロ
グ
C
F
J
司

2
Z
m
r
R
Y仲
間

-

∞

U
吋

(
明

μ
)

の円
F57具
、
回
目

0
・3ω

一一
O
『

(
お
)
の
忌
ロ
}
戸
三

-
E
O
-
∞
-
一
一
品
『

(
引
口
)
の
忌
ロ
r
c同
wEO--ω

一日吋『

(
お
)
の
『
昨
ロ

E
F
E
C
-
-
∞-一

Nω

(
m
m
〉
の
忌
口
r
c門司

BO--ω
・
↓

NN

〈
幻
)
そ
の
例
と
し
て
芯
一
R
E
F
n
y
に
最
後
の
一
一
美
蓄
に
よ
っ
て
資
格
の
あ

る
者
と
同
一
で
あ
る
と
か
、
そ
の
者
か
ら
援
権
さ
れ
て
い
る
と
称
し

て
い
る
場
合
。

(
均
)
の

E
口
T
戸
グ
山
富
。
・

ω
戸
川

ω

(
明
日
)
の
コ
ル
ロ
ゲ
ロ

?
E
O
-
-
∞・ロム

資

lロ)

内

'A〕
〔

内

4
J
V

《。。

ド
イ
ツ
民
法
典
成
立
後

ド
イ
ツ
民
法
典
九
三
二
条
に
よ
れ
ば
、
動
産
の
即
時
取
得
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
物
が
譲
渡
人
の
所
有
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
譲
渡

人
に
悪
意
重
過
失
の
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
商
法
典
は
、
こ
の

保
護
を
商
人
の
処
分
権
限
欠
歓
の
場
合
に
ま
で
拡
張
し
た
。
無
記
名
一
証
券
に

つ
い
て
占
有
を
離
脱
し
た
(
与

E
E
S
常
r
o
g
E
g
)
物
の
例
外
が
否
定
さ

北法24(4・66)706

れ
、
善
意
取
得
が
肯
定
さ
れ
(
柏
田
ω
印
切
の
弓
手
形
に
つ
い
て
は
手
形
条
例

そ
の
後
の
論
争
の
基
本
条
件
が
成
立
し
た

七
四
条
が
効
力
を
持
つ
と
い
う
、

(
商
事
指
図
証
券
に
は
商
法
三
六
五
条
に
よ
り
手
形
条
例
七
四
条
が
適
用
さ

れ
る
〉
。
こ
の
法
の
分
担
区
分
は
そ
の
後
、
変
る
こ
と
な
く
手
形
条
例
七
四

条
が
統
一
手
形
法
一
六
条
二
項
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

民
法
典
は
無
記
名
証
券
を
一
種
の
動
産
と
み
て
、
動
産
と
同
じ
保
護
を
与

え
た
訳
で
あ
る
。
し
か
も
学
説
に
よ
れ
ば
、
取
得
行
為
に
暇
庇
が
あ
れ
ば
、

善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
指
図
証
券
と
無
記
名
一
証
券

の
善
意
取
得
に
ど
の
よ
う
な
差
が
生
じ
て
き
た
か
。
つ
ま
り
手
形
条
例
七
四

条
は
い
か
な
る
場
合
に
手
形
の
善
意
取
得
を
認
め
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い

な
い
た
め
、

ま
た
手
形
を
一
種
の
物
と
考
え
る
理
論
を
前
提
と
し
た
う
え

で
、
民
法
典
が
与
え
る
保
護
以
上
の
保
護
を
手
形
条
例
が
与
え
る
の
か
、
あ

る
い
は
民
法
典
と
同
じ
保
護
つ
ま
り
無
記
名
証
券
と
手
形
と
を
善
意
取
得

の
而
で
同
列
に
扱
か
う
べ
き
か
否
か
が
論
争
さ
れ
た
。
学
説
を
順
次
検
討
す

る。

F
白
nrω
命-一

ω

宮

-nE長
聞
は
、
手
形
の
所
有
権
取
得
に
は
、
民
法
が
基
準
と
な
る
、
そ

れ
故
、
善
意
の
手
形
取
得
者
は
所
有
権
欠
川
町
か
ら
の
保
護
、
さ
ら
に
商
法
一
一
一



六
六
条
の
要
件
が
み
た
さ
れ
る
限
り
で
、
処
分
権
限
の
欠
械
か
ら
の
保
護
を

〔

4
a
)

受
け
る
、
所
有
権
取
得
が
、
民
法
と
商
法
に
よ
っ
て
成
立
し
な
い
と
き
に
、

所
有
者
は
手
形
条
例
三
六
条
に
よ
り
資
格
あ
る
所
持
人
か
ら
も
手
形
の
返
還

を
請
求
で
き
、
所
持
人
は
物
権
法
と
債
権
法
に
よ
る
権
限
に
よ
り
占
有
の
権

利
が
あ
る
時
に
限
り
、
こ
れ
を
拒
絶
で
き
る
、
た
だ
し
所
有
者
の
返
還
請
求

に
は
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
る
制
限
が
あ
り
、
そ
の
制
限
が
ど
の
程
度
の
も

手
形
条
例
七
四
条
が
与
え

の
か
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
次
の
論
争
が
あ
る
、

て
い
る
「
善
意
の
保
護
」
は
証
券
ハ
巴
円

E
E
σ
)

け

に
対
す
る
所
有
権
を
認
め

る
こ
と
に
よ
り
物
権
法
の
原
則
が
与
え
て
い
る
以
上
の
保
護
か
ど
う
か
で
あ

ハ

4
b〉

る
。
つ
ま
り
譲
渡
人
が
所
有
者
で
は
な
い
と
か
、
商
人
か
ら
の
取
得
の
場
合

手形法16条2項にL、わゆる「善意」について

に
、
そ
の
商
人
に
処
分
権
限
が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
善
意
・
無
過

失
に
、
善
煮
者
の
保
護
が
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
保
護
が
取
得
行

為
の
他
の
隈
疲
と
り
わ
け
非
商
人
に
お
け
る
処
分
権
限
の
隈
庇
、
代
理
権
の

欠
献
、
譲
渡
人
の
能
力
の
欠
倣
等
の
暇
庇
に
つ
い
て
も
ま
た
関
連
す
る
の

か
否
か
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
豆
片

E
忌
ω
は
論
点
を
整
理
し
て
、
取
得

行
為
の
取
疲
も
治
癒
と
さ
れ
る
解
す
る
説
と
し
て

ω
g忌
l
日
B
R
を
あ
げ
る

円

5
}

が、

ωgcrlω
町田口
N

の
引
用
す
る
判
例
は
妥
当
で
は
な
い
、

ω窓口ゲ
lω
骨片山口
N

を
批
判
す
る

γBr--
ロE
口問。
H
l
出
R
Zロ
『
己
認
の
説
も
妥
当
で
は
な
い

と
批
判
し
、
結
局
富
三
回
日
一
Z

は

ω仲田ロゲ
l
巳
5
5
の
説
に
賛
成
す
る
。

玄
年
同
完
]
』
ω
は
次
の
よ
う
に
』
R
O
E
と
U
E
2
口問。円
l
E
R
Z
z
z
a
に
批
判
を

加
え
る
。
両
者
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
て
い
る
制
限
は
手
形
条
例
七
四
条
の
文

言
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
同
条
は
手
形
条
例
三
六
条
に
よ
っ
て
資
格
の
あ
る

占
有
者
に
対
す
る
返
還
請
求
権
を
、
手
形
を
占
有
者
、
が
取
得
し
た
と
き
に
、

善
意
・
無
過
失
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
無
制
限
に

(52M問。
mnr&=ご
)
排
除

し
て
い
る
。
ま
た
民
法
九
三
二
条
は
物
が
譲
渡
人
に
属
し
て
い
る
ニ
と
に
対

す
る
善
意
の
み
を
保
護
し
て
い
る
が
、
手
形
条
例
七
四
条
は
善
意
が
い
か
な

る
事
実
と
関
連
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
区
別
を
設
け
て
は

い
な
い
。

ζ
-
n
z。-
2
は
以
上
の
理
由
か
ら
手
形
条
例
七
四
条
は
民
法
の
与

え
る
以
上
の
保
護
を
手
形
の
拍
車
宵
意
取
得
者
に
与
え
て
お
り
、
形
式
的
資
格
の

あ
る
占
有
者
の
取
得
行
為
の
す
べ
て
の
限
庇
、
特
に
譲
渡
人
の
能
力
の
欠
倣

に
対
し
て
も
保
護
を
与
え
て
い
る
と
解
す
る
。
し
か
し
処
分
権
限
欠
依
の
例

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
破
産
債
務
者
か
ら
の
取
得
に
関
し
て
、
破
産
手
続
開
始

後
に
破
産
債
務
者
か
ら
善
意
で
手
形
を
取
得
し
て
も
、
手
形
条
例
七
四
条
の

(
7
b
)
 

保
護
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
る
。

治
癒
さ
る
べ
き
暇
庇
の
範
囲
と
は
別
に
、
豆
一
円
}
M
R
Z
ω

は
善
意
の
取
得
者

北法24(4・67)707

に
い
か
な
る
程
度
の
保
護
を
認
め
る
か
、
所
有
者
は
民
法
(
九
八
五
条
と
九

八
六
条
)
に
よ
る
返
還
請
求
権
を
有
す
る
、
ま
た
手
形
条
例
三
六
条
に
よ
り

資
格
あ
る
所
持
人
は
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
っ
て
実
際
に
所
有
者
と
な
ら
な



料

F
O
M
》

い
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
善
意
者
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
保
護
は
い
か
な
る
も

の
か
。

資

宮
正
区
内
}
ぽ
は
次
の
よ
う
に
解
す
る
、
資
格
あ
る
手
形
所
持
人
は
悪
意
・

重
過
失
の
な
い
時
に
、
た
と
え
物
権
法
上
所
有
者
と
な
ら
な
い
と
し
て
も
、

手
形
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
者
に
対
し
、
註
券
に
も
と
づ
く
権
利
主
張
に

つ
い
て
、
形
式
的
の
み
で
な
く
実
質
的
に
も
ま
た
資
格
が
あ

zw〉
手
形
条
例

七
四
条
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
返
還
請
求
権
は
物
権
的
請
求
権
の
み
で
あ
る
、

譲
渡
人
と
取
得
者
間
の
債
務
法
上
の
関
係
は
、
譲
渡
の
基
礎
に
あ
る
権
利
関

係
に
よ
り
定
ま
る
。

結
局
、
要
約
す
る
と
、
富
江
戸
白
色
町
は
、
上
述
の
山
崎
庇
が
取
得
行
為
に
存
在

し
で
も
、
善
意
の
取
得
者
は
、
所
有
者
の
返
還
請
求
か
ら
は
保
護
さ
れ
る

が
、
取
得
者
の
そ
の
保
護
は
物
権
法
上
の
も
の
で
あ
る
(
本
条
は
原
因
関
係

よ
り
生
す
る
債
権
的
請
求
権
を
排
除
し
な
い
)
、
し
か
し
、
手
形
債
務
者
に

対
し
て
は
、
実
質
的
な
資
格
あ
り
と
し
て
請
求
可
能
(
手
形
債
務
者
は
、
上

述
の
殿
庇
の
存
在
を
立
証
し
て
も
、
手
形
金
支
払
を
抱
み
え
な
い
)
と
解
す

る。
な
お
治
癒
さ
る
べ
き
桜
庇
と
し
て
、
意
思
表
示
の
回
収
庇
に
は
言
及
さ
れ
て

L
な
し

基
本
的
に
去
王
国
内
-
2
と
同
様
の
範
囲
の
暇
庇
が
同
条
に
よ
っ
て
治
癒
さ

れ
る
と
解
す
る
も
の
に

2
2
T
ω
昨
日
目
が
あ
り
、
そ
の
根
拠
も
ほ
ぼ
宮
T

円宮内
-
E
と
同
一
で
あ
る
が
、

ω
2
5
i日
『
曲
目
は
後
に
触
れ
る
ラ
イ
ヒ
裁
判

所
の
判
決
(
列
。
N

合
、
同
町
印
)
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、
手
形
条
例
七
四
条

に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
返
還
請
求
権
と
他
の
請
求
権
と
の
関
係
に
言
及
し
て

い
る
∞
窓
口
rlω
同

B
D
N

の
見
解
を
紹
介
す
る
。

ω-Eロゲ
lω
一
行
同

.mw
ロN

E ω
E
z
r
l将
司
自
N

は
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
っ
て
善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
る

と
き
、
「
も
と
の
権
利
者
は
取
得
者
に
対
し
て
請
求
権
、
と
り
わ
け
手
形
の
返

還
請
求
権
を
持
た
な
い
。
ピ
と
説
明
す
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に

解
し
た
、
つ
ま
り
手
形
条
例
七
四
条
は
善
意
取
得
者
が
手
形
の
所
有
者
と
な

る
こ
と
を
定
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
取
得
者
は
交
付
契
約
が
無
効
で
あ
る
場

合
に
、
行
為
の
無
効
に
よ
っ
て
、
民
法
上
の
原
則
に
よ
り
、
法
律
上
の
原
因

と
。
し
か
し

ω宮口
σ
l

の
な
い
利
得
に
も
と
づ
き
手
形
返
還
義
務
を
負
う
、

2
5
5
は
こ
れ
を
不
当
と
す
る
。
手
形
条
例
七
四
条
は
善
意
取
得
者
が
所
有

者
と
な
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
手
形
の
返
還
の
義
務
が
な
い
と
も

言
っ
て
い
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
よ
う
に
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
認
め
る

の
は
、
こ
の
手
形
条
例
七
四
条
の
文
一
一
一
両
に
反
す
る
と
、
日
目
σ1ω
同

g
z
N
は
主

張
す
る
。
)
そ
れ
故
善
意
取
得
者
は
手
形
所
有
者
と
も
な
る
し
、
所
有
者
で
あ

り
続
け
る
も
の
と
さ
れ
る
、
善
意
取
得
者
は
交
付
契
約
が
無
効
で
あ
る
に
も

北法24(4・68)708



か
か
わ
ら
ず
、
手
形
を
占
有
し
つ
づ
け
る
し
、
返
還
の
義
務
は
な
い
と
解
す

る
、
つ
ま
り

ω
g
z
r
i臼
5
5
は
手
形
条
例
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
請
求
権

が
、
本
条
か
ら
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
残
存
す
る

と
は
解
し
え
な
い
と
す
る
訳
で
あ
る
ov

ω
S
5
1
2
Z
E
は
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
り
、
善
意
者
に
対
す
る
手
形
の

返
還
請
求
権
は
、

一
般
的
に
排
除
さ
れ
る
、

そ
の
結
果
、
原
因
関
係
が
無
効

で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
発
生
す
る
返
還
請
求
権
も
排
除
さ
れ
る
、
ま
た

当
然
、
手
形
債
務
者
も
、
こ
の
事
実
を
立
証
し
て
、
支
払
を
拒
絶
す
る
こ
と

付

は
で
き
な
い
と
し

そ
の
限
り
で
善
意
の
手
形
取
得
者
の
保
護
に
万
全
を
期

手形法16条2項にいわゆる「善意」について

し
て
い
る
。

詳
細
は
後
述
す
る
が
手
形
条
例
七
四
条
は
ハ

l
グ
統
一
規
則
一
五
条
二

項
、
さ
ら
に
統
一
手
形
法
一
六
条
二
項
の
母
法
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

手
形
条
例
下
に
形
を
な
し
て
き
た
統
一
規
則
一
五
条
二
項
が
当
時
ド
イ
ツ
の

学
界
の
注
目
を
集
め
た
。
同
規
則
の
解
釈
に
お
け
る
手
形
条
例
七
四
条
の
役

自l

つ
ま
り
同
条
の
学
説
・
判
例
に
お
け
る
多
数
説
と
も
言
う
べ
き
も
の
の

確
定
と

そ
れ
の
統
一
規
則
へ
の
適
応
可
能
性
の
検
証
が
こ
の
段
階
で
の
関

心
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
検
証
の
過
程
で
明
僚
と
な
っ
た
手
形
条
例
七
四
条
の

解
釈
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
手
掛
り
を
与

(
凶
)

え
る
ハ
1

グ
統
一
規
則
の
解
説
と
し
て
、
ピ
ロ

m
S
と

巧

E
E仏
の
論
説
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
比
較
的
詳
細
な
円

g
m
g
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に

す
る
。

岡
山

{同

円、白コ問。ロ

「
凶
口
町

g
に
よ
れ
ば
ハ

l
グ
統
一
五
条
二
項
は
手
形
条
例
七
四
条
に
な
ら

っ
た
規
定
で
あ
り
、
文
一
吉
田
に
よ
れ
ば
手
形
条
例
七
四
条
と
同
様
、
善
意
の
所

持
人
を
返
還
請
求
か
ら
の
み
守
っ
て
い
る
条
文
で
あ
知
〉
統
一
規
則
一
五
条

二
項
「
手
形
が
事
由
の
何
た
る
を
問
わ
ず
も
と
の
所
持
人
か
ら
失
な
わ
れ
た

と
き
、
権
利
を
ふ
別
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
し
た
あ
ら
た
な
所
持
人
は
、
悪
意

で
取
得
し
た
か
、
取
得
の
時
に
重
過
失
の
あ
る
と
き
に
か
ぎ
り
手
形
返
還
の

義
務
が
あ
る
o
」
本
条
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
た
め
に
は
適
法
に
証
明
さ
れ

た
所
持
人
♀
2
四
岳
山
江
間

ω日間

2
5
2
m
F
Z
r
m吋
〉
が
取
得
の
時
に
善

意
・
無
過
失
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
「
こ
の
表
現
は
何
を
意

味
す
る
の
か
」
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
場
合
に

F
自
由

g
は
二
つ
の
解
釈
を

可
能
と
み
る
、
川
補
充
規
定
と
し
て
私
法
(
民
法
と
商
法
〉
を
基
礎
と
す
る

同
手
形
法
に
お
け
る
表
現
を
基
礎
と
す
る
。
本
条
と
同
じ
文
言
を
含
む
現
行

手
形
条
例
七
四
条
に
つ
い
て
通
説
と
突
務
は
同
の
視
点
に
立
つ
で
ピ
ロ
間

g
は

」
の
通
説
に
賛
成
し
て
「
取
得
者
が
譲
渡
人
を
所
有
者
と
誤
っ
た
と
き
、
ま

た
譲
渡
人
が
所
有
者
に
代
わ
っ
て
処
分
す
る
権
限
が
あ
る
と
誤
っ
た
場
合
の

北法24(4・69)709



料

み
で
は
な
く
|
|
つ
ま
り
所
有
権
と
処
分
権
の
み
か
ら
保
護
す
る
の
で
は
な

く
、
被
裏
書
人
の
甲
河
内
}
】
件
仲
間
口
口
町
と
対
立
す
る
取
得
行
為
の
す
べ
て
の
取

庇
か
ら
も
保
護
す
る
:
:
:
。
」
と
解
す
る
。
精
神
病
者
(
巧
与
呂
ロ
ロ
回
開
巾
〉
の
裏

書
と
い
え
ど
も
善
意
者
に
手
形
上
の
権
利
を
移
転
す
弘
)
つ
ま
り
ピ
ロ

m
g

資

は
全
面
的
に
手
形
条
例
七
四
条
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
通
説
を
統
一
規
則

五
条
二
項
に
お
い
て
も
維
持
す
る
。
こ
の
統
一
規
則
一
五
条
二
項
は
圏
内
法

と
な
る
以
上
他
の
法
と
の
調
和
が
問
題
と
な
る
が
、
通
常
の
私
法
の
善
意
概

念
は
当
妥
階
、
ず
と
解
し
、
ピ
ロ
向

g
は
手
形
条
例
下
の
特
別
の
善
意
概
念
を

支
持
す
る
。
こ
の
解
釈
を
採
る
こ
と
に
よ
る
指
図
証
券
の
一
種
と
し
て
の
手

形
と
、
無
記
名
証
券
の
扱
か
い
の
不
均
衡
は
手
形
条
例
が
特
別
法
(
S
O
N
E
-
問

。
措
件
。
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る

o
F
g
m
g
は
以
上
の
よ
う

な
解
釈
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
通
説
牢
ぽ
}
目
立
ωnrgLO
吋

r
gユ
乙
で
あ
る

と
評
す
る
。

以
上
三
つ
の
学
説
を
要
約
し
て
み
る
と
、

手
形
条
例
七
四
条
は
民
法
典
と

異
な
り
前
者
の
所
有
権
の
欠
献
の
み
で
な
く
、
手
形
取
得
行
為
に
田
町
庇
が
あ

る
場
合
、
た
と
え
ば
無
能
力
、
無
権
代
理
、
処
分
権
限
の
欠
侠
等
の
恨
庇
あ
る

場
合
で
も
取
得
者
が
善
意
・
無
過
失
で
あ
る
か
ぎ
り
善
意
取
得
を
認
め
る
、

つ
ま
り
治
癒
さ
る
べ
き
限
庇
を
前
者
の
所
有
権
の
欠
釈
に
限
定
す
る
明
文
の

根
拠
は
な
い
と
解
す
る
。
し
か
し
意
思
表
示
の
暇
庇
の
あ
る
場
合
に
直
接
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た

ωgcσlω
昨
日
自
に
よ
れ
ば
、
同
条
は
手
形
返
還

そ
の
他
の
請
求
権
も
同

義
務
が
な
い
と
だ
け
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
指
図
証
券
と
無
記
名
証
券
と
で
法
的
取
扱
い
に

差
が
生
じ
て
も
不
当
で
な
い
。
本
条
と
他
の
諸
求
権
と
の
関
連
に
特
に
言
及

し
て
い
な
い
が
こ
の
説
に
従
う
も
の
と
し
て
の

cz・
0
0
E
E
a
-
p
r
r
F

F
B
m
g
E
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
上
の
解
釈
が
通
説
♀
芯
宮
『

H
R
Z
E
o

吋

r
gユ
る
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
。

以
上
の
様
な
無
制
限
に
善
意
取
得
を
認
め
る
通
説
に
対
し
、
こ
の
時
期
に

有
力
な
批
判
説
が
登
場
し
た
。

ζ
R
7
2
F
が
言
及
し
て
い
た

r
g
E
と

日
ユ
口
問
。
円
l
E男
r
g
r日
間
で
あ
る
。
通
説
の
無
制
限
説
に
対
し
、
程
度
の
差

が
あ
る
が
両
者
と
も
に
善
意
取
得
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
桜
庇
の
範
聞
に
お

い
て
何
等
か
の
制
限
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
説
は
手
形
条
例
下
に
お

い
て
有
力
と
な
り
、
統
一
法
と
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
通
説
に

対
し
有
力
な
批
判
説
た
り
続
け
た
。
こ
こ
で
は
前
者
に
紹
介
の
重
点
を
お
き

イコ

「コ
後

~者
Q..も
己.28ぁ
〉 オっ
せ
て
検

す
る

W 外
観
上
の
権
利
者
を
第
三
者
が
信
頼
で
き
る
の
は
本
来
的
に
は
物
権
法
の

原
則
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
無
記
名
証
券
の
所
有
権
取
得
に
つ
い
て
は
民
法
が

北法24(4・70)710



詳
細
な
規
定
を
持
つ
が
、
指
図
証
券
に
つ
い
て
は
規
定
を
欠
き
唯
一
の
法
源

が
商
法
三
六
五
条
と
小
切
手
法
八
条
が
指
定
す
る
手
形
条
例
七
四
条
(
統
一

規
則
一
五
条
二
項
)
で
あ
る
。
こ
の
統
一
規
則
一
五
条
二
項
の
解
釈
は
い
か

に
な
さ
れ
る
べ
き
か
。
手
形
条
例
七
四
条
を
こ
の
場
合
に
解
釈
の
基
準
と
す

る
と
し
て
も
、
同
条
に
つ
い
て
は
学
説
が
分
か
れ
て
お
り
基
準
た
り
え
な

付

ぃ
。
「
そ
れ
故
手
形
条
例
七
四
条
を
統
一
規
則
一
五
条
二
項
に
取
入
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
ハ

i
グ
手
形
規
則
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
も
の
が
受
入
れ
ら
れ

た
か
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
回
顧
に
よ
っ
て
で
は
な
く
法

そ
の
も
の
と
、
法
の
首
尾
一
貫
性
へ
の
グ
見
通
し
。
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
る

べ
き
で
あ
弘
ピ
統
一
規
則
一
五
条
二
項
は
手
形
が
も
と
の
所
持
人
か
ら
事

由
の
何
た
る
を
間
わ
ず
失
な
わ
れ
た
と
言
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
処
分
権
者

手形法16条2項にし、わゆる「善意」について

そ
れ
放
か
れ
と
は
異
な
っ
た
第
三
者
が
手
形
を
処
分
し

た
と
言
う
殿
庇
の
み
が
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
れ
と
関
係
な
く
現
わ
れ

と
は
異
な
っ
た
者
、

つ
ま
り
そ
の
権
利
者
自
ら
あ
る
い
は
他
人
が
譲
渡
し
よ
う
と
発
生

し
う
る
よ
う
な
椴
庇
は
統
一
規
則
一
五
条
二
項
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

る
浪
庇
、

』
同

B
E
は
手
形
権
利
者
の
保
護
と
は
実
は
証
券
か
ら
生
じ
る
外
観
を
信
頼

し
た
取
得
者
の
保
護
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
す
か
品
)
つ
ま
り
権
利
外
観
に
基

礎
を
お
く
べ
き
で
は
な
い
善
意
の
保
護
は
特
別
に
根
拠
-
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
し
、
実
定
法
に
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
例
外
的
な

(g問。え
ME--

Mn}じ
も
の
で
あ
る
。

F
g
Z
は
、
善
意
が
基
礎
を
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
外
観

が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ず
に
、
善
意
概
念
に
よ
っ
て
の
み
手
形
条
例

七
四
条
と
統
一
規
則
一
五
条
二
項
を
探
求
す
る
の
を
「
誤
り
」
と
批
判
す

る
。
以
上
の
前
提
に
も
と
づ
い
て

Enor-
は
同
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

照
庇
如
何
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。
「
物
あ
る
い
は
裏
書
さ
れ
た

指
図
証
券
を
占
有
し
て
い
る
者
の
た
め
に
、
物
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
と

の
外
観
が
語
る
が
、
筏
が
精
神
的
に
健
康
で
あ
る
と
か
、
能
力
が
あ
る
と
言

う
外
観
は
諮
ら
な
い
。
取
得
者
は
み
ず
か
ら
取
得
行
為
そ
の
も
の
が
本
来
有

効
に
成
立
し
て
い
る
の
か
否
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
W
ア
」
こ
で

は
占
有
の
権
利
外
観
に
つ
い
て
の
物
権
法
の
原
則
が
関
係
切
〉
ま
た
権
利
外

観
こ
そ
が
善
意
取
得
の
要
件
で
あ
る
。
だ
か
ら
取
得
者
の
善
意
は
譲
渡
人
の

証
券
に
対
す
る
権
利
に
お
け
る
取
庇
の
み
を
補
完
す
る
、
し
か
し

γ
g玄

は
そ
れ
の
み
で
な
く
物
に
対
す
る
、
す
べ
て
の
処
分
権
の
最
庇
も
ま
た
証
券

の
占
有
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
と
解
す
知
v

つ
ま
り
す
べ
て
の
単
な
る
証
券

の
占
有
も
ま
た
彼
自
ら
真
の
権
利
者
で
は
な
く
と
も
、
権
利
者
に
代
わ
っ
て

(拘〉

い
る
と
言
う
外
観
を
所
持
し
て
い
る
。
ま
た
手
形
に
指
名
さ
れ
た
者
が
権
利

北法24(4・7m11

者
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
所
持
人
は
第
三
者
に
対
し
て
指

名
さ
れ
た
者
と
同
一
で
あ
る
と
か
、
権
利
者
か
ら
処
分
権
を
得
て
い
る
と
の

外
観
を
持
っ
て
い
る
。



料

以
上
の
と
お
り

V
S
E
は
手
形
占
有
の
外
観
を
出
発
点
と
し
て
、
取
得

者
の
善
意
・
悪
意
を
間
わ
ず
、
占
有
の
外
観
に
依
拠
で
き
な
い
般
庇
と
そ
う

資

で
な
い
煎
庇
と
に
暇
庇
を
分
離
す
る
。

つ
ま
り
手
形
を
占
有
し
て
い
る
者

は
、
所
有
者
、
処
分
権
限
、
薬
害
人
と
手
形
に
指
名
さ
れ
た
者
と
の
同
一
性

に
つ
い
て
の
権
利
外
観
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

の
煎
庇
は
善
意
取
得
に
よ
っ
て
治
癒
可
能
で
あ
る
が
、
手
形
譲
渡
人
が
能
力

者
で
あ
る
と
の
外
観
を
有
し
な
い
以
上
、
こ
れ
を
信
頼
し
て
取
得
し
て
も
取

得
者
は
保
護
さ
れ
な
い
。

つ
ま
り
手
形
占
有
が
い
か
な
る
権
利
の
外
観
を
作

り
出
す
か
に
決
定
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
]
同
口
C
E
は
U
F
F
門
戸
口
容
同
l

国
ω
円宮口
σ日
間
と
異
な
り
所
有
権
の
欠
飲
の
み
に
治
癒
さ
る
べ
き
椴
庇
を
限

定
し
な
い
の
は
こ
の
占
有
の
権
利
外
観
に
理
論
的
基
礎
を
置
く
こ
と
に
よ

る
。
し
か
し
旨

g
E
は
処
分
権
限
(
代
理
権
を
も
含
む
)
と
同
一
性
の
欠
候

の
場
合
に
も
、
治
癒
可
能
性
を
認
め
る
が
、
通
説
と
異
な
り
取
得
者
が
善
意

-
無
過
失
で
あ
れ
ば
諮
問
意
取
得
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
所
持
人
が
「
こ
の

二
つ
の
方
向
の
一
方
に
向
か
っ
て
」
資
格
が
あ
る
か
を
表
面
的
に

(
c
r
E
Z
i

n
E
5
5
に
調
査
す
る
義
務
を
取
得
者
に
課
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
の
調

査
を
怠
た
れ
ば

F
B
E
の
見
解
に
よ
れ
ば
重
過
失
が
あ
る
も
の
と
し
て
保
護

を
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ふ
で
ま
た

V
S広
は
通
説
と
同
様
に
、
統
一
規

則
一
五
条
二
項
に
つ
い
て
破
産
債
務
者
か
ら
破
産
手
続
開
始
後
に
、

取
得
者

が
手
形
を
善
意
・
無
過
失
に
取
得
し
た
と
き
に
も
保
護
さ
れ
る
と
解
す
る
。

以
上
の
と
お
り

V
S
E
が
手
形
条
例
七
四
条
な
ら
び
に
統
一
規
則
一
五
条

二
項
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
と
解
す
る
回
収
庇
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
譲
渡
人

の
能
力
の
欠
織
を
除
い
て
、
通
説
が
認
め
る
取
得
者
の
保
護
範
聞
と
ほ
と
ん

ど
同
一
で
あ
り
、

vnor-
の
こ
の
段
階
で
の
解
釈
で
は
か
な
り
広
範
囲
に
取

得
者
の
善
意
を
保
護
し
て
い
る
こ
と
に
な
令
〉

以
上
の
と
お
り
こ
の
問
題
は
手
形
条
例
下
で
は
決
着
の
つ
か
な
い
ま
ま
に

終
わ
っ
た
。
本
条
の
概
括
的
な
表
現
と
取
引
の
安
全
を
根
拠
と
す
る
「
無
制

限
説
」
と
独
自
の
根
拠
(
権
利
外
観
説
)
を
主
張
す
る
「
制
限
説
」
と
が
対
綴

に
位
置
し
て
論
争
は
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
前
者
が
自
説
を
補
強

す
る
た
め
に
本
条
の
善
意
概
念
と
普
通
法
上
の
時
効
取
得
に
お
け
る

Z
E

p
r
m
と
の
関
連
が
主
張
さ
れ
、
後
者
の
提
出
し
た
論
点
と
し
て
有
価
証
券

法
内
部
の
分
裂
(
指
図
一
証
券
と
無
記
名
証
券
の
処
理
)
が
あ
っ
た
。

ー

ノ

(

時

v

i

通
説
を
主
張
す
る
あ
る
者
は
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
普
通
法
の
取
得

時
阪
の
ぎ

E
E
g
の
概
釘
伏
ド
イ
ツ
の
動
産
即
時
取
得
法
、
さ
ら
に
手

形
条
例
七
四
条
に
受
継
が
れ
、
本
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
こ
の
ぎ

E
E
2

の
概
念
が
維
持
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
手
形
条
例
七
四
条
は
、
有
効

な
取
得
行
為
を
要
す
る
と
明
言
し
て
い
な
い
し
、

民
法
典
の
成
立
前
で
あ
っ

北法24(4・72)712



た
た
め
、
民
法
の
解
釈
を
援
用
も
で
き
な
い
た
め
、
善
意
で
法
律
効
果
に
差

を
生
じ
る
普
通
法
上
の
時
効
取
得
の
善
意
概
念
を
利
用
し
た
、
こ
の
叫
得
意
慨

念
に
よ
っ
て
非
常
に
広
範
な
蝦
統
が
治
癒
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
、

ま
た
こ
の

解
釈
は
手
形
取
引
の
安
全
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
民
法
典
成
立
後
に
も
維

持
さ
れ
た
、
取
得
時
効
の
ぎ
E
h
H
L
g
概
念
が
手
形
条
例
七
四
条
の
解
釈
で

実
務
と
学
説
を
支
配
し
て
し
ま
っ
た
後
に
は
、
歴
史
上
の

Z
E
F
-
2
と

(
拍
)

手
形
条
例
七
四
条
と
の
関
連
を
強
調
す
る
の
は
不
用
と
な
っ
た
と
。

し
か
し
こ
の
主
張
を
証
明
す
る
体
系
書
・
注
釈
室
百
を
見
出
す
こ
と
が
で
主

付

な
か
っ
た
。
手
形
条
例
下
で
無
制
限
説
、
が
有
力
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
恨
拠

が
こ
の
主
張
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
の
証
拠
を
あ
げ
る
こ
と
は
現
在
の
と

ハ
判
)

こ
ろ
で
き
な
い
。

、，ノ-H

通
説
を
と
る
と
、
指
凶
証
券
の
一
一
種
の
手
形
は
手
形
条
例
七
四
条
に

'
〆
t
k

よ
る
保
護
が
与
え
ら
れ
る
の
に
、
指
凶
証
券
よ
り
流
通
能
カ
の
高
い
答
の
無

記
名
一
証
券
が
低
い
保
護
を
受
け
る
に
す
、
ぎ
な
い
の
は
理
論
的
に
不
当
で
は
な

手形U、16条2項tこし、わゆる「善意」について

い
か
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
無
権
代
理
人
か
無
能
力
者

か
ら
、
手
形
と
無
記
名
証
券
の
阿
方
を
譲
り
受
け
た
と
す
る
と
、

通
説
に
よ

れ
ば
、
手
形
は
返
還
し
な
く
て
も
よ
い
が
無
記
名
証
券
を
返
還
し
な
け
れ
ば

つ
ま
り
以
下
の
よ
う
な
極
端
な
例
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
当

時
、
小
切
手
は
指
凶
式
と
持
参
入
払
式
の
両
方
が
認
め
ら
れ
て
い
た
山
持
参

工
・
コ
工
、
0

4
J
F
4
J
 

人
払
式
小
切
手

Q
z
z
r
司邸内

F
Rど
は
無
記
名
一
証
券
の
一
一
種
で
、
民
法
の
保

護
が
認
め
ら
れ
る
が
、
指
凶
式
の
小
切
手
(
。
三
2
R
Zの
と
は
指
凶
証
券
と

し
て
、
理
ι
胴
上
指
凶
証
券
の
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
る
結
果
、
善
意
取
得
者

の
保
護
は
も
っ
ぱ
ら
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
る
(
旧
小
切
手
法
八
お
小
切

手
法
と
い
う
一
つ
の
法
体
系
の
中
で
指
凶
式
と
持
参
入
払
式
の
二
つ
タ
イ
プ

の
小
切
子
が
必
め
ら
れ
、
前
者
は
手
形
条
例
、
後
者
は
民
法
が
適
用
さ
れ
、

通
説
に
従
う
と
有
価
証
券
に
お
け
る
分
裂
を
生
じ
る
こ
と
と
な

るコそ
。~(!)
。]，
/N-l 

果、

こ
の
分
一
銭
は
旧
商
法
下
で
す
で
に
成
立
し
て
い
た
一
M
v
通
説
の
解
釈
は
こ

れ
を
一
一
層
大
主
な
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
有
価
証
券
法
の
理
論
的
な
調
和
を

〔
臼
)
〔
同
ザ

放
楽
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

結
局
こ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
手
形
条
例
下
で
は
決
着
が
つ
か
な
い
ま
ま

問
題
を
後
に
銭
し
た
、
ま
た
通
説
た
る
無
制
限
説
を
採
る
に
し
て
も
、
善
意

者
に
子
え
る
保
護
に
は
学
説
上
広
狭
が
あ
る
同
)
制
限
説
で
も
ど
の
程
度
の

制
限
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
じ
も
隔
が
あ
っ
喝
学
説
の
分
裂
が
著
し
い
問
題

で
あ
っ
た
が
、
判
例
の
態
度
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
以
下
で
こ
れ

~U.t24(4 ・ 73)713

を
検
討
す
る
。

(
1〉

子
形
に
つ
い
て
手
形
条
例
七
四
条
の
保
護
が
あ
る
が
、

無
記
名
説



キヰ

券
に
は
統
一
一
原
則
が
欠
け
て
い
た
段
階
で
、
商
取
引
の
必
要
か
ら
一

八
五
九
年
に

E
S
5
2『
(
プ
ロ
イ
セ
ン
法
が
効
力
を
持
っ
て
い
た

地
域
)
で
、
無
記
名
証
券
の
返
還
請
求
を
排
除
し
た
法
、
か
成
立
し
た

(〈
CD
ロ
E

ユロ四・

N戸
吋
戸
内

7
3
〈G
ロ
L
2
N己
RgFmr包
丹
仏
日
開
E
E凶
1

3
ロ
ロ
ロ
ι
〈

5
L
F
E
z
-
=
〈
C
2
F
Z
Z門
司
名
広
河
口
〉
E
L
2
出
ωl

E
5〈司
ω
n
y
g
H
M
E己
ω
-
N国
河
川

w
印
合
『
町
一
回
同
=σ=。門司

EO--ω

N
∞
・
〉
ロ
ヨ
-
m
巴
。
し
か
し
手
形
条
例
の
成
立
時
で
も
種
々
の
議
品
が

あ
っ
た
(
民
-
E
F
2
2・
EO--ω

回
一
「
E
・
8
0・w
ω
ω
-
N
N
l
N印

u
c
c
E
R
r
B正
グ
ロ
日
開
2
3円
r
L百四
F
H
r
2
問

2
E内
向

B
V向
crl

E
3
・
N
白
河
∞
ム
呂
町
『
)
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
商
取
引
の
要
請
に
反

す
る
が
無
記
名
証
券
の
返
還
請
求
を
許
す
の
を
弁
護
す
る
説
も
な

お
主
張
さ
れ
た
(
た
と
え
ば
巧
cロア

5
邑
5
t
c
p
〉口
d
o
E
E丹1

5
ロ
ロ
ロ
L
〉ロロ
2
r
C
3
2
N
Cコ
問
〈
G
口
吋
何
者
芯
湾
口
・

N出閉山〕
1

・
K2
ロ)。

こ
の
状
況
で
一
八
六
一
年
に
成
立
し
た
と
-mOBZロ
Z
U
E同月
7
2

E
E与の一時件
N
r
E
r
(
以
下
〉
口
出
。
∞
〉
に
つ
い
て
の
草
案
は
返
還
請

求
制
限
の
規
定
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
(
の
♀
L
R
Y
E
-
L
?
N
E
H
N
二
-

M
一
回
・
同
t
σ
5
F
E
C
-
-
印

-M∞
・
〉
ロ
E
・
g
-
r
E
r
E
0
・
ω
ω
O
)
。

し
か
し
草
案
の
第
二
説
会
の
三
三
九
条
は
「
問
屋
(
貝
q
B
5
5
5コ郡司)」

が
委
託
に
反
し
て
取
引
し
た
と
き
委
託
者
(
封
。
ョ

E
3
2
6
に
煩
害

賠
償
の
義
務
が
あ
る
。
・
:
・
委
託
者
は
物
を
善
意
の
占
有
者
か
ら
取

り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

(
p
q昨日
c-F
号
円
台

0
5
2
3
8
N
5

F
Z
r
g
m
3
2
〉
口
出
。
∞
-
一
∞
印
∞
・

ω
ω
-
m
g
l
E
ω
・
二
∞
町

二
∞
∞
|
以
下
回
ν
3仲
qno}}ぬ
〉
と
あ
っ
た
(
こ
の
段
階
で
は
問
屋
の
談

資

波
の
場
合
に
限
り
返
還
請
求
が
排
除
さ
れ
て
い
た
)
。
と
こ
ろ
が
第

三
説
会
に
、
始
め
て
プ
ロ
イ
セ
ン
が
草
案
三
三
九
条
に
つ
い
て
次
の

内
容
の
提
案
を
し
た
、
商
人
が
商
業
の
経
営
に
際
し
て
商
品
を
譲
渡

・
質
入
し
た
と
き
返
還
請
求
を
排
除
す
る
が
、
盗
品
・
遺
失
物
に
つ
い

て
は
取
得
者
に
請
一
戻
請
求
権
を
与
え
る

(
p
c昨日丘一
?ω
・
会
8
3
0

こ
の
提
案
に
対
す
る
修
正
案
は
占
有
離
脱
(
与
E
E
g
m
m
7
2
5
2
)

物
と
委
託
物
と
の
区
別
を
排
し
て
一
般
的
な
諮
問
意
保
護
を
導
入
し
よ

う
と
し
た
(
「
ロ
F
E
C
-
ω
・
2
u
同
-EMσ

ヨ♂
E
O
-
-
ω
-
M∞同)。

反
対
派
は
所
有
権
の
保
護
と
他
の

F
Eえ
の
法
典
と
調
和
を
恨
拠
と

し
て
反
対
し
た
(
Z
E
F
Z
F
E
O唱
ω-MU)
。
結
局
商
取
引
の
保
護

の
主
張
、
が
九
対
五
の
多
数
で
採
用
さ
れ
て
(
民
国
M
M
Z
2
・
go--
∞

MU)
一二

O
五
条
以
下
の
規
定
が
成
立
し
た

(
P♀
2
9
-
F
戸
会
二
)
。

こ
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
成
立
し
た
背
京
に
は
、
商
取
引
の
安
全
が

あ
っ
た

(
P♀
qnc--pω

念
。
∞
一
な
お

HLMPEO--ω
・
ω一
二
S

F戸
ゲ
同

2
F
E
C
-
w
ω
M
G↓
)
。

〉
己
目
。
∞
に
お
い
て
は
返
還
請
求
排
除
で
は
な
く
取
得
者
が
所
布

権
を
取
得
す
る
と
い
う
実
体
的
な
権
利
状
態

(
E凶
作

2
己
F
月
号
E
l

岳
写
〉
の
規
制
、
が

?
g
E
Z
C
F
E
0
・
ω-MGO)
議
長
の
決
定

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

(
p
cざ
g
z
?
ω

会
一
一
一
戸
阻
止
『
ロ

R
E。
J

ω
N
U〉
。
旧
商
法
典
は
商
人
が
自
己
の
荷
業
の
経
営
に
さ
い
し
物
を

譲
渡
し
た
場
合
、
物
の
喪
失
を
出
発
点
と
し
(
「
旧
の
所
有
権
は
消

滅
す
る
」
申

ω口

2
・
〉
口
出
。
切
)
、
意
思
に
よ
る
占
有
喪
失
と
意
思

に
よ
ら
な
い
そ
れ
と
を
区
別
し
、
遺
失
物
ま
た
は
盗
取
さ
れ
た
物

北法24(4・74)714



け手形i.t16条2混にいわゆる「善意」について

に
は
請
戻
請
求
権
を
認
め
ず
無
制
限
に
返
還
請
求
が
可
能
(
羽
田
吋
0

・

〉
ロ
因
。
切
)
、
た
だ
し
無
記
名
証
券
に
つ
い
て
は
こ
の
区
別
を
撤
廃
し

た
(
期
包
吋
〉
ロ
因
。

g
、
ま
た
明
文
で
指
図
証
券
に
は
手
形
条
例
七

四
条
が
消
一
周
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

a
g印
〉
匂
図
。
中
i
立
法
者

の
明
確
な
意
関
に
よ
る
、
同
J
o
g
s
-
r
ω

印
句
。
)
。
結
局
無
記
名
証

券
に
は
商
法
典
が
通
用
さ
れ
る
が
、
指
図
証
券
に
は
手
形
条
例
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
匂
3
丹
Eno--0・
ω・品目
-
ω
u
rロ
p
s
o
-
-
∞

ω
吋
)
。
こ
の
た
め
指
同
証
券
と
無
記
名
証
券
と
で
次
の
不
統
一
が
生

じ
た
。
①
無
一
記
名
証
券
に
は
所
有
権
の
取
得
、
か
認
め
ら
れ
る
が
指
凶

証
券
は
返
還
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
に
止
ま
る
(
ド
E
w
E
O
-
-
ω
・

ωM)。
②
阿
.4

刑
券
の
者
意
取
得
の
主
観
的
要
件
で
差
を
生
じ
る
、
無

記
名
訴
券
で
は
同
耐
え
ご
門
事
。
芹
で
足
り
る
が
指
剛
同
一
証
券
で
は
善
意
・
無

重
過
失
が
要
求
さ
れ
る

(FEM・
S
c
-
w
ω
ω
N
)。
た
だ
し
@
に
つ
い

て
当
時
の
学
説
は
明
文
の
規
定
を
欠
く
が
、
無
記
名
証
券
に
つ
い
て

重
過
失
を
悪
意
と

M
一
に
扱
か
っ
た
(
の
c
E
R
r
g
E円

N
E
m
u
-
同由

民

-
F
E
g
o
-
∞・

8
)。
な
お
学
説
で
は
善
意
取
得
に
は
有
効
な

取
得
行
為
が
必
要
と
の
点
で
も
一
致
し
て
い
た
(
〉
E
与
三
Nl〈
S
ア

仏
2
ロ円四
2
R
v
穴
C
B
E
E仲良

N日
〉
口
問
内
5
2
5ロ
ロ
2
仲
間
百
ロ

E
S
l

《E
m
m
g巳
N
E
n
y
自
-
石
田
品
・
掛

ωom
〉
コ
ヨ
国
同
一
な
お
司
自
耳
『
-

H)一何回
W

ロ丹切な}】戸口問

2
2
仏
開
ユ
由
R
r
=口
問
牛
E
間口円
7
2
H
N
2
r件。

ωヨ

『め
4mm-RTmコ
ω
2
7
0コ
M
H

口
明
。
一
問
。
河
内
出
回
口
町
内
門
戸
開
コ
〈
q
r
m
=
ω
n
r

〉ユ・

ωO町内
-q
〉一-町内ヨ

0
2件
ω口
Z
口
出
E
《凶作一切回
2
2
N
r
H
r・〉吋
l

円

r
z
E
ニ
2
宮
-zm
ぞ
R
Z
-
E
n
Z
E仏
国
ω足。
-
m
5
Z
5
.
M吋同

は
本
条
が
法
律
行
為
の
有
効
性
の
原
則
ま
で
も
変
更
す
る
も
の
で
な

く
譲
渡
人
の
所
有
権
の
欠
耐
の
み
が
本
条
の

H
的
で
あ
る
と
す
る
)
。

た
だ
し
異
説
と
し
て
開
コ
号
ヨ
E
P
E
E
L
r
E
Y
L
2
Z
E《E
u
l
F
T

E
L
宅
再
宮
内
-
百
円
r
t
一
石
偲

ω-g-
〉

E
u
g
は三一

O
六
条

の
保
護
は
代
理
権
の
欠
前
へ
の
善
意
に
及
ぶ
と
し
た
。

(
2
)

旧
商
法
典
は
動
産
即
時
取
得
の
法
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

が
、
委
員
会
で
商
法
典
に
よ
り
発
生
し
た
動
産
法
の
危
機
(
の
え
と
戸
i

三
g
m〉
が
す
で
に
問
題
と
な
っ
て
い
た

(
P♀
Gno--pω
・
8
0
3、

つ
ま
り
物
に
対
す
る
物
権
を
排
除
す
る
に
は
物
が
商
人
の
BM
間
業
の
経

岱
を
通
過
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
か
ら
(
国
民
Z
E
R
E
C
-
-
ω
-

M

巴
、
当
然
解
決
の
必
要
が
あ
っ
た
。
議
論
は
あ
っ
た
が
、
と
も
か

く
民
法
典
の
第
一
草
案
は

mmω
口
町
民
〉
り
因
。
∞
を
民
法
典
に
取
入

れ
る
こ
と
に
決
し
た

(
y
t
Z
5
2
2
開
口
件
当
日
『
巳
日
ω
切
の
回
国
・

一∞包

ω
ω
主
〉
。
第
一
読
会
の
草
案
八
七
七
条
「
譲
渡
人
が
物
の
所

有
者
で
は
な
く
取
得
者
が
こ
の
事
状
を
知
ら
な
い
し
、
不
知
に
重
過

失
が
な
け
れ
ば
取
得
者
は
抑
∞
ニ
に
定
め
ら
れ
た
契
約
に
よ
り
所
有

権
を
取
得
す
る
。
」
(
何
己
宅
日
町
内
5
2
切
の
∞
芯
吋

ι
E
O
2仲間内
Z

F
江戸・

2
払巾

H
L
2
5目
・
お
お
・

ω
N口
一
)
た
だ
し
遺
失
物
・
盗
取

さ
れ
た
物
に
は
草
案
八
七
七
条
の
例
外
が
あ
っ
た
(
訓
∞
忍
-
M
W
三
宅
i

C
H
『・

ω・
向
。
一
)
。
本
条
は
条
文
自
体
か
ら
も
、
立
法
者
の
説
明
(ζ
♀
l

-〈
m
N
E
E
開
三
宅
ロ
之
江
口
自
切
の
∞
田
呂
田
町
・

ω・
ω主
)
か
ら
も
明

瞭
で
あ
る
が
所
有
権
に
つ
い
て
の
錯
誤
の
み
、
そ
れ
故
無
権
利
者
か

ら
の
取
得
の
み
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
。
こ
の
草
案
八
七
七
条

北法24(4・75)715



手4

が
そ
の
ま
ま
現
行
民
法
典
九
三
二
条
と
な
り
、
無
記
名
証
券
と
金
銭

に
は
、
進
化
人
物
・
盗
取
さ
れ
た
物
に
対
す
る
返
還
請
求
が
排
除
さ
れ

た
(
期
∞
ω
印
切
の
回
)
。
学
説
は
、
立
法
者
の
意
思
と
同
じ
く
治
癒
さ

れ
る
川
一
枇
は
前
者
の
所
有
権
の
欠
似
の
み
と
解
し
て
お
り
、
現
在
で

も
異
説
を
み
な
い
(
む
し
ろ
民
法
典
成
立
の
直
後
か
ら
九
三
二
条
の

存
夜
自
体
、
か
適
切
で
は
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
、
現
在
で
も

N宅
巳
m
2
F
H
N耳「円切〈
2
向

]
2
n
r
g
L
l同ハユ立山口
7
2
N
C
E
のロ仲間一昨戸
σi

F
m
E
Y向。
σニ岡山見
2
2
σ
-
H
N
ω
g
r
N
一∞印∞

ω
二
円
さ
ら
に
前
に
引

用
し
た

5
ロ
ピ
伊
豆
司
君
と
出
・
出
=σ
コ
2
が
あ
る
、
そ
の
詳
細
は
喜

多
「
権
利
外
観
優
越
の
民
法
的
桝
成
と
商
法
的
構
成
」
小
栂
前
大
創

立
五

O
周
斗
記
念
論
文
集
、
川
「
善
意
取
得
の
民
法
的
構
成
と
向
法

的
構
成
」
私
法
二
四
日
り
一
一
一
一
一
廷
、
と
り
わ
け
詳
細
な
、
安
永
・
前

掲
論
文
論
双
八
八
巻
凶
・
五
・
六
号
二
七
二
貞
参
照
)
。
た
と
え
ば

ω宮戸
L
E
m
2・
欠
。
ョ
2
3片山門

NCヨ
∞
の
∞
冨

(ωω
円
7
3
Z円
「
同
〉
二
・

〉

急

(-g)四
回

ωM
〉

5
M
m
u
t司
♀

R
I
F
F
m
p
ω
R
7
2
3
E
.

3
巴・

2
∞
-
一
一
一
者
Z
Z
E
E
u
ω
R
7
2
2
E
・印

krL-

(
呂
田
町
)
・
士
山
田
・
一

m
u
F
E
E
l宅
官
官
ヨ
E

P

F
己
r
G
E
E
-

E
U
H
E
E
切
の
∞
同
町
・
〉
ロ
己
期

UωM
〉ロ
E'h+hω
再
認
め
}lω5i

ゲ
2
件
、
∞
の
∞
国

(
ω
R
Y角川
3
3
n
r仲
)
}
回
目
〔
]
明
由
ωM.
〉
=
5
品
己
コ
《
凶
白
山

HMmLEML同
・
回
。
∞

M∞
〉
己
戸

(-U吋O
)

・
話
回
ω同
・
〉
ヨ
ロ
-

K

干
・
回
ωロア

HLWY手口。
r
ι
2
ω
R
7
0口吋
mnrz-m-
〉
戸
『
}
(
一
山
吋
Q
)

拐
印
N
昌
一

N

が
あ
る
。
た
だ
し
胤
ハ
説
、
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
無
権

代
理
に
善
意
取
得
を
訂
定
し
た
、
者
2
【
戸
開
2
2
σ

〈
3

2

資

日

L
R
z
r
2
2
r
t
m窓
口
(
回
。
∞
訓
羽
田
ωM
ゲ
呂
田
ω
5
.
〉
門
司
∞
一
Y
一
民
一

回
c
-
Z内
Hえ
2
R
i
Hハ
c
r
r
p
開
口

N可
E
G円》
位

L
W
L
q
河
内
門

}Hr=ιωωop同}】
i

mh仲
間
・
切
戸
町
相
官
円
-
n
F
7
2
-
W
2
E
-
一回一品
E

羽
田
参
照
。
こ
の
説
に
よ

れ
ば
後
に
ふ
れ
る
商
法
典
三
六
六
条
を
無
用
の
規
定
と
解
す
る
こ
と

に
な
る
(
同

qyEは
こ
れ
を
明
言
し
た
〉
。
巧

g去
は
前
述
の
阿
見
i

g冨
ロ
ロ
の
見
解
に
賛
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
民
法
典
の
成
立
に
よ
り
商
法
典
が
善
意
取
得
に
つ
い
て
特
別
の
定

め
を
持
つ
必
要
は
な
く
、
商
法
典
の
課
題
は
民
法
典
と
の
調
和
で
あ

っ
た
(
円
)
g
r
m円
Z
Yユ
P
E
ι
g
d
H
W
Z宅
巳
『
向
。
5
2
出
E
丘
乙
ω問
2
0
i

c
T
E
E
-
s
u
m
-
ω
・
M
M
C。
民
法
典
の
保
護
の
及
ば
な
い
場
合
で
あ

っ
て
、
し
か
も
商
取
引
上
必
要
な
保
護
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
場
介
と

し
て
、
取
得
者
が
譲
渡
人
を
所
有
者
ま
た
は
質
権
設
定
済
と
忠
わ
な

か
っ
た
が
、
物
を
処
分
す
る
権
限
が
あ
る
と
考
え
た
場
介
が
あ
げ
ら

れ
た

(
U
g
r
R
Z
E
.
ω
M
M
C。
具
体
例
と
し
て
、
問
自
民
併
業
を
し

て
い
る
商
人
か
ら
の
取
得
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

(
o
g
T
R
Z
5・∞-

MMM)。
有
効
な
委
託
契
約
(
民
O
B
E
E
S
E
E
P民
間
)
の
存
徒
、
そ

の
処
分
権
限
の
範
聞
の
調
査
を
取
得
者
に
要
求
で
き
な
い
し
、
そ
の

調
官
慨
が
取
引
の
安
全
を
筈
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
む
g
r
丘
三
P

ω・
M
M
G。
以
上
の
理
由
か
ら
商
法
典
三
六
六
条
の
成
立
を
み
た
、
つ

ま
り
「
商
人
が
そ
の
商
業
の
経
営
に
際
し
自
己
の
所
有
に
属
し
て
い

な
い
動
産
を
譲
渡
ま
た
は
質
入
れ
し
た
と
き
は
、
取
得
者
の
善
意
が

動
座
を
所
有
者
に
か
わ
っ
て
処
分
す
る
、
譲
渡
人
あ
る
い
は
質
権
設

定
者
の
権
限
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
無
権
利
者
か
ら
権
利

;lti1;24( 4・76)716 



付手形法16条2項にし、わゆる「善意」について

を
譲
り
受
け
た
者
の
た
め
に
民
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
」
(
伺
え
l

当
日
間
2
コ
2
Z
O
回
一
∞
句
、
ω
・

8
に
よ
る
)
本
条
は
旧
商
法
典
と

同
様
に
譲
渡
行
為
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
解
さ
れ
て

い
る
(
U
E
口
四
日
l出
R
7
2
σ
ロ
『
m
-
図
。
∞
ω
・
〉
口
町
一
(
一
回
ω
N
)
・
羽
田
町
・

〉
=
2
・
吋
一
M
W
)
r
F同
2
一
r
q
m
z
-
E
の
回
目
ム
・
〉
己
己
(
一
∞
ω
印
)
・
期
ω
m
m

〉
ロ
E
U
U
一
∞
2
2
g
n
}
戸
l
ロ
戸
三
2咽

E
C
∞
'
一
吋
〉
三
-
(
-
u
m
m
〉
申

ω
閉
め
一
)
凸
)
。
そ
れ
故
、
本
条
に
よ
っ
て
は
能
力
の
烈
・
枇
は
治
癒
さ

れ
な
い
(
ロ

5
2四
2
l
z
m
E
W
E
E
持
、
ω
円
『
-
q
m
q
Z「
問

P
E
E
E
r
l

ω
円
}
M
i
u
z
L
E
)
。
し
か
し
議
波
行
為
が
、
代
理
権
欠
献
の
た
め
無
効

(
5
3
『
r
E
ヨ
〉
と
な
る
と
き
に
も
、
善
意
者
が
保
護
さ
れ
る
の
か
否

か
は
学
説
で
争
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
本
条
に
一
日
ち
処
分
権
限
と
は

「
自
己
の
名
前
」
で
処
分
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
名
前
で
の
取

引
(
部
一
∞
印
∞
。
∞
)
と
、
他
人
の
名
前
で
の
取
引
(
代
理
人
と
し
て
、

湯
コ
吋
ロ
∞
。
∞
)
と
が
、
明
確
に
法
概
念
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
指
ω
田
町
民
。
∞
は
代
理
権
の
欠
州
と
無
関

係
で
あ
る
か
に
見
え
る
〈
ω
n
Z
品
2
r
2
m
p
E
C
∞
・
却
ω
田
町
〉
ロ
ヨ
-

N
印
〉
。
し
か
し
本
条
の
成
虫
時
に
「
商
法
上
の
契
約
関
係
に
よ
り
他

人
の
物
を
自
己
の
名
前
で
、
ま
た
は
所
有
者
の
名
前
で
あ
ろ
う
と
、

処
分
す
る
権
限
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
非
常
に
度
々
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
処
分
権
限
の
存
在
に
つ
い
て
の
過
失
の
な
い
錯
誤
に
保
護

が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
取
引
の
安
令
は
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

(
口
。
=
r
R
r
ユ
『
仲
N
C
L
E
=
同
D
7
2
H
『
2
z
g
切
の
回
一
∞
∞
〕
プ
∞
・
N
N
N
『
)

と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
他
人
の
名
前
で
か
、
自
己
の
名
前
で
か

の
証
明
の
問
題
の
解
決
が
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
条

に
よ
っ
て
代
理
権
の
欠
併
も
保
護
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
、
多
数
説

で
あ
っ
た
(
ロ
5
=
向
。
『
l
E
R
Z
D
σ
日
間
・
見
。
∞
一
回
一
0

・
申
ω
目
白
〉
ロ
ヨ
-

M
二
百
三
。
?
?
N
g
n
y
。
。
ロ
同
月
r
g
z
g
仏
内
}
問
R
Z
-
M
¥
ω
〉
ロ
『
]

今
回
日
印
〉
・
ω
・
ム
一
m
u
今
日
で
も
ω
n
r
r
m
2
r
q
m
F
E
C
∞
国
ム
・

〉
己
己
(
一
山
田
印
)
-
m
N
吋
〉
=
ヨ
-
u
∞
2
5
r
R
r
I
ロ
c
L
2
y
図
。
∞
-
一
吋
・

〉
丘
一
(
一
∞
町
田
)
抑
ω
m
m
.
N
)
.
r
)

(
4
a
)
冨
円
宮
内
]
2
・
欠
。
=
5
3
E司

N三
者
2
7詰
-
2
E
g
m
・
3
ω
M
-
m

立
-
〉
Z
ヨ・

ω

(
4
b
)
ζ
F
n
r
m
己
-
P
E
O
-
-
期
工
・
〉
Z
E
・
ム

(
5
)
ω
押
印
ロ
ず
l
ω
円

E
コ
N
-
が
引
用
す
る
判
決
は
見
。
N
品
目
噌
日
m
T
印
少
さ

で
あ
る
が
、
事
尖
か
ら
見
る
限
り
こ
の
判
決
は
譲
渡
人
の
所
有
権
の

ね
庇
に
も
ま
た
関
連
し
て
い
る
か
に
見
え
る
と
宮
片
宮
己
な
は
評
価

す
る
。
玄
片
宮
巴
p
s
o
-
-
m
三
.
〉
コ
ヨ
ム

(
6
)
ζ
片
宮
内
-
3
・
E
C
J
m
立
・
〉
ロ
ヨ
ム

(
7
a
)
豆
町
宮
己
戸
P
E
P
-
m
x
e
〉
ロ
ロ
ゲ
ム

(
7
b
)
ζ
王
国
内
E
F
E
C
-
-
伊
豆
'
〉
ロ
B
-
A

(

8

)

宮
田
円
吉
ぬ
-
F
E
C
-
w
市
吋
ム
・
〉
ロ
E
‘
ム

(
9
)

去
月
宮
乙
F
E
C
-
-
吋
伊
豆
・
〉
E
d
d
-
E
ロ
ハ
山
・
叫

(叩
)

Y

白
戸
内
百
乙
F
E
C
-
-
加
工
・
〉
=
2
・
∞

(
け
)
原
因
関
係
履
行
の
た
め
予
形
が
振
山
さ
れ
た
が
、
そ
の
原
因
行
為

が
無
効
(
C
E
W
2
Z
E
F
r
r
2
C
で
あ
る
時
、
取
得
者
の
善
意
に
よ

り
物
権
的
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
が
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
(
民
法

~tì.去24(4 ・ 77)717



料

八
一
二
条
以
下
)
が
発
生
す
る
、
そ
れ
故
後
述
の
岡
山
の
N
お
・
M
m
印
の

判
決
を
正
当
と
し
、
こ
の
判
決
を
非
難
す
る
∞
g
c
r
i
ω
可
口
N
-
を
、
充

分
な
理
由
が
な
い
の
に
、
小
山
口
意
の
取
得
者
は
い
か
な
る
事
情
が
あ

っ
て
も
手
形
を
占
有
す
る
も
の
と
す
る
と
批
判
す
る
、
富
三
戸
2
-
F

E
C
-
w
期
工
.
〉
=
ョ
・
回

(
ロ
)
ζ
凶
内
宮
壬
聞
の
説
明
で
は
、
返
還
請
求
権
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
原

因
関
係
が
有
効
で
あ
れ
ば
〈
原
凶
関
係
無
効
か
ら
発
生
す
る
不
当
利

得
返
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
)
、
手
形
取
得
行
為
に
民
枇
が
あ

る
と
、
諮
問
意
者
は
民
法
に
よ
り
手
形
所
有
者
と
な
ら
な
い
(
手
形
条

例
七
四
条
に
よ
り
子
形
所
有
権
得
の
効
果
は
発
生
し
な
い
と
ζ
E
W
I

R
E
は
解
す
る
、
ζ
片

E
己
F
E
0
・
w
掛
三
・
〉
=
ヨ
一
5
ι
N
〉

の
で
あ
る
か
ら
取
得
者
の
存
意
思
意
を
問
わ
ず
所
有
者
は
手
形
の
返

還
を
請
求
で
き
る
筈
で
あ
る
が
、
善
意
者
は
手
形
債
務
者
に
対
し
手

形
債
権
主
張
の
実
質
的
資
格
が
あ
る
(
冨
R
E
o
-
-
ω
は
不
正
艇
な
表
現

と
こ
と
わ
り
、
手
形
所
有
者
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
三
月
Y
R
Z
P

E
O
J
均
三
・
K
M
2
2
8
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
限
り

で
所
有
者
の
返
還
世
出
水
権
が
制
限
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
(
も
と

の
所
有
者
は
手
形
の
返
還
を
請
求
で
き
な
い
し
、
債
務
者
は
上
述
の

取
庇
を
立
証
し
て
支
払
を
ね
絶
で
き
な
い
)
。
こ
れ
に
対
し
原
因
関

係
が
無
効
(
C
5
4
円
玄
三
z
n
r
Z
E
〉
で
あ
れ
ば
、
者
意
に
よ
り
返
還

請
求
権
が
排
除
さ
れ
て
も
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
発
生
し
、
結
局

取
得
者
は
手
形
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
玄
互
巨
己
E
M
B
O
-
-

期
工
〉
=
E
・

5
が
、
し
か
し
、
善
意
で
あ
れ
ば
手
形
債
務
者
に
対

資

し
権
利
主
張
の
実
質
的
資
椅
が
あ
る
と
す
る
前
述
の
説
明
上
、
手
形

債
務
者
は
支
払
を
相
絶
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
(
Z
E
出
。
-
F
5
0
、

羽
三
.
〉
=
2
・
∞
)
。

つ
ま
り
取
得
者
の
債
務
者
に
対
す
る
一
由
で
は
、
常
に
普
意
の
取
得

者
は
権
利
者
と
な
り
、
旧
所
有
者
に
対
す
る
面
で
は
、
原
因
関
係
が

有
効
で
あ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
取
得
者
が
権
利
者
と
な
る
が
、
原
閃

関
係
が
無
効
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
よ

り
旧
所
有
者
は
善
意
の
取
得
者
か
ら
も
手
形
の
返
還
を
請
求
で
き
る

こ
と
に
な
る
。

(
内
川
)
∞
宮
己
σ
i
ω
円
円
山
口
N
W
州
内
C
5
2
8
E『

N
C
円
巧
2
7
昭
一
Q

丘
ロ
ロ
口
問
∞
〉
三
-

(
E
N
C
・
(
以
下
浮
き
寸
l
ω
E
F
巧
O
で
引
用
〉

(同
)
ω
g
c
r
ω
S
F
巧
0
・
ふ
豆
〉
コ
ヨ
ロ

(
日
)
こ
の
判
決
は
手
形
条
例
七
四
条
が
手
形
の
返
還
請
求
を
制
限
し
た

規
定
で
、
そ
の
他
の
請
求
権
に
何
の
影
響
も
与
え
な
い
こ
と
を
前
提

と
し
て
原
因
行
為
の
無
効
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
排
除
さ

れ
な
い
と
判
断
し
た
判
、
決
で
あ
る
。
2
2
r
l巳
5
5
・
実
。
-
w
掛
寸
ム
・

〉
コ
ヨ
]
ω

(
叩
山
〉
ω
g
c
r
l
ω
丹

B
E
N
-
4〈
C
J
邸
玄
・
〉
ロ
ヨ
-
一
ω

〈
げ
)
∞
窓
口
『
l年
E
口
N
w
謡、
O
J
期
三
・
〉
口
E
一
ω
、
結
果
同
説
、
ζ
a
R

ぜ
〈

m-4[mwnr。口r-qmwnHY円

---U一一ω.ω・品目ム

(旧

)
J
5
5ロ
チ
ロ
2
5
Z
E
E
-
ω
r
t〈
2
7
a
z
n
y
Z
Z
B
E
r
-
-

E
E
E
〈

C
口
N
ω
-
r
t
一
回
一
N
ロ
ロ
品
百
5
0
乙
吉
ロ
向
島
-
2
2
n
r
-
N
国
岡
山

手・

-

R
。
巧
E
P
E
論
文
は
自
説
の
主
張
に
主
力
を
置
い
た
の
で

~UL24(4 ・ 78)718



円

な
く
、
ハ

l
グ
統
一
規
則
の
解
説
を
け
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
統

一
規
則
一
五
条
二
項
の
解
説
は
、
以
下
の
内
容
で
あ
る
。
統
一
規
則

一
五
条
二
項
は
、
受
取
人
ま
た
は
振
出
入
の
保
護
如
何
の
問
題
を
、

未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
振
出
入
は
受
取

人
と
山
引
受
人
と
原
因
関
係
に
よ
り
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
の
理
由

だ
け
で
、
各
画
法
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
か
ら
、
善
意
の
被
災
害
人
の

保
護
の
み
が
原
因
行
為
か
ら
独
立
し
た
規
制
を
必
要
と
す
る
(
巧

E
1

2
L
U
N
Z月
三
-ω
由
)

0

叫
古
川
z

誌
の
被
災
害
人
に
つ
い
て
統
一
規
則
一
五

条
二
項
は
、
一
地
説
(
一
5
2
Z
=号
、
円
7
2
2る
と
実
務
に
よ
り
手
形

条
例
七
四
条
に
与
え
ら
れ
た
意
味
で
理
解
さ
れ
る
(
巧
E
E
Lゆ

N
E対

立・

ω
∞
)
。
つ
ま
り
所
有
権
取
得
は
、
資
格
の
存
在
と
取
得
者
の
詩

意
に
の
み
結
び
つ
い
て
い
る
、
「
山
立
志
は
取
得
者
自
身
の
み
が
能
力

が
あ
る
か
ぎ
り
で
、
処
分
権
の
欠
献
と
同
様
に
所
有
権
の
欠
献
の
み

で
な
く
、
取
得
基
礎
包
2
2
g
m
Eコ
牛
)
の
そ
の
他
の
限
庇
も
治
癒

す
る
。
」
宅
王
国
主
の
解
釈
は
文
一
二
口
に
よ
る
の
み
で
な
く
物
権
行
為
の
本
質

と
要
件
に
つ
い
て
の
見
解
が
分
裂
し
て
は
法
の
統
一
が
不
可
能
と
の

理
由
に
も
と
づ
く
(
君
主
ω
E
N
Z月
又
-ωU)。

(
悶
)
ピ
ロ
m
g
u
U
2
伊
ゲ
戸
号
待
問
者
z
r
E
Z染
色

5
ロ
R
r
p
B

国ロ
ω
m
q
君
。
円
『
ω号
E
M
g
l出
r
r
C
2
5口
〈
司
D
N
ω
-
P
一
二
回
一

M
E

}12gnr
ユ
E
E
F円
何
百
民
自
件
。
-
2
2
=
一回一

ω
な
お
戸
川
5mmHM
に
は
別

著
対
『

2
z
g
m子。
2
Z
E
M
7
2円一向
2
河
合

-nZRnT同一回
O

町
、
か
あ
り

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
、
手
形
条
例
七
四
条
は
民
法
が
無
記
名
証

手形法16条2項t口、わゆる「善意」について

券
に
与
え
て
い
る
以
上
の
保
護
を
、
債
権
取
得
の
際
に
善
意
・
有
資

格
の
所
持
人
に
与
え
て
い
る

(
F
g
m
g
-
穴
月
払

5
5子
8
2
?
ω
-

UN〉
。
つ
ま
り
前
者
の
所
有
権
欠
紙
の
み
が
治
癒
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
権
利
の
取
得
は
拍
車
日
意
の
被
裏
書
人
の
た
め
に
譲
渡
行
為
の
有
効

性
と
独
立
し
て
な
さ
れ
る
。
無
能
力
者
の
無
効
な
巣
書
も
ま
た
、
善

意
の
取
得
能
力
者
百
円
君
。
号
弘
喜
一
向
。
)
に
、
所
有
者
と
債
権
者
と
し

て
の
地
位
を
作
り
山
す

(
C口問
g
w
開
局
主

5
5
5
0
3
?
ω
・∞
M)。

(
加
)
「
山
口
問
命
P
E
O
-
-
ω

吋
町
、
な
お
こ
の
点
、
学
説
判
例
に
異
論
は

な
く
、
所
持
人
は
所
有
者
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。

(
引
)
こ
の
統
一
規
則
一
五
条
二
項
の
訳
は
巧
E
E
ι
-
N
E
m
豆
-
二
『

の
〉
コ
r
E
m
に
あ
る
独
訳
に
よ
る
。

(
辺
)
ピ
ロ
m
p
g
o
J
ω
ω
'
ご
!
一
日

(

明

心

)

「

mE四
g
w
E
C咽

ω・
↓

N

(
引
け
)
『
口
問
内
P
E
O
-
-
∞
-
-
N、
た
だ
し
戸
山
口
町
内
ロ
は
、
取
得
者
自
身

の
旬
。
門
事
口
に
由
来
す
る
、
権
利
行
使
を
妨
げ
る
仰
い
枇
(
た
と
え
ば

自
己
の
行
為
能
力
の
欠
巴
の
あ
る
場
合
は
勿
論
除
外
す
る
。

(
お
〉
ピ
ロ
m
g
は
、
形
式
的
資
格
を
持
っ
て
、
自
分
が
債
権
者
と
な
る

と
信
じ
、
手
形
取
引
に
必
要
な
注
意
の
重
大
な
侵
害
な
く
し
て
、
そ

の
よ
う
に
信
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
者
が
、
自
己
に
取
得
を
妨
げ
る

事
由
の
な
い
か
ぎ
り
、
災
際
に
債
権
者
で
あ
る
と
判
断
す
る
(
C
D
I

mopso--
∞
一
日
)
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
の
問
題
点
と
し
て
、
民

法
と
街
法
の
適
用
の
結
果
、
流
通
能
力
の
高
い
無
記
名
証
券
よ
り
指

凶
証
券
が
、
高
い
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
ピ
コ
m
g
は、

北法24(4・79)719



料

こ
の
間
-
忠
を
前
著
何
百
白
骨
5
2
5
2
ュ2
5
Z
C
同
F
m
g
H凶
2
5
2
2
E

一
呂
田
で
扱
か
っ
て
い
た
|
|
こ
の
論
点
を
絞
初
に
提
川
し
た
の
は

恐
ら
く
γ
E
r
-
-
宅
内
門
丹
宮
司
芯
Z
F
E
E
M
片
岡
2
-
M
n
r
g
刀
2
7仲
間

L
2

p

c門戸圃
7
3
F
戸
内
z
z
o
-
-
ω
ω
・
芯

l
G
か
)
。
し
か
し
τ
=
m
g

は
、
民
法
血
ハ
の
立
法
者
が
、
こ
の
点
で
、
手
形
条
例
を
変
更
し
た
と

は
一
一
言
い
え
な
い
し
、
子
形
条
例
は
、
特
別
法
と
し
て
民
法
に
優
先
す

る
と
、
説
明
す
る
。

(お

a
)

『
口
町
内
ロ
は
、
次
の
環
由
を
あ
げ
る
、
統
一
規
則
は
ト
イ
ツ
の
立

法
者
の
作
成
し
た
も
の
で
な
く
、
た
ま
た
ま
法
文
が
外
観
上
同
一
で

あ
る
か
ら
と
三
回
っ
て
、
一
般
私
訟
に
従
わ
せ
る
必
要
も
な
く
、
法
の

観
念
は
当
該
「
法
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
、
他
の
法
に
よ

る
補
充
・
準
拠
を
必
要
と
し
な
い
と
(
円
四
ロ
向
。
P
E
C
噌
∞
一
ω
)
。

〈お
b
)

た
だ
し
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
は
、
資
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、

切江』
3
・
0弓

ω『ω昨Er件。同り
q
H仏
2
H
M
m
E
の
『
門
凶
作
巴
同
ω
η
}
M
E
M
-
N
β
n
y司
1

2
Z
5
0
∞
・
ω
-
N
吋
∞
の
み
で
あ
る
、
「
:
:
:
錯
誤
、
詐
欺
、
そ
し
て

強
迫
の
よ
う
に
処
分
行
為
の
怠
思
欠
献
も
ま
た
、
重
過
失
の
な
い
受

取
人
に
、
対
抗
さ
れ
え
な
い
o
」

(
げ
)
p
r
p
君
主
主
H
E
E
E
M
2
r
B
E
・
吋
E
2
(
-
2
3
・
ω
・

一
∞
N
U
U
2
ロ
ゲ
ロ
ベ
m
・
0
日
切
戸
畑
『
問
2
2
n
Z
H
N
2
E
-
国
¥
-
一
回
口
∞
・
ω
・

ム
O

∞
-
H
N
m
r
r
m
E
W
E
-
m
3
2
=ゅ

U
2
z
z
t
F
n
}
戸
時
}
C
己
E
D
m

z
g
・
明
三
・
〉
ロ
2
・
N
(
同
一
性
の
調
査
義
務
あ
り
Y
F
E込
E
P

〉
-
K
2
5
5
0
m
a
R
r
。
ロ
ロ
L
〉
]
]
問
。
E
2
2
0
2
窓
口
巳
の
広
間
}
出

〈〈虫υ-Mωめ一白円仏=ロロ岡田-∞山市山・ω-N∞。

資

(
お
)
]
白
S
E
-
t
〈
ゆ
ユ
宮
宮
内
円
何
回
=
何
一
戸
高
ロ
ヶ
2
m
ω
Z
E
昏
E
Y
E
A
-

〉
Z
・
プ
一
回
一
寸
(
以
下
γ
s
r
ケ
名
句
で
引
用
)
、
V
S
E
の
本
書
の

詳
細
な
紹
介
・
検
討
は
す
で
に
河
本
「
有
価
証
券
に
お
け
る
レ
ヒ
ツ

シ
ヤ
イ
ン
」
神
戸
法
学
二
巻
四
号
七
三
三
頁
に
よ
り
な
さ
れ
て
い

る
。
な
お
F
S
E
の
本
占
で
は
す
で
に
ハ

l
グ
統
一
規
則
に
一
言
及
さ

れ
て
い
る
。

(
m
U
〉
そ
れ
故
、
手
形
条
例
七
四
条
と
統
一
規
則
一
五
条
二
項
に
よ
っ
て
、

不
当
利
得
返
還
請
求
総
は
排
除
さ
れ
な
い
3
g
c
r
l
ω
て
き
N

を
批

判
)
。
』
R
O
E
-
4
〈
司
J
ω
一
包
・
〉
=
E
ω
吋

(

犯

)

』

ω向
。
寸
了
巧
匂

J
ω
・

5
印

(
引
)
]
R
O
E
-
t
そ
勺
・
・
ω
・
呂
田

(
位
)
』
R
o
r
-
は
、
こ
れ
が
条
理
(
Z
ω
昨
日
L
Z
ω
ω
吾
作
)
に
も
対
応
す

る
と
説
く
。
γ
n
o
r
-
w
t
〈
同
V
J
ω
・
-
m
m

(
お
〉
V
E
r
r
当
H
V
-
ω
一
m
m

(
引

C
V
S
E
は
こ
の
山
題
が
、
右
側
証
券
法
の
範
囲
か
ら
外
れ
る
問
題

で
あ
る
と
評
す
る
。
]
m
g
z
w
者
旬
、
ω
一
号

(
お
)
]
ω
g
g
-
宅
用
y
w
ω
・
5
吋

(
お
)
自
ら
な
す
取
引
に
お
い
て
、
花
意
が
可
能
で
あ
る
が
、
取
得
行
為

の
以
前
に
存
在
す
る
事
実
、
た
と
え
ば
譲
渡
人
に
、
処
分
権
が
あ
る

と
の
事
実
を
調
査
す
る
の
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
F
S
玄
は
判
断
す

る
。
】
R
O
E
-

巧吋
J
ω
・
一
四
吋

(
釘
〉
ハ

1
グ
統
一
規
則
が
独
自
に
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
統
一
規
則

一
五
条
二
項
の
本
質
は
、
物
権
法
の
規
則
で
、
権
利
に
証
券
の
規
則

~tìl;24(4 ・ 80)720



付

を
適
用
す
る
た
め
に
、
権
利
と
証
券
の
結
合
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と

説
明
す
る
。

]mgg-
名
句
、

ω・一回吋

(
刊
ぬ

)
F
E
E
-
4弓
M
M

・
-ω
・
5
吋

(
犯
)
処
分
権
限
を
有
す
る
者
の
具
体
例
と
し
て
、
代
理
人
(
〈
ゆ
『
昨
日
常
円
)

と
使
者
(
問
。
件
。
〉
が
あ
げ
ら
れ
る
。

γ
g
rケ
項
目
M

w

ω

}

匂
・
〉
ロ
目

印
#

(
川
刊
)
ま
た
善
意
(
同
a
r
n
r
f
E
)
概
念
が
条
約
国
に
つ
き
同
一
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
が
破
産
法
の
場
合
(
破
産
法
七

条
)
に
知
っ
て
い
た
例
外
は
、
手
形
に
つ
い
て
、
考
慮
さ
れ
な
い
が
、

そ
の
他
の
裏
書
可
能
な
指
図
証
券
は
、
こ
れ
と
異
な
る
と
解
す
る
o

r
g玄・
4
〈
司
J
ω

・
5
∞
・
〉
2
3
・
印
少
そ
れ
故
、
』
出

g玄
は
破
産

手
続
開
始
後
、
破
産
債
務
者
か
ら
善
意
で
手
形
を
取
得
し
た
者
を
保

護
す
る
。

(川引〉

vnor-
は
こ
の
義
務
を
、
積
極
的
な
義
務
と
解
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
(
怠
た
れ
ば
重
過
失
)
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
、
こ
の

点
に
つ
き
河
本
・
前
掲
論
文
・
神
戸
法
学
二
巻
四
号
七
三
三
頁
以
下
o

r
s
z
は
、
た
だ
こ
の
調
査
義
務
が
、
指
図
証
券
と
無
記
名
目
誕
券
を

区
別
す
る
徴
表
を
作
り
出
す
と
、
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
(
無
記
名
証

券
で
は
権
利
移
転
の
た
め
に
は

d
σ
2宮
Z
で
足
り
る
か
ら
、
同
一

性
の
一
調
査
を
問
題
と
す
る
余
地
は
な
い
〉

orsrr
巧同
ι
J
ω
・一回∞

〈
位
〉
旨

srH
と
通
説
の
差
が
留
保
つ
き
で
あ
る
が
接
近
し
た
も
の
で
あ

る
以
上
、
通
説
と
最
も
対
立
し
た
主
張
を
し
た

E

5
官
l
E
n
r
o
-

5
2
m
の
説
の
紹
介
の
必
要
が
あ
る
。
ロ
{
主
口
問
2
l
Z
R
r
o
z
r
c円聞は、

手形法16条2項にし、わゆる「善意」について

手
形
条
例
七
四
条
に
臼

E
r
l己
E
R
が
認
め
る
、
広
い
意
味
を
あ

た
え
る
の
は
、
適
当
で
は
な
い
と
考
h

ええる(りロん

U
自
出
。
∞
固
-
∞
-
弓OP?.J.
ゆ

ω
白
虫
印
〉
口
自
白
巴
)
。
指
図
戸
証
証
券
の
被
甫
裏
問
書
人

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
証
券
を
取
得
す
る
法
律
行
為
の
綴
庇
は
、
証
券

の
形
式
的
な
行
為
が
存
在
す
る
だ
け
は
、
治
癒
さ
れ
な
い
(
門
M
F
2
D
l

伺

2
l出
R
Z
5
5同司

E
0
・
四
ω
目
印
・
〉
ロ
ヨ
・
回
〉
。
手
形
条
例
三
六
条

が
、
示
唆
す
る
と
お
り
、
手
形
条
例
七
四
条
は
、
最
後
の
裏
書
の
前

に
あ
る
一
一
泉
書
に
の
み
関
連
す
る
と
、
主
張
す
る

(
Uロ酌

⑦

gロ
σEz吋認悶唱

g。φ.w
一
叩
ω
白
山
・
〉
コ
5
・
5
0
し
か
し
同
書
の
改
訂
版
で
は

若
千
の
変
更
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
最
後
の
哀
警
が
偽
造
さ
れ
た

か
否
か
を
問
わ
な
い
し
、
ま
た
取
得
者
が
重
過
失
な
く
し
て
裏
書
人

と
自
称
し
た
者
か
ら
取
得
し
た
同
一
性
の
欠
歓
か
否
か
を
も
問
題
と

し
な
い
(
ロ
R
E
m
2
l出
R
Y
S
E
a
-
U
S
図
。
∞
宅
・
一
回
ω
M
J
閣

ω8・

〉ロ
5
・
5
0
適
法
な
所
持
人
の
不
誠
実
な
被
用
者
、
が
、
会
社
の
裏
蓄

を
偽
造
し
、
善
意
の
第
三
者
に
交
付
し
て
も
同
条
が
機
能
す
る
(
ロ
民
1

5
同

2
l
z
m
n
r。
=σロ『
m
w
0
2
目
。
回
宅
・
3
ω
N
J
叩

ω目印・〉口同己・∞〉。

取
得
者
の
善
意
は
、
前
に
あ
る
裏
書
と
同
様
に
最
後
の
裏
書
の
椴
庇

も
治
癒
す
る
。
し
か
し
善
意
は
証
券
の
譲
渡
人
の
譲
渡
の
権
限
(
〈

T

門
戸
宙
開

2
口問
ω一Z
P間
E
C
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

前
所
有
者
(
〈
R
g
m
E
2
)
の
能
力
に
お
け
る
回
収
庇
は
治
癒
さ
れ
な
い

(
u
f
E
m
2
1国
号
宮
口
rc円m
u
u
s
図
。
回
一
切
羽
ω
由
印
.
〉
ロ
ヨ
一
O

〉、

こ
の
点
で
は
旧
版
と
の
ち
が
い
は
な
い
。
な
お
、
旧
版
で
は
通
説
乞

肯
定
す
る
と
引
渡
証
券
(
斗
円
邑
E
9
5宮
司
百
〉
の
一
種
の
倉
庫
証
券

北法24C4.81)721 



料

で
不
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
す
る
説
明
が
あ
っ
た
、
つ
ま
り
商
業

補
助
者
(
出
自
己
E
m
田
岡
岳
ニ
町
巾
)
が
、
物
そ
の
も
の
を
代
理
権
が
あ
る

と
称
し
て
、
譲
渡
し
て
も
善
意
取
得
は
否
定
さ
れ
る
が
、
物
で
な
く

白
地
裏
書
を
具
え
た
、
指
図
式
の
倉
庫
証
券
を
無
権
代
理
に
よ
り
譲

渡
し
た
時
に
、
善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
不
当
で
あ
る
と
批

判
し
た
(
U昨
E
m
R
i
同
R
r
g
r
己
m
w
ロ
盟
国
の
回
一
一
回
一
0
・
w
間

ω白印・

〉
口
百
四
)
。
豆
町
古
岡
市
町
l
出
R
Z
D
r
R
m
の
旧
版
は
最
も
徹
底
し
た
も

の
で
、
無
記
名
証
券
と
指
図
証
券
(
手
形
)
の
保
護
範
囲
を
同
一
に
解

す
る
。
同
説
と
し
て
∞
R
r
B
E
D
-
〈
巾
ユ
5
5
5
R
}
E
t
F
B
河
2

5

L
め
円
巧
2
8
8
5
。
・
E
自
穴
三
口
一
回
ω
一
・
ω
・
ω
品
。

(
門
刊
〉
例
え
ば
、
手
形
条
例
下
で
は
、
の
と
F
F
F
E
Z
E
ι
吋
E
問
宅
2
2

色
合
的
問
己
窓
口
2
2
Z
ロ
ω
寸
己
目
当
R
Z
己
2
4〈
2r・

0
岡
田
切
の
E
r
=ー

と
件
一
回
一
M
'
ω
・
一
印
後
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
統
一
法
会
議
で
ト
イ
ツ
代

表
の
ρ
E
自
己
耳
切
乞
、
が
の
2
2
2
ロ
n
E
g
g
s
-
ω
宅
の
下
で
の
Z
ι

P
E
Y
概
念
と
し
て
説
明
し
た
(
ド
2
悶
5
a
z
a
5
=
p
m
円
買
仕
え

同
y
m
H
D
Z
門
口
白
2
0
ロ
ω
-
n
c
口
町
向
円
g
n
m
z
叶
子
σ
C
E
ご
円
丸
一
o
ロ
E
H
F
-
E

C
コ
回
ニ
一
ω
え
何
回
一
}
出
口
m
m
y
司

3
5
2
m
o
q
z
c
g
p
n
7
2
5
出
・
同
町
込

印
。
m
a
g
-
一
回
ω
0
・
℃
・
一
芯
∞
笥
吋
3)、
そ
の
他
巧
Q乙一=『ロ『戸唱
L珂司は「z⑦2吋《ι凶g〈2「『。?l
 

r
宵
円
凶
号
凶
汚
円
吉
丹
σ
N
5
Z
2
g
巧
2
r
z凹σ己与一可門2rz同5∞F。巳止F芹苛仲可円忌悼悶常⑦:NE戸B出凶Eロ旦ι?i
 

。己一rω門阿戸、=同♂.E

。wω.叫吋吋{吟『
U

固
σ3ロ足同ロM
お
円
官
.
E

。切
ω吋吋吋
U

二一ω凶円目7宮M百拘己円ロ凶百伶2g同口ヨ吋=守dT 
l
 

ω
自
口
=
P
.
ロ
作
司
君
。
円
官
。
-
3
5
円
r
r
E
P
閲兵
2
2
E
Z
E
E
n
r
《
凶

3

5
5
口
当
2
Z
Z
2
2
N
・
宮
田
-
F
巳
『
E
S
E
-
u
ω
ム
ω
M
m
-
〉
ロ
5
・

資

N
0
・
が
あ
り
、
と
り
わ
け

THHが
こ
の
説
の
首
唱
者
ち
あ
る
。

(
判
)
ド
イ
ツ
普
通
法
上
、
取
得
時
効
(
何
百
件
N
E
巴
の
た
め
に
は
「
善
意

の
占
有
(
m
E
F
Z
ニw
o
E
N
)
」
が
要
求
さ
れ
、
こ
の
場
合
の
善
意

と
は
人
が
物
の
先
占
(
〉
ロ
巳
間
口
g
m
〉
に
お
い
て
実
質
的
不
法
を
な
し

て
い
な
い
と
の
誠
実
な
確
信
(
お
缶
百
宵
吋
の
σ
2
8
a
g
四
)
と
理
解
さ

れ
(
宅
5
ι
R
Z
E
-
c
z
z
n
r
ι
2
3
豆
島
窓
口
耳
n
E
乙
・
一
∞
2
・ω・

印
ω
Y
F
B
E
円
四
・
3
口
母
E
g
-
-
一
∞
旧
日
ω
、
合
口
)
こ
の
善
意
の

定
義
の
中
に
能
力
と
代
理
権
に
対
す
る
善
意
を
含
ま
-
せ
る
説
が
あ
っ

た
(
巧
E
R
E
L
-
E
O
-
-
ω
・
印
ω
品
-
E
5
・
∞
)
。

ま
た
取
得
時
効
の
要
件
の
「
権
限
(
吋
区
己
)
」
に
つ
い
て
は
取
得

者
が
錯
誤
で
有
効
な
取
得
事
実
が
あ
る
と
考
え
た
場
合
に
(
つ
ま
り

吋
己
主
ぞ
号
。
一
に
よ
っ
て
)
も
、
取
得
時
効
が
成
立
す
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
(
実
5仏
R
f
E
V
E
C
-
-
ω
'
印
ω
T
U
2
ロ
ゲ
日
間
ゆ
B
O
-
-
ω

ム印一)。

(
必
)
以
上
す
べ
て
円
L
C
M
-
E
C
J
ω
・
吋
に
よ
る
。

(
伺
)
普
通
法
上
の
取
得
時
効
と
の
関
連
を
明
確
に
主
張
し
た
の
は
(
資

料
か
ら
み
る
か
ぎ
り
〉
の
と
F
E
-
E
O
-
-
ω
・
5
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
(
戸
口
u
p
出
2
1
。
r
p
伊
7
2
ロ
2
5
E
d
が
こ
の
の
と
F
E
に
よ
る
〉
。

し
か
し
、
の
と
-
m
ヨ
は
普
通
法
の
取
得
時
効
の
諮
問
意
が
、
譲
渡
行
為
の

ん
土
法
的
照
庇
を
補
完
す
る
と
説
明
し
、
体
系
警
(
、
E
b
-
-
の
ユ
ル
ロ
Y
E
?

〈

C
口
(
リ
自
民
2
ロ
等
)
が
取
得
行
為
の
す
べ
て
の
限
庇
に
善
意
、
が
及
ぶ

と
解
し
て
い
る
(
た
だ
し
こ
れ
は
不
正
確
、
包
括
的
な
表
現
は
引
用

の
体
系
書
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
)
と
述
べ
る
が
、
両
者
に
関
連
が

北法24(4・82)722



付

あ
っ
た
と
の
J

証
拠
を
あ
げ
て
い
な
い
ハ
の
と

F
F
E
C
-
-
ω
・
5
『『)。

(
リ

ω-zs
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
(
問
。
N

合・
M
自
己
を
引
用
す

る
が
、
こ
の
判
決
は
後
に
ふ
れ
る
と
お
り
、

{Uω-ZE説
を
補
強
す

る
も
の
で
な
い
。

(
E
F
Z
F
t〈
R
Zめ
]
巴
町
内
己
E
B
E
L
t〈
2
r
l

mゆ}『己三
R
E悶

N
E
H
μ
ω
?
ω
ヨ
コ
も
引
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が

(
r
F
S
O
-
-
ω
・
ミ
・
〉
ロ
ヨ

ω)
こ
れ
も
取
得
時
効
と
の
関
連
を

明
確
に
す
る
と
断
言
で
き
な
い
)

0

そ
れ
故
現
在
の
と
こ
ろ
の
と

F
E
説
を
採
る
の
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
と
考
え
る

Q
E口
N
7
E
O
-
-
ω
-
g
-
〉
コ
ヨ
土
)
。

(
円
引
)
た
と
え
ば
、
無
記
名
式
の
株
式
と
社
債
、
持
参
入
払
式
の
小
切
手

で
あ
る
。
そ
の
他
ド
イ
ツ
法
上
、
土
地
負
担
証
券
(
の
E
ロ
ιω
円
F
E
E
l

z
E〉
、
定
期
土
地
負
担
証
券
(
問
g
g口問
E
E
F
E
)
を
無
記
名
と

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

(
F
r
E
K
l
N
邑
R
F
当
2
8
8
-
2
l

円
。
円
乞
・
∞
〉
ロ
{
}
(
一
句
。
)
・

ω・吋

TC]HHM2・
g
o
w
ω
田
区
間
)
。

無
記
名
一
証
券
の
善
意
取
得
者
に
は
、
民
法
の
保
護
が
認
め
ら
れ
る

(
異
説
な
し
、
河
内
F
F
E
7
N
2
-
5
p
s
o
-
-
ω
・
プ
己
]
ヨ
qw
出回。
J

ω・
3

T

∞E
E
σ
R
F
l
Zえ
2
自
。

r
f
t司
R
Z
m
-
m
g
Z
N
Cロ
仏

ω円
yl

司円
T
m
a
m
t・
一
口
〉
丘
一
(
-
∞
吋
O
)
・
ω・
印
良
一

dS口
。
戸
巾
円
r
p
。
a

HNmnZ
仏

2
t〈
2
8毛
E
m
-
-
∞
2
・
ω・
コ
{

U

「
cngHw
河内円
Z

LOHtJ121仲
間
出
立

2・P一一
YA吋
ω・
ω田
町
一
〕
山
口
9
σ
r
d〈
司

Jω
・一一山
O
)
。

当
然
、
商
法
三
六
六
条
の
保
護
は
、
無
記
名
証
券
に
も
認
め
ら
れ

る

(
F
R
Z
F
2
0
・
ω・
さ
U

〈

0
2
0庁
長
P
E
O
-
-
ω
-
一
∞
)
。
そ

し
て
流
通
能
力
が
高
け
れ
ば
、
理
論
上
当
然
善
意
者
の
保
護
も
高
く

手形法16粂2項にし、わゆる「善意」について

な
る
筈
で
あ
る

(Q』
ωR円or玄回了
.

J

巧ξ
同司りνy.よ切

ω
-∞
宝
品
.
〉
口
ヨ
.
品
お
ω
U
匂ロF

出
R
吋ff戸百勾口ゲ己吋£悶
w
U
E
E
O回
一
u
-
0
・抑

ω目
印
・
〉
ロ
ヨ
・
白
)
。

(

川

判

)

ロ

Z
2
h
d
m
2
i
Z
R
rロ
r
R
m
-
E
O
-
-
〉
ロ
宮
口
m
-
E
抑制

ω
8
1

ω四
日
〉
ロ
ヨ
一
プ
』
R
c
r
r
巧ア
ω・
き

(
川
刊
)
ロ
王
口
問
。
円
l出
R
Z
D
r
2
F
E
C
-
-
〉ロ
E
a
-
N
C
期
初

ω由印
l
l

ω目印
-
E
5・
二
一
』
R
O
E
-
0
2
ω
円宮内
rm}田
君
主
宮
司
H
R
N白
河

町一
yuω

(
叩
)
』
Rcσ
戸
は
、
通
説
を
と
る
と
、
同
一
の
権
利
を
証
券
化
し
、
ま
た

無
記
名
証
券
、
が
よ
り
白
由
な
取
引
に
使
用
さ
れ
る
た
め
に
作
ら
れ
て

い
る
の
に
、
指
凶
証
券
、
が
よ
り
高
い
保
護
を
受
け
る
の
を
不
当
と
し

て
、
か
つ
て
は
譲
渡
人
の
所
有
権
の
欠
伽
の
み
が
、
治
癒
さ
れ
る
と

解
し
た
。
ま
た
通
説
を
採
れ
ば
、
小
切
手
法
に
つ
い
て

C
m
E
B
T

丹

5
5
3矢
口
口
聞
が
二
つ
の
方
向
(
無
記
名
証
券
と
指
図
証
券
)
で
異

な
る
が
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
と
も
批
判
し
た
、
守
口

or--uw
巧
2
7

HVmGF5F自
民
片
岡

q
z
n
7
3
月

2
7丹
牛

耳

0
2
g
n
r
mロ
列
企
nZ-

一山口一

-ω'
吋
ω
L
m
g
J
O
R
ω
口
ymロ
f
r
t
F司
8
3
5・
N白
河

8
・

uω 

〈
引
〉
「
民
法
と
一
八
九
七
年
の
商
法
の
施
行
に
よ
っ
て
三
九
年
前
す
で

に
存
在
し
て
い
た
不
均
衡
が
い
っ
そ
う
明
僚
と
な
っ
た
o

」
巧
DEw

--Hr日
仏
g
〈

2
5
r
a
R
Y三
N

5
ロ
2
2
巧
R
Z巾
-
5
n
z
.
E

E

E
悶
命

N
C
B
F
E巾
]
回
日

n
z
q
o
m仲
間

ω
Z
F
P
斗
去
の
-
g牛
)
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一
回

ωム
.ω
・
ム
印
}

〈
臼
)
な
お
こ
の
点
は
、

現
行
小
切
手
法
が
指
図
式
と
持
参
入
払
式
の
両



料

者
に
、
等
し
く
小
切
手
法
一
二
条
を
適
用
す
る
結
果
、
旧
法
ほ
ど
切

実
な
問
題
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
他
の
無
記
名
証
券
で
は
な

お
、
問
題
を
残
し
て
い
る
。

(
臼
)
こ
の
分
裂
を
、
回
避
す
る
た
め
に
特
別
法

(
F
E
q
B
n
r
C
の
概

念
か
ら
、
こ
の
問
題
に
取
組
ん
だ
も
の
に
わ

ω-zpHDE-円
己
ロ
仏

、H
，
g
同
君
。
戸
件
。
仏

2
間
口
丹
市
ロ

2
2
Zロ凹
σ
2
2
4〈
2
}回目
-R当
日
σ・
UFg-

C
E
-
r者
ωE.
一
回
一
叫
が
あ
る
。

通
説
に
よ
る
善
意
取
得
者
の
保
護
に
つ
い
て
の
無
記
名
証
券
と
指

図
一
証
券
の
問
の
不
均
衡
を
不
当
と
し
て
、
「
我
々
は
そ
れ
故
一
九
0
0

年
一
月
一
日
に
効
力
を
発
生
し
た
立
法
は
よ
っ
て
、
善
意
の
手
形
取

得
の
要
件
、
が
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
か
否
か
を
自
問
す
る
。
」

({ν-rp

s
o
-
-
ω
M
G
)
 

し
か
し
通
説
は
手
形
法
を
特
別
法
と
し
て
、
民
法
に
よ
っ
て
変
更

さ
れ
な
い
と
す
る
。
の
と

-mg
は
通
説
の
特
別
法
の
概
念
は
不
明
篠

で
、
そ
れ
は
結
局
絶
対
的
な
総
意

?
g
o
-口
問
。
巧
三

E
る
と
な
る

と
す
る
(
の
と

E
F
S
O
J
ω
・
一
色
。
む
し
ろ
手
形
条
例
は
、
民
法
に

よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
手
形
条
例
七
四
条

が
民
法
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

そ
の
手
掛
り
が
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
三
二
条
で
あ
る
。
「
ラ
イ
ヒ

の
法
規
定
は
効
力
を
持
ち
つ
づ
け
る
。
し
か
し
民
法
典
ま
た
は
本
法

に
よ
っ
て
廃
止
(
〉
三
宮
古
口
問
)
が
明
ら
か
で
あ
る
か
、
ぎ
り
で
失
効

資

す
る
。
」
h
m
-
E
E
は
、
民
法
典
に
と
っ
て
諮
問
意
の
保
護
に
関
し
、
無
記
名
証

券
の
上
に
、
手
形
を
置
く
理
由
は
な
い
、
最
も
流
通
性
を
高
め
ら
れ

て
い
る
の
は
無
記
名
証
券
で
あ
り
、
「
そ
れ
故
、
手
形
と
無
記
名
証
券

が
、
諮
問
意
に
関
し
て
、
異
な
っ
て
扱
か
わ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
、
無

記
名
証
券
の
善
意
、
が
よ
り
高
い
保
護
を
享
受
す
る
よ
う
に
の
み
、

そ
れ
は
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
送
で
は
な
い
。
」
と
判
断
し
て
、
現

行
法
の
統
一
性
と
無
矛
盾
性
の
原
理
の
適
用
の
結
果
、
「
無
記
名
証
券

の
善
意
取
得
に
つ
い
て
効
力
を
持
つ
民
法
典
の
原
則
と
手
形
条
例
七

四
条
が
矛
盾
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
手
形
条
例
七
四
条
が
民
法
典
の

原
則
と
一
致
す
る
よ
う
な
方
法
で
変
更
さ
れ
た
。
」

(
C
E
R
E
O
-

ω
ω
M
)
と
解
す
る
。

の乙
-
m
E
は
、
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
、
批
判
説
か
ら
加
え
ら
れ
町

M'

た
論
点
を
回
避
す
る
。
結
果
と
し
て
は
、
基
本
的
に
ロ

E
品
2
i

出

R
Z
5
5
m
の
旧
版
と

F
S
E
の
旧
説
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
そ

の
後
の
ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
、
の
と
r
B
と
令
一
く
同
じ
説
を
係
る
学

説
は
な
い
か
に
見
え
る
。

(
U
A

〉
上
述
の
と
お
り
無
制
限
説
で
徹
底
し
て
い
る
浮
き
vi臼
E
E
と、

こ
れ
と
若
干
異
な
っ
た
説
を
と
る
宮
正
面
巴
ω
が
あ
っ
た
。

(
日
)
制
限
説
で
徹
底
し
て
い
る
(
つ
ま
り
善
意
取
得
の
た
め
に
は
最
後

の
一
美
書
の
有
効
性
を
前
提
と
す
る

)
2
5四日
l
F円
E
E品
の
初

期
の
説
と
、
か
な
り
の
範
囲
で
取
得
者
を
保
護
す
る

rnor-
が
あ
っ

た

北法24(4・84)724

(3) 

判
例
の
検
討
(
手
形
条
例
下
〉



〈

1
b】

体
系
書
・
注
釈
書
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
通
説
に
従
っ
た
と
評
価

い
ず
れ
も
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

(
以
下
刻
。
)
の
判
決
で
あ
る
。
体
系
霊
園
等
の
引
用
は
適
切
か
、
そ
の
評
価
は

さ
れ
て
い
る
判
決
を
抽
出
し
て
検
討
を
加
え
る
。

妥
当
か
、
こ
れ
に
視
点
を
合
わ
せ
て
手
形
条
例
下
の
判
例
の
全
体
を
明
確
に

す
る
よ
う
に
努
力
す
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
手
形
条
例
七
四
条
に
関
す
る

判
例
の
動
向
を
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
と
り
あ
げ
る
べ
き
判
決
は

重
要
と
考
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
た
び
た
び
引
用
さ
れ
る
到
の
N
h
3
・
M
m
一一

付

印ω
w

M
口
士
山
印
"
ミ
山
吋
ナ
一
∞
品
の
四
つ
の
判
決
で
あ
る
。

ハ
2
v

l

H

N

の

-sco--
∞
U
H
N
O
N

お
-

N町
一

(
事
実
)
本
件
手
形
は
振
出
入
R
、
引
受
人
X
(原
告
)
、
満
期
一
八
九
八

年
一

O
月
二
八
日
、
額
面
五

O
O
O
M、
R
の
白
地
一
一
泉
書
を
具
え
た
も
の

手形法16条2項にL、わゆる「善意」について

で、

X
の
申
立
に
よ
れ
ば
、

X
は
こ
の
本
件
手
形
を
、
代
理
人
O
に
交
付
し
、

手
形
の
割
引
を
依
頼
し
た
。
と
こ
ろ
が
O
は
X
の
代
理
人
と
称
し
て
、
被
告

Y
の
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
、
二
台
の
車
に
つ
い
て
の
売
買
契
約
を
結
び
、
そ
の
代

金
支
払
の
た
め
、
本
件
手
形
を
譲
渡
し
た
。
そ
こ
で
X
は
手
形
の
返
還
を
求

しめ
たる
ヵ tこ
、め

罫杢
口 元広

号岩
aO提
2 起
tL〈し
ー立た
t士、-
x r 
の只
申湾
立さ・
を::r
e:刃-

馨以
し下

セb
そは
こ X
での
Y 訴
がを
上棄
告却

し
た
が
、
結
局
上
告
は
棄
却
さ
れ
た
。

(
判
決
理
由
)

「〔
Y
の
上
告
理
由
に
よ
れ
ば
〕
手
形
条
例
七
四
条
に
適
切

で
な
い
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
る
。

て
い
る
F

」
の
条
文
は
、

つ
ま
り
〔
旧
〕
商
法
三

O
六
条
と
平
行
し

な
る
ほ
ど
資
格
の
あ
る
善
意
の
手
形
取
得
者
が
手
形

の
所
有
者
と
な
り
、

そ
の
結
果
〔
善
意
取
得
者
が
〕
返
還
請
求
か
ら
保
護
さ

れ
る
と
し
て
い
る
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
条
文
は
所
有
権
に
基
づ
か
な
い

手
形
の
返
還
請
求
権
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
請
求
権
も
ま

た、

X
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
こ
の
請
求
権
が
理

由
あ
り
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
手
形
条
例
七
四
条
は
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
に

と
ど
ま
り
う
る
。
本
件
は
し
か
も
後
者
の
場
合
で
あ
る
。
」

3
・
8
3

「
ま
た
事
実
に
よ
れ
ば
、

O
は
X
が
与
え
た
(
手
形
割
引
に
よ
り
現
金
を

入
手
す
る
に
つ
い
て
の
〉
代
理
権
を
越
え
て

Y
と
取
引
し
た
の
で
あ
る
か

ら、

:
:
:
0
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
売
買
行
為
は
、
原
審
が
適
切
に
述
べ
て
い

る
と
お
り
、
}
・

5
・
柳
田
O

〉
ド
同
に
よ
り
、

X
に
つ
い
て
拘
束
力
を
持
た

な
い
の
で
あ
り
、

X
は
Y
が
あ
た
か
も
、
い
か
な
る
法
律
上
の
原
因
(
岡
山
2
7
1

同
国
間

E
E〉
も
な
く
し
て
手
形
を
取
得
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
手
形
を
取
戻

す
こ
と
が
で
き
る
o
」

(ω
・
8
6
「
こ
の
点
に
お
い
て
も
ま
た
、
売
買
契
約

が
無
効
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

Y
を
資
格
づ
け
る
裏
書
に
よ
っ
て
の
み
で
は
な

く
、
交
付
契
約
に
も
と
づ
い
て
、

Y
が
手
形
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮

し
て
、

Y
が
や
は
り
手
形
の
所
有
者
と
な
っ
た
の
か
否
か
の
問
題
を
検
討
す

る
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
〔
つ
ま
り
〕
、

上
述
の
事
実
を
見
て
み
る
と
Y
は

北法24(4・85)725



料

手
形
取
得
の
際
に
、
手
形
条
例
七
四
条
に
い
わ
ゆ
る
重
過
失
の
責
を
負
わ
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
、

資

や
は
り
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
問
題
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
否
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
差
異

は
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、
前
の
場
合
に

(
Y
に
重
過
失
な
し
)
、

Y
は
再
び

手
形
の
所
有
権
を
X
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
後
の
場
合
に
は

Y
は
X
に
占
有
を
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
木
件
で
は
、
物
そ
れ
自
体
の
返
還
と
同
じ
こ
と

(
Y
に
重
過
失
あ
り
〉
、

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
二
つ
の
場
合
に
お
け
る
結
果
は
、

Y
が
反
対
給
付

な
く
し
て
返
還
義
務
が
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
、
同
一
で
あ
る
。
〔
そ
し
て
〕

X
が
主
張
し
て
い
る
請
求
権
は
、

原
因
の
な
い
利
得
に
も
と
づ
く
請
求
権
で

あ
る
。
本
件
で
基
準
と
な
る
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
〉
巴
凶
が
効
力
を
持
つ
範
囲

で
も
ま
た
、
こ
の
訴
は
そ
れ
(
ケ
一
ω
・
期
日
町
一
〉
己
州
)
が
清
算
(
〉

g
mア

包
会

5
間
)
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
利
得
の
返
還
の
訴
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
本
来
Y
は
売
却
し
た
車
の
返
還
と
引
換
え
で
の
み
、
手
形
を

返
還
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
返
還
は
、

0

が
卒
を
自
己
の
用
に
供
し
て
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、

不
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
車
は
X
に
引
渡
た
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

Y
は
こ
れ
は
つ
い
て

も
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
に

X
の
責
任
は
な
い
。

Y
は
O

と
合
意
し
て
す
ぐ
に
O
に
亭
を
引
渡
し
、
七
月
二
七
日
の

X
に
対
す
る
Y
の

通
知
状
の
返
事
を
待
つ
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

Y
は
上
述
の
説
明
に
よ
れ

ば、

0
に
買
入
れ
の
権
限
あ
り
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、

ま
た
O

に
受
領
の
権
限
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、

ま
す
ま
す
根
拠
が
な
い

と
い
う
こ
と
が
、
本
件
で
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

Y
は
不
注
意
に
取

引
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
Y
は
そ
れ
か
ら
生
ず
る
損
害
一
そ
の
も
の
を
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

3
ω
M宝
!
日
目
印
)

以
上
の
理
由
か
ら
到
の
は

Y
に
手
形
返
還
の
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

判
決
理
由
に
よ
る
と
無
権
代
理
に
よ
る
表
書
の
場
合
で
も
善
意
取
得
の
成

立
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

Y
に
は
重
過
失
が
あ
る
か
ら
手
形
返
還
の

義
務
が
あ
る
、

し
か
し
無
権
代
理
に
よ
る
裏
書
に
よ
っ
て
、

Y
が
手
形
を
手

形
条
例
七
四
条
に
よ
っ
て
善
意
取
得
す
る
と
し
て
も
、
「
債
権
」
、
つ
ま
り
、

不
当
利
得
返
還
請
求
権
が
X
に
あ
る
か
ら
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

Y
に
は
手
形

を
返
還
す
る
義
務
が
あ
る
(
こ
の
点
で
原
審
と
列
。
の
見
解
は
一
致
し
て
い

る
〉
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
無
権
代
理
に
よ
る
裏
書
の
場
合
で
も
、
手
形
条

例
七
四
条
に
よ
っ
て
、
善
意
取
得
が
成
立
を
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、

(
4
)
(
5〉

債
権
的
請
求
権
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
が
本
判
決
の
内
容
で
あ
る
。

円。〉

2
H
N
0・
5
C
M

一N
.
N
G
u
m
C
N
日・

N
2
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(
事
実
)

プ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
あ
る
T
A
銀
行
は
、
一
九

O
二
年
三
月

一
一
一
一
日
に
為
替
手
形
を
、

Y
を
支
払
人
と
し
て
振
り
出
し
た
。
手
形
の
受
取

人
と
し
て
E
H
会
社
、
手
形
の
一
一
呉
国
に

E
H
会
社
か
ら
H
N
へ
の
、
さ
ら
に

H
N
か
ら
X
へ
の
裏
書
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
手
形
も
支
払
人
Y
に
よ
っ
て
、

引
受
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
X
は
手
形
を
譲
渡
し
た
が
、
い
ず

れ
の
手
形
も
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た
の
で
、

X
は
手
形
を
受
一
戻
し
、

Y

(
支
払

本
件
で
あ
る
。
支
払
人
Y
は
、
受

取
人

(
E
H
会
社
)
か
ら
手
形
が
盗
ま
れ
、
裏
書
が
偽
造
さ
れ
λ

ま
た
X
は

人
)
に
手
形
金
の
支
払
を
求
め
た
の
が
、

L
I、

手
形
を
重
過
失
に
よ
っ
て
取
得
し
た
と
の
報
告
を
受
け
た
の
で
、

Y
は
支
払

手形法16条2項tこし、わゆる「善意」について

場
所
の
供
託
所
と
し
て
の
出
ω
B
E誌
の

krgg
向。ュ
n
Z
に
、
手
形
金
を

期

ω吋
N

ロ
∞
の
切
に
よ
り
取
戻
権
を
放
棄
し
て
供
託
し
た
。
そ
し
て

Y
は

E

H
会
社
に
訴
訟
を
告
知
、

E
H
会
社
は
補
助
参
加
入
と
し
て
、
本
訴
に
参
加

し
、
そ
し
て
最
初
の
裏
書
に
な
さ
れ
て
い
る
E
H
会
社
の
署
名
は
真
正
で
あ

る
が
、
裏
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
女
言
は
、
本
来
は
「
私
の
た
め
に
切
符
ユ
5

の
H
会
社
の
指
図
人
に
対
し
:
:
・
」
と
あ
っ
た
の
に
現
在
の
手
形
面
に
は

「
H
N
氏
の
指
図
人
に
対
し
」
と
な
っ
て
お
り
裏
書
が
変
造
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
X
に
は
取
得
に
際
し
重
過
失
が
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
本
件
で
の

争
点
は
、
閣
ω
芯
切
の
∞
に
定
め
る
供
託
の
要
件
「
債
務
者
に
よ
ら
な
い
で

債
権
者
を
確
知
で
き
な
い
」
が
、

本
件
で
み
た
さ
れ
て
い
る
か
(
つ
ま
り
X

は
手
形
条
例
三
六
条
と
七
四
条
に
よ
っ
て
、
手
形
上
の
権
利
を
取
得
し
た
と

み
る
べ
き
か
)
ど
う
か
で
あ
る
。
戸
。
は
本
件
供
託
を
正
当
と
し
て
、

X
の

請
求
を
棄
却
し
、

X
の
控
訴
に
対
し

O
Z
ュg
母
£
g
n
Z
(以
下
。
戸
の
〉

(
7
M
 

以
下
は
「
の
の
判
決
を
変
更
し
て
、

Y
に
手
形
金
の
支
払
を
命
じ
た
α

Y
上

告
の
結
果
討
の
は

O
Fの
の
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。

(
判
決
理
由
〉

学
説
・
判
例
に
よ
れ
ば
一
一
美
書
が
連
続
し
て
い
る
(
資
格
が

あ
る
)
と
し
て
も
、
実
質
的
な
権
利
を
争
う
こ
と
は
債
務
者
の
権
利
で
あ
る

と
同
時
に
義
務
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
義
務
を
信
義
則
が
要
求
す
る

場
合
が
あ
る
。
ま
た
手
形
債
務
者
も
ま
た
、
一
叩
ω
吋
品
切
の
切
に
よ
っ
て
供
託

を
な
し
う
る
、

つ
ま
り
「
手
形
条
例
四
条
三
項
に
よ
っ
て
適
時
で
は
な
い
手

形
金
の
請
求
の
場
合
に
定
め
ら
れ
て
い
る
供
託
が
、
問
題
と
な
り
う
る
の
み

で
な
く
、
民
法
の
規
定
に
基
づ
く
供
託
、

と
り
わ
け
、
そ
れ
故
債
権
者
の
人

格

(
F
B
Gる
に
つ
い
て
の
(
債
務
者
の
)
過
失
に
よ
ら
な
い
不
確
実
に
も

と
づ
く
供
託
も
ま
た
問
題
と
な
り
う
る
。
」

。
円
の
は
本
件
で
は
供
託
を
不
適
法
と
判
断
し
た
が
、
こ
れ
は
適
当
で
は

な
い
。

X
は
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
り
、
善
意
取
得
が
認
め
ら
れ
る
と
き

に
、
実
質
的
権
利
者
と
な
る
が
、
補
助
参
加
入
は
X
の
重
過
失
で
は
な
く
、
市
芯

意
の
主
張
を
し
て
お
り
、
。
戸
の
は
こ
れ
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
な
い
。
ま

た
「
:
・
:
こ
の
形
式
的
資
格
は
手
形
の
善
意
取
得
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
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料

をの

Tこ
だ C

E b 
実は
質手
的形
権条
利例
者二
T.こノ、

る条
地に
位基
'"〆1
E J 
z手
投形
F 債
の警
Il':同

色の

A 形
(1) 二才治

色的
早資
ご格

資

と
同
じ
に
扱
か
っ
て
い
る
・
:
:
。
」

結
局
。
戸
の
が
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、
第
一
は
債
務

者
が
債
務
を
確
実
に
腹
行
で
き
な
い
ほ
ど
の
「
不
確
実
」
が
存
在
し
た
か
否

か
、
第
二
に
こ
の
「
不
確
実
」
が
存
在
す
る
と
の
判
断
が
、

Y
の
過
失
に
よ

る
も
の
か
否
か
で
あ
る
と
し
て
、
木
件
を

O
Fの
に
差
戻
し
た
。

本
判
決
は
以
上
の
と
お
り
、
供
託
の
要
件
と
し
て
の
「
不
確
実
」
の
存
在

の
前
提
問
題
と
し
て
手
形
条
例
七
四
条
に
言
及
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
同

条
例
三
六
条
の
解
釈
に
も
問
題
が
な
い
。
本
件
の
差
戻
後
の
二
度
目
の
列
。

判
決
3
の
前
提
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。

会

3

3

岡山の

3
8
.
印
日
プ

H
N
O
N
8
.
ミ

(
事
実
)

2
の
事
件
が
差
戻
さ
れ
て
、
。
?
の
で

Y
が
敗
訴
し
た
結
果
、
再

度
Y
が
上
告
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
結
局
岡
山
の
は
上
告
を
棄
却
し
た
。

(
判
決
理
由
)

Y
の
上
告
審
で
の
主
張
は

X
に
は
手
形
所
有
者
と
し
て

の
資
格
が
な
い
、

ま
た
原
告
に
夫
書
を
し
た
直
前
の
人
物

(
H
N
)
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
こ
の
点
で
疑
う
根
拠
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
供
託
の
要
件
の
「
不
確
実
」
に
つ
い
て

m
C
は
次
の
よ

う
に
判
断
す
る
、
被
告
が
理
性
あ
る
商
人
と
し
て
所
持
人
に
対
し
、
自
分
が

免
責
の
効
果
を
持
っ
て
所
持
人
に
支
払
を
し
う
る
と
言
い
得
る
こ
と
が
で
き

る
か
一
合
か
、

つ
ま
り
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
疑
い
を
持
つ
根
拠
あ
る
「
理
由
」

を
、
被
告
が
持
っ
て
い
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
民
法
の

債
務
者
は
現
実
に
債
権
者
ま
た
は
、
権
限
あ
る
代
理
人
に
弁
済
し
た
と
き
に

免
責
さ
れ
る
が
、
手
形
債
務
者
は
手
形
所
持
人
が
真
の
手
形
所
有
者
で
な
く

と
も
、
資
格
の
あ
る
所
持
人
に
弁
済
し
た
と
き
に
は
免
責
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
手
形
債
務
者
は
民
法
上
の
債
務
者
に
比
較
し
て
、
不
確
実
に
よ
る
供

託
の
権
限
を
、
狭
く
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
い

で
、
手
形
取
得
に
際
し
原
告
に
重
過
失
が
あ
っ
た
か
を
問
題
と
す
る
。
そ
の

よ
う
な
非
難
が
現
在
根
拠
づ
け
ら
れ
、
供
託
の
前
に
被
告
に
対
し
根
拠
づ
け

ら
れ
る
と
こ
ろ
の
唯
一
の
も
の
と
し
て

原
告
は
ジ
エ
ノ
ア
の

H
N
に
小
切

手
を
送
付
し
た
、

と
こ
ろ
が
呈
示
者
が

H
N
と
の
同
一
位
を
証
明
し
な
か
っ

た
の
で
、
銀
行
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
切
手
の
支
払
が
相
絶
さ
れ
た
の
に
、

H

N
と
称
す
る
者
が
そ
の
後
原
告
の
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
た
と
き
に
、

そ
の
よ
う

な
-
証
明
な
く
し
て
、
こ
の
者
に
小
切
手
で
手
形
金
を
支
払
う
の
を
た
め
ら
わ

な
か
っ
た
と
い
う
事
だ
け
が
残
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
の
過
失
は
裏
書

人
H
N
に
対
し
て
お
か
さ
れ
た
過
失
に
す
ぎ
な
い
の
か
、

そ
し
て

H
N
と
の

名
前
で
原
告
の
所
に
現
わ
れ
た
者
が
、
手
形
裏
書
人
H
N
と
同
一
で
あ
っ
た

北法24(4・88)728



の
で
、
こ
の

H
N
に
対
し
て
不
利
益
と
な
ら
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
過
失
な

の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

や
は
り
こ
の
過
失
は
主
張
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
「
H
N
と
称
す
る
者
が
ジ
エ
ノ
ア
で

H
N
と
の

同
一
一
性
を
証
明
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
者
が

H
N
の
手
形
を

所
持
し
て
い
る
原
告
に
対
し
証
明
で
き
な
か
っ
た
と
の
結
論
は
で
て
こ
な

ぃ。」

(ω
印
〔
〕
)

付

ま
た
被
告
は
原
告
に
重
過
失
が
あ
る
と
主
張
す
る
が
、

H
N
と
称
す
る
者

が
原
告
の
所
に
現
わ
れ
、
小
切
手
の
受
領
書
に
署
名
し
た
と
き
に
、
原
告
は

そ
の
署
名
と
手
形
の
署
名
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
調
査
が
可
能
と
な
り
、

過
失
の
有
無
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
結
局
H
N
と
称
す
る
者
が
現
わ
れ
る

以
前
に
、
一
災
害
が
終
了
し
て
原
告
は
手
形
所
有
者
と
な
っ
て
お
り
、
被
告
主

手形法16条2項tこし、わゆる「善意」について

張
の
過
失
は
存
在
す
る
と
し
て
も
、
手
形
取
得
後
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
以
上

意
味
が
な
い
。
さ
ら
に
、
判
決
は
被
告
が
手
形
の
支
払
を
請
求
さ
れ
た
と
き

に
、
原
告
を
無
権
利
者
(
重
過
失
に
よ
っ
て
取
得
し
た
者
)
と
考
え
る
根
拠

は
な
い
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

本
件
で
は
原
告
に
一
災
害
を
し
た
H
N
と、

X
の
所
じ

H
N
と
称
し
て
現
わ

れ
た
者
と
の
同
一
性
存
否
の
判
断
に
つ
い
て
重
過
失
が
あ
る
か
が
争
わ
れ
、

本
判
決
は
詩
意
取
得
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、

X
に
重
過
失
が
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
取
得
時
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
同
一
性
の
欠
似
の
事
例
の

場
合
に
善
恵
取
得
の
可
能
性
を
肯
定
し
た
か
に
見
え
る
判
決
で
あ
る
が
、
り

判

決

と

同

様

、

別

の

解

釈

を

主

張

す

る

学

斡

ヤ

あ

る

。

〔

4

岡山。・↓

us--M-
コu
問
。
N
吋
K
4

・

5
4

(
事
実
)

X
は
支
払
人
に
対
し
一
一
一

O
O
O
M
の
手
形
金
の
支
払
を
求
め
て

い
る
が
、
本
件
手
形
は
日
付
と
し
て
「
ζ
庁

Z
L
r包
括
一
九

O
九
年
五
月

二
四
日
」
と
あ
り
、

Z
E口
y
g
の

Z
E
E忌
宮
片
岡
の

A
に
よ
り
支
払
人
を
Y

ま
た

Y
に
よ
っ
て
引
受
け
ら
れ
て
い
た
手
形
で
あ
る
。

と
し
て
振
山
さ
れ
、

最
後
の
表
書
に
は
「
原
告
の
指
凶
人
へ
、
ド
イ
ツ

C
消
費
組
合
有
限
会
社
、

、
ュ
ン
ヘ
ン
、
代
理
し
て

G
E
〈
己

=
E
R
r
c
、
-HdT-

玄
」
と
あ
っ
た
。
戸
。

は
X
の
請
求
を
認
容
、

O
Fの
は

Y
の
償
訴
を
符
れ
て
X
の
請
求
を
棄
却
し

た
o
o
rの
は
手
形
の
振
山
山
日
に
記
載
さ
れ
て
い
る
振
山
地
の
冨

R
Z巴
r
l

ヨ
聞
が
公
式
の
(
白
5
5
n
r〉
の
も
の
で
は
な
く
、
手
形
条
例
プ
条
五
号
に
定

め
る
「
振
山
地
の
記
載
」
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

X
の
請
求

を
棄
却
し
た
o
H
N
C

は
X
の
上
告
を
容
れ
て
、
。
?
の
の
判
決
を
破
棄
差
戻

し
た
。(判

決
理
由
〉

「
振
山
地
と
し
て
、
取
引
に
お
い
て
確
定
可
能
な
地
理
上

の
領
域
ま
た
は
場
所
が
指
名
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
充
分
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
」
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
た
。

し
か
し
本
件
は
自
判
す
る
た
め
に

北法24(4・89)729



ギ}

は
熟
し
て
い
な
い
、

と
り
わ
け
Y
は
「
ド
イ
ツ

C
消
費
組
合
の
薬
害
は
無
権

限
に
同
，
r
・
ζ

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

X
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て

資

い
た
。
」

(ω
・

5
3
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
。

X
の
善
意
が
争
わ
れ
て
い
る

か
、
ぎ
り
で

Y
の
抗
弁
は
排
斥
さ
れ
な
い
と
し
て
差
戻
し
た
。

、ll
J

こ
の
什
判
決
は
無
権
限
病
名
の
場
合
で
も
諮
問
意
取
得
す
る
こ
と
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
判
、
決
で
あ
る
。
そ
れ
故
本
判
決
は
通
説
を
支
持
す
る
判
決
で
あ

る。

、llJ

以
上
四
つ
の
判
決
を
見
て
み
る
と
、

1
判
決
は
無
権
代
理
の
事
例
で
あ

り
、
日
判
決
は
同
一
性
の
欠
側
、
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
同
州
の
は
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
詩
意
取
得
成
立
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
か
に
見
え

る
、
が
、
し
か
し
阿
判
決
に
つ
い
て
こ
れ
と
黙
な
っ
た
理
解
を
一
不
す
学
説
が
あ

〕

〕

っ
た
。

3
と
4
の
判
決
は
手
形
取
得
者
が
債
務
者
に
手
形
金
を
請
求
し
た

r
1
l
l
、、

r
t
l

、llJ

が
、
債
務
者
が
こ
れ
を
ね
有
し
た
事
例
で
あ
る
が
、

1
判
決
は
無
権
代
埋
に

f
1
L
 

お
け
る
本
人
と
さ
れ
た
者
が
手
形
談
受
人
に
手
形
の
返
還
請
求
を
し
た
事
件

、IIJ

で
あ
る
。
こ
の
点
で

l
判
決
が
売
買
契
約
無
効

(
5
5
ュ2
5
)
に
よ
る
不

r
i
l
l
、

当
利
得
返
還
請
求
権
が
、
善
意
取
得
が
れ
円
定
さ
れ
て
も
認
め
ら
れ
る
と
判

断
す
る
点
に
つ
い
て
、
学
説
で
批
判
を
加
え
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し

た
勺
ま
た
無
能
力
ま
た
は
意
思
表
示
の
収
枕
の
事
例
を
善
意
取
得
の
問
題
と

し
て
扱
か
っ
た
判
決
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
t
l
J

こ
れ
に
対
し
て

4
判
決
と
注
に
引
用
の
下
級
審
判
決
は
無
権
限
(
無
権
代

r
L
 

理
〉
署
名
の
事
例
に
お
い
て
通
説
に
従
い
普
意
取
得
の
成
立
可
能
性
を
前
提

に
し
て
い
る
か
に
見
え
る
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
判
決
の
み
か
ら
問
。

北法24(4・90)730

が
そ
の
他
の
限
庇
に
ま
で
こ
の
考
え
方
が
及
ぼ
す
趣
旨
な
の
か
は
明
ら
か
で

:
、
。

ふ
ん
し

そ
れ
故
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
の
大
勢
が
通
説
に
従
っ
て

取
得
行
為
の
す
べ
て
の
般
庇
の
治
癒
可
能
な
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
即
断
で

き
な
い
。
問
題
の
大
部
分
は
未
解
決
の
ま
ま
統
一
手
形
法
二
ハ
条
二
項
に
務

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

(

1

0

〉
ド
イ
ツ
の
判
例
の
分
析
に
は
、
上
柳
「
手
形
善
意
取
得
に
よ
っ

て
治
癒
さ
れ
る
版
庇
の
範
囲
件
」
論
双
八

O
巻
二
号
一
一
氏
以
下
が
あ

る。

(
1
b
)

ぎ
手
l
ω
S
F
Fヨ
5
2言
N
F
H

門
司
2
Z
-
o三
E
=四
-

U

〉
ロ
コ
(
一
山
町
田
)
〈
以
下
浮
き
r
1
3
2
z
p
君
。
で
引
用
)
の
引
用
す

る
判
決
は
問
。
N

合

w
M
E
山
田
・
お
一
回
、

ω∞
一
目
立
二
∞
印
そ
の

他
に
黙
示
に
通
説
を
採
っ
た
判
決
は
問
。
問
。

N

U

N
白
一
色
丹
山
口
r
i

ωSR-Jそ
C
J
抑

吋

P
E
E
-
ω
)。

門

M
E口問
2
l凶
R
r
g
E誌
が
、
通
説
を
採
っ
た
と
評
価
す
る
判
、
決
は

O
F
O
(
o
r
t
g
ι
3
2
n
r
c
u括
的
仏

2

5
』巧

-u-
∞w
コ
吋
の

み
で
あ
る
(
円
以
町
M
H
m
q
l
E
R
r
g
E品
、
り
E
出
。
∞
を

wω

〉
戸
口

(
↓
由

ω同
)

掛

ω
目
印
・
〉
ロ
ヨ
・

5
)。



H 手形法16条2項にいわゆる「善恵、」について

ωgzriω
門司山口
N
の
注
釈
金
百
の
改
訂
版
(
統
一
法
の
解
説
書
)
が
、
遁

説
を
採
っ
た
〔
旧
法
下
〕
の
判
決
と
一
評
価
す
る
判
決
は
、
問
。
N

印印唱

ム
由
(
能
力
の
存
在
に
対
す
る
並
行
意
保
護
)
、
担
UN
豆
・
一
∞
ム
(
代
理

権
欠
献
の
例
)
、

H
N
C
N
g
-
色
町
可

wω
由
一
一
豆
-
一
∞
印
一
問
。

5

H
N
Z
Z
Z
M∞u
印
ω吋
(
実
質
的
取
得
行
為
の
全
版
庇
の
治
癒
の
例
〉
で

あ
る
。C-
5
2
が
所
有
権
欠
快
治
癒
の
可
能
と
解
す
る
説
明
の
部
分
で
引

用
す
る
判
決
は
列
。
N
E
唱
N
8
・印印
u

会

(
C
-
B
F
ロ
自
河
内
n
z

母
門
戸
宗
門
丹
宮
古
吊
町
内
・

3ω
∞・

ω-Nω
白
)
、
代
理
権
が
存
在
す
る
と
取
得

者
、
が
考
え
た
場
合
に
帯
意
取
得
が
可
能
と
す
る
部
分
で
引
用
す
る
判

決
は
列
。
N
豆
、
一
∞
印
で
あ
る

(C-E司
-
E
O
-
-
∞
-
M
ω
3
0

そ
の
他

ρ
E自
2
2
E
l
E
σ
河口

7ゲ
穴

2
H
d
g
g
g吋

2
3
巧
2
7
1

昭一
mgZN-
一回
ωム
期
}
ア
〉
ロ
ヨ
-
N印
ロ
ロ
L
N吋
と
か
同
2
2
n
r
p

U
2
ω
円

E
H
N
L
2
官
庁
間
芯
与
H
m
g
t司
R
Y
E
2
3号
3
・

z
m叫
が

引
用
す
る
判
決
は
、
前
掲
甲
山
口
ri認
可
巴
誌
の
二
つ
の
注
釈
書
の
引

用
で
つ
く
さ
れ
て
い
る
(
た
だ
し
後
者
に
引
用
さ
れ
て
い
る
河
。

z

』
宅
↓
U
D
O
-

当
N

を
引
用
す
る
も
の
は
な
い
〉
。

以
上
に
対
し

ω
g
§
l
ω
S
F
Jそ
C
J
U
〉
ロ
コ
(
一

U
M
S
の
引
用

す
る
判
決
の
中

E
U
N
合

w
日
目
印
一
印
少
さ
の
二
つ
の
判
決
を
譲
渡

人
の
無
権
利
の
事
例
と
解
し
て
、

ω
E
L
)
l
ω
t
g
N
を
批
判
す
る
も
の

が
あ
る

(
E
n
E己
HF
同
G
B
E
E
Z
;正
当
R
Z町一
2
E
Z
D四
一
回
ωM

m
豆
・
〉
コ
ヨ
・
品
、
こ
れ
を
支
持
す
る

E
E
N
-
-
E
m
2
2
2
r
i自

宅
R
Z
m
-
R
Z
-
一回目口

ω
-
a
-
〉
3
・

3
。

以
下
の
本
文
で
検
討
さ
れ
な
い
判
決
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
と

し
て
①
列
。

-BG・
A

-

N

↓
乙
巧
-
U
O
D
u

ミ
N

、
②
初
。
・

3
0品
目
子

一
ω
u
到
の
N

印
ア
ω
呂
、
③
問
。
-
由
民
・
m
-
岳
山

mzz石
川
∞
・
印
句
、

下
級
審
の
判
決
と
し
て
、
④
-OZ子
自
常
一
ω
向。ュ
nE-
一∞コ・

?
T

m
C出
。
(
岡
山
1
n
r
a
r
2
7
5分
r
m
z
n
r
5
N
U
同
∞
一
、
⑤
ロ
円
。
丘
g

。
r
z
g
L
Z
m
2
n
z
-
一
∞
一
ア
一
目

ω一
一
]
者
一
回
一
∞
-
コ
、
が
時
間
る
の

で
判
決
の
大
略
を
紹
介
す
る
。

①

E
U
3
8・品

N一
目
」
宅

-u
呂
、
当
N
事
案
の
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が
、
協
同
組
合
の
裏
書
が
共
同
署
名
で
、
そ
の
中
の
一
つ
、
が

無
権
代
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
言
う
事
案
で
、
判
決
閣
内
山
は
こ
う

で
あ
っ
た
、
「
:
・
:
こ
の
災
害
の
共
同
署
名
者
の
一
人
が
、
法
的
に
共

同
署
名
の
権
限
が
な
い
と
の
事
実
は
、
裏
書
が
形
式
的
に
連
続
し
て

お
り
さ
え
す
れ
ば
そ
の
資
格
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
」

3
・
ム
吋

σ本
件
で
の
裏
書
の
炭
械
は
外
形
か
ら
認
識
不
可
能
で
あ
る
。
「
〈
c-l

g
E
D
r
の
一
一
表
書
は
そ
れ
故
法
に
か
な
っ
た
方
式
を
示
し
、
手
形
債

権
者
と
し
て
の
〈
c
-
z
gロ
r
の
資
格
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
主
る
o
」

3
・
当
ω
)
ま
た
共
同
組
合
の
被
用
者
に
手
形
署
名
の
権
限
が
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
内
部
関
係
に
と
ど
ま
る
。
「
協
同
組
合
の
内
部

に
由
来
す
る
が
、
手
形
の
内
容
そ
の
も
の
か
ら
明
ら
か
で
は
な
い
原

由
に
よ
り
、
こ
の
資
格
を
と
が
め
る
こ
と
は
、
請
求
さ
れ
た
引
受
人

に
許
さ
れ
て
い
な
い
。
」

3
・
当
ω
)

事
案
の
内
容
が
不
明
で
断
言
で
き
な
い
が
、
共
同
署
名
の
一
つ
が

無
権
代
理
に
よ
り
な
さ
れ
、
被
裏
書
人
が
引
受
人
に
請
求
し
た
、
そ

~t誌;24(4 ・ 91)731



し
て
こ
の
訪
米
を
沼
山
廿
し
た
の
が
判
決
と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
れ
故
、

通
説
を
支
持
す
る
か
に
見
え
る
判
決
で
あ
る
。

①
問
。
・

5
0
4・A
・
5
u
問
。
N

勾・

ω
∞
∞
の
事
実
は
、
被
台
(
ム
口

名
会
任
)
の
社
氏
、
が
、
増
資
す
る
ま
で
経
済
的
に
困
難
な
状
態
に
あ

る
会
仕
の
た
め
、
会
」
ん
れ
か
ら
自
己
の
た
め
に
い
か
な
る
も
の
も
受
取

ら
な
い
と
他
の
社
民
と
介
意
し
た
の
に
、
自
分
の
叔
父
へ
原
告
〉
か

ら
生
活
伐
を
得
る
た
め
併
金
を
し
、
そ
の
債
務
の
た
め
自
分
が
振
出

人
、
被
竹
を
支
払
人
と
し
て
被
告
の
名
前
で
引
受
け
た
自
己
指
凶
の

手
形
を
原
告
に
交
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

原
告
の
請
求
に
対
し
、
被
告
が
悪
意
の
抗
弁
を
主
張
し
た
が
、
原

告
に
恕
意
・
前
一
過
失
な
し
と
し
て
抗
弁
が
排
斥
さ
れ
た
が
、
判
決
の

事
尖
か
ら
は
、
中
山
口
意
取
得
と
の
関
連
が
う
す
い
か
に
見
え
る
。

③
問
。
・

3
M
∞
-
m
-
M
U
U
H
N
R
E
-
U
M∞
・
印
匂
の
事
実
は
援
載
さ

れ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
判
決
要
旨
は
「
取
得
者
の
善
意

が
前
者
の
処
分
権
限
、
代
理
権
に
関
連
す
る
、
そ
れ
故
手
形
に
対
す

る
所
有
権
に
関
述
し
な
い
と
き
に
、
す
で
に
手
形
の
取
得
者
が
悪
意

な
の
で
は
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
事
実
が
不
明
の
た
め
通
説
を
支
持

す
る
も
の
か
判
断
で
き
な
い
。

④

ozo--∞
コ
・
印
・
∞
一
同
C
E
O
N
-
N∞
-
の
事
実
は
被
告
が

A
に
振
川
し
、

A
か
ら
代
理
権
を
与
え
ら
れ
た
A
の
委
の
委
任
を
受

け
た
B
が
、
手
形
を
原
告
に
一
災
害
し
、
そ
の
署
名
は
本
人
(

A

)

の

名
前
で
な
く
、
自
己
の
名
前

(
B
〉
で
な
し
た
た
め
、
被
告
が
巣
蓄

の
不
真
正

(
c
z
n
r
Z
5
3
を
主
張
し
て
支
払
を
矩
否
し
た
と
い
う

料資

も
の
で
あ
る
O

O
Z
B毛
主
主
5
5
m
2
n
Z
は
原
告
に
手
形
金
を
請
求
す
る
資
格

が
な
い
と
判
断
し
た
が
、
。

r
q
r
g
L己
認

3
n
Z
は
手
形
条
例
三
六

条
が
一
一
茶
番
の
連
続
の
み
を
要
求
し
て
お
り
、
ま
た
真
正
・
不
真
正
の

聞
で
区
別
を
設
け
て
い
な
い
し
、
ま
た
債
務
者
は
「
裏
書
の
真
正
」

を
調
査
す
る
義
務
が
な
い
と
し
て
厚
ぱ
に
資
格
あ
り
と
判
断
し
た
。

本
件
で
は
一
一
英
書
の
連
続
が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
し

か
も
木
人
の
名
前
で
な
く
代
理
人
の
名
前
で
災
害
し
た
と
あ
る
か

ら
、
被
告
か
ら
A
に
振
出
さ
れ
A
か
ら

B
、

B
か
ら
原
告
と
一
災
害
さ

れ
た
の
が
本
件
の
事
実
と
す
る
と
、

B
は
無
権
利
者
と
な
り
、
原
告

に
悪
意
・
章
一
過
失
に
よ
り
取
得
し
た
の
で
な
い
か
ぎ
り
手
形
を
善
意

取
得
し
た
こ
と
に
な
る
。

本
判
決
、
か
通
説
を
採
っ
た
と
評
価
す
る
の
は
凶
難
と
思
わ
れ
る
。

⑤

U
H
2
L
E
S
E
S分以問
3
岳丹

-
u
一
寸
ア

ω
一
一
]
宅
一
但
}
∞
・

コ
吋
こ
の
判
決
は
指
図
式
小
切
手

(
O円
牛
耳
目
宮
内
T
)

に
対
す
る
手
形

条
例
三
六
条
と
七
四
条
の
適
用
の
事
例
で
あ
る
(
旧
小
切
手
法
八
条

二
項
に
よ
り
指
図
式
小
切
手
に
は
手
形
条
例
が
適
用
さ
れ
る
)
。
判
決

に
よ
れ
ば
小
切
手
の
返
還
請
求
を
受
け
た
被
告
は
小
切
手
上
の
裏
書

に
よ
っ
て
資
格
の
あ
る
所
持
人
で
あ
る
。
そ
れ
故
手
形
条
例
七
四
条

に
よ
り
悪
意
・
重
過
失
の
場
合
に
限
っ
て
小
切
手
返
還
の
義
務
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
裏
書
の
真
正
の
調
査
義
務
が
な
い
の
は
支
払
人
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
取
得
者
と
は
関
係
は
な
い
が
「
法
は
手
形
条
例
三

六
条
に
お
い
て
真
正
の
裏
書
の
連
続
を
要
求
し
て
い
な
い
。
偽
造
の

北法24(4・92)732



付

書
面
行
為
は
手
形
(
あ
る
い
は
小
切
手
〉
に
も
と
づ
く
権
利
の
有
効

な
移
転
に
関
し
て
は
真
正
の
者
耐
行
為
と
同
じ
に
扱
わ
れ
る
。
」
(
]
巧

3
5
・
コ
3
善
意
の
最
初
の
受
取
人
も
ま
た
、
偽
造
の
一
一
良
書
に
よ

り
、
手
形
よ
り
生
ず
る
権
利
を
取
得
す
る
。
本
件
の
場
合
に
、
損
害

を
被
む
る
の
は
、
一
災
害
に
よ
っ
て
偽
造
者
か
ら
直
接
取
得
し
た
、
善

意
の
取
得
者
で
は
な
く
も
と
の
所
持
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
取
引
の
安

全
(
∞
開
会
。
5
2昨
今
ω
〈

2
r
r
g〉
が
こ
れ
を
要
求
す
る
。
さ
て
本

件
に
お
い
て
、
被
告
が
小
切
手
取
得
の
際
に
悪
意
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
、
そ
れ
故
取
得
に
関
与
し
た
被
用
者
が
裏
書
の
不
真
正
を
知
っ

て
い
た
こ
と
を
、
原
告
は
主
張
し
て
い
な
い
。
ま
た
被
告
に
は
重
過

失
も
な
い
。
そ
れ
飲
、
原
告
は
返
還
請
求
権
を
持
た
な
い
し
、
そ
れ

に
代
わ
っ
て
発
生
す
る
請
求
権
も
持
た
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
(
他

の
方
法
で
同
じ
要
件
で
取
得
者
が
責
任
あ
り
と
さ
れ
る
な
ら
)
取
引

の
安
全
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
本
判
決
に
つ
い
て
の
凶
作
H
E
7

2
=
の
〉
己
5
R
r
E
m
は
手
形
条
例
三
六
条
が
裏
書
の
連
続
の
み
を

要
求
し
、
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
災
害
の
外
観
に
依
拠
で
き
る

と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
判
宵
に
賛
成
し
て
い
る
、
]
巧
-
由
一
∞
-

〕
可
吋
一
六
)本
判
決
は
最
後
の
実
害
、
が
偽
造
で
あ
る
、
つ
ま
り
実
蓄
が
無
効
と

な
る
事
例
で
善
意
取
得
の
成
立
し
た
こ
と
を
認
め
た
判
決
(
つ
ま
り

ロ5
=間
2
1出
R72σ
三
四
の
見
解
と
対
立
す
る
判
決
)
で
あ
り
、
通

説
に
従
っ
た
判
決
で
あ
る
。

ハ
2
〉

ωEGriω
同円以ロ
N
w
t
司。
-

U

〉
C
{
戸
(
}
U
N
一
)
の
引
用
す
る
判
決
で
あ

手形法16条2項にL、わゆる「養意」について

る
が
、

ω
E
r
l
ω
S
F
F
2
5ぎ
N
Z
ヨ
君
主
弓
一
回
向
。
m
Z
N

一ω

〉
戸
口
(
一

S
S
で
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

(
3
〉
原
審
は
Y
に
手
形
取
得
の
時
に
重
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
Y
に
返

還
を
命
じ
た
。
「
Y
は
手
形
を
震
過
失
で
取
得
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
故
手
形
条
例
七
四
条
に
依
拠
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
に
返
還
の
義

務
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
別
と
し
て
、

X
に
は
こ
の
点
に
関
し
債

権
が
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
返
還
の
義
務
が
あ
る
。
」

(ω
・
N
m
N
)

〈

4
)
ω
件。忌

iω
同
E
5
引
用
の
本
判
決
か
ら
、
到
の
の
態
度
は
明
確
で
は

な
い
と
す
る
の
は
冨
片
宮
内

-
F
烈

2
E再
三
位
『

N
2
君
主
再
]
2
E
i

sm-
一回
ω
日
・
申
立
〉
E
=・
与
な
ら
び
に
浮

EN--
切
出
百
円
。
-pzr。

5
4手
牛
耳
一
円
。
。
「
丹

ω・
吋
∞
で
あ
る
。
冨
円
宮
内

-z
は
本
件
が
議
波

人
(
本
判
決
は
X
を
手
形
所
有
者
と
み
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
原

告
の
X
)

の
所
有
権
欠
伽
に
も
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
見
え
る

と
判
断
す
る
。
つ
ま
り
本
件
で
の
譲
渡
人
は
、
本
件
手
形
の
所
有
者

で
は
な
い
か
じ
見
え
る
と

Z
K
E乙
E
は
判
断
し
、

ω円
E
N戸
も
こ
れ

を
支
持
す
る
。
お
そ
ら
く
、
代
理
権
の
以
庇
の
外
に
手
形
所
有
者
で

な
い
も
の
か
ら
Y
が
手
形
を
取
得
し
た
、
つ
ま
り
談
波
人
の
無
権
利

と
の
暇
ー
枇
が
あ
る
の
が
本
件
で
あ
っ
て
、

Y
に
怒
意
・
重
過
失
が
な

け
れ
ば
普
意
取
得
が
宵
定
さ
れ
え
た
事
件
で
あ
る
と
解
す
る
趣
旨
で

あ
ろ
う
、
な
お
上
柳
「
手
形
の
善
意
取
得
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
取

庇
の
範
聞
け
」
論
双
八

O
巻
二
サ
三
長
以
下
参
照
。

(
5
〉
こ
の
判
決
が
手
形
条
例
七
四
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
返
還
諮
求

権
と
原
因
関
係
の
無
効
に
よ
り
発
生
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
と

北h!.;24(4・93)733



料

が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
を
批
判
す
る

ω
g
c
r
1
2
5
5
の

見
解
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

〈

6
)
ω
E
r
l
ω
Z
E
N
w
実
。
∞

E
2
(
一
忠
一
)
拍
手

-
E
g
a
印

5
2
F
O
B
F
n
Z
L
司
巧
2
宮
司
百
円
。
一
回

ω∞・

ω-Mω
白
(
た
だ

し
d
-
5
2
は
所
有
権
欠
似
の
例
と
し
て
引
用
〉
一

ρ
E
E
C
g
zーと
i

σ
5
2
F
B
Z
E
R
E
B
J
F
n
Z
5
2内
定
・
一
塁
・
湖
一
∞
・
〉
ロ
ロ
プ

ミ
の
引
用
す
る
判
決
。

(
7
)
。
に
い
の
判
決
理
由
、

X
は
連
続
し
た
一
災
害
に
よ
り
手
形
所
有
者

と
し
て
の
資
格
が
あ
る
か
ら
手
形
に
基
づ
く
権
利
主
張
の
権
限
が
あ

る。

資

「
た
と
え
最
初
の
哀
詩
が
偽
造
さ
れ
た
り
、
手
形
が
補
助
参
加
入

か
ら
盗
ま
れ
た
と
し
て
も
X
が
占
有
し
て
い
る
手
形
に
基
づ
く
請
求

権
主
張
の
資
格
が
あ
る
こ
と
は
手
形
条
例
一
一
一
六
条
に
よ
っ
て
疑
い
が

な
い
」

3
呂
田
)
ま
た
補
助
参
加
入
か
ら
の
、
局
知
は
X
が
手
形
取
得

に
際
し
て
「
悪
意
」
が
あ
っ
た
と
主
張
し
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
「
債

権
者
の
人
格
百
2
3る
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
不
確
実

(ca241

ωω72丹
)
」
は

Y
に
は
な
い

(ω-
同一
O
)
そ
れ
故
ゆ

ω
芯
∞
の
∞
に
定
め
る

供
託
の
要
件
が
な
い
と
し
て

X
の
請
求
を
認
容

3ω
・
N
B
l
M
}
O〉。

(
8
)
本
判
決
を
引
用
す
る
も
の
と
し
て

ω言】寸
1
将司
E
P
要
。
・
申
立
・

E

5・
ω
u
ω
E
σ
i
ω
E
R
W
宅
。
・

5
・
E
2
(
-
m
g
明
石
・
〉
ロ
ヨ
-

M寸
た
だ
し

d
-
E
2
-
E
O
-
-
ω
M
g
は
、
引
判
決
同
様
に
所
有
権
欠

「
1
L

般
の
事
例
と
し
て
引
用
。

(
9
)

玄
正
面
乙
F
P
E
O
-
-
期
三
〉
ロ
ヨ
-
T
E
E
N
-、
EC--ω

吋∞・

1
1
1
J
 

〉
=
ヨ
可
は

1
判
決
と
川
様
に
所
有
権
の
欠
和
の
事
例
で
あ
る
と

[
〕
〕

判
断
す
る
、

2
3判
決
に
つ
い
て
同
旨

d-ヨ
F
E
C
-
w
ω
・
8
m

f
l
l
F
!
L
 

木
件
の
事
実
は
判
決
理
由
に
よ
る
と
次
の
四
つ
の
可
能
性
が
あ

る
。
①
直
前
の
一
一
兵
書
に
お
け
る
被
裏
書
人
の

H
N
は
権
利
者
で
、
し

か
も
こ
の
者
と
H
N
と
称
し
て
X
の
所
に
現
わ
れ
た
者
と
同
一
で
あ

る
、
②
H
N
は
権
利
者
で
あ
る
が
、

H
N
と
称
す
る
者
と
同
一
で
は

な
い
(
何
か
の
理
由
で
権
利
者
H
N
か
ら
手
形
が
失
な
わ
れ
、
何
者

か
が
H
N
と
称
し
た
場
合
)
、
③
H
N
は
無
権
利
者
で
、
し
か
も
こ
の

者
と
H
N
と
が
同
一
で
は
な
い
、
④
H
N
は
無
権
利
者
で
あ
っ
て
、

し
か
も
こ
の
無
権
利
者
で
あ
る
H
N
と
H
N
と
称
し
た
者
と
が
同
一

で
あ
る
、
こ
の
四
つ
の
可
能
性
が
あ
る
、
①
の
場
合
に
善
意
取
得
の

規
定
を
ま
た
ず
に
X
が
権
利
者
と
な
り
、
①
③
の
場
合
に
は
、
同
一

性
の
欠
刊
の
他
に
譲
渡
人
が
無
権
利
者
の
事
例
と
な
り
、
般
協
肌
が
二

つ
重
な
っ
て
い
る
場
介
で
あ
り
、

ζ
E
E己
2
・
2
2
N
-
と
同
様
に
談

波
人
の
無
権
利
の
事
例
と
し
て
扱
か
い
得
る
こ
と
に
な
る
。
②
の
場

合
に
限
っ
て
、
通
説
を
採
っ
た
判
決
と
評
価
で
き
る
が
、
本
判
、
決
の

事
実
か
ら
す
る
と
E
H
会
れ
か
ら
H
N
へ
の
哀
蓄
が
偽
造
と
解
さ
れ

て
い
る
か
に
見
え
る

3ω

怠
|
印
S
の
で
、
本
件
の
事
実
を
通
説

に
よ
ら
な
け
れ
ば
結
論
を
正
当
化
で
き
な
い
①
の
場
合
と
考
え
る
の

は
困
難
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
が
冨
EEm--ω

と

2
3
N
-
の
批
判
が
加
え
ら
れ
る
理

由
と
な
っ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

ω
U
5
l
m
g
F
t
司0
・
期
工
・
〉
ロ
ヨ
・
印

-
ω
g
c
r
l
ω
E
F
t
司
?
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(
問
)



付

問
一
四
〉
=
5・
M
7
5ヨ
2
・
言
。
・

ω・
N
印
吋
が
引
用
す
る
判
決
。

(
け
)
こ
れ
に
つ
い
て
浮

ENfso--ω
・
吋
∞
〉
コ
5
・
匂
は
、
善
意

の
保
護
を
広
く
認
め
る
の
を
否
定
す
る
問
。
の
傾
向
を
示
す
判
決
と

し
て
、
問
。
N
ご
?
ω
二
二
一
?
N
ミ
を
引
用
す
る
。
い
ず
れ
も
同

一
の
事
件
に
関
連
す
る
判
決
で
、
「
ω
コ
品
ぜ
何
回
切
の
公
法
人
(
町
内
宮
守

山
町

E
E
O
H
列

3
5
E
r
)
の
手
形
行
為
(
前
者
で
は
引
受
、
後
者
で
は

一
災
害
)
が
権
限
の
な
い
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
事
例
で
、
閉
山
の
は
阿

判
決
で
所
持
人
の
公
広
人
に
対
す
る
請
求
(
前
者
は
支
払
人
と
し

て
、
後
者
は
遡
求
義
務
者
と
し
て
)
を
棄
却
し
た
判
決
で
あ
る
。
と

り
わ
け
後
者
(
問
。
一
回
ミ
・
ω
・
一
h
m
c
N
二
?
日
当
)
は
手
形
取
引

の
保
護
を
全
く
否
定
し
た
、
「
手
形
の
受
取
人
が
損
害
を
免
が
れ
よ

う
と
す
る
な
ら
彼
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
公
法
人
の
機
関
が
そ
の

代
表
権
限
の
範
囲
内
で
行
動
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
公
法
の

r
E
i

g
円
。
己
正
月
宮
ぐ
C
門
出
向

7
2
p
g
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か

め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
(
討
の
N
二
印
w
ω
二
3
5
〕
)
こ
れ

に
対
し
、
上
柳
・
前
掲
論
文
論
双
八

O
巻
二
号
一

O
頁
は
「
ド
イ
ツ

の
判
例
は
、
大
体
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
少
数
説
と
同
様
の
立
場
を

と
っ
て
い
る
。
」
と
ド
イ
ツ
の
判
例
の
立
場
を
要
約
す
る
。
し
か
し

手
形
条
例
下
の
判
例
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
上
柳
教
援
と
同
じ
評
価
を

与
え
る
の
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。
教
援
の
評
価
は
む
し
ろ

後
述
の
∞
。
匡
一
也
印
一
-
N
・
プ

Z
」
ぞ
印
一
喝
さ
N
3
8
に
視
点
を
お

い
た
評
価
で
あ
ろ
う
(
同
み
に
∞
の
民
の
判
決
は
先
例
と
し
て
列
。

の
判
例
を
引
用
し
て
い
な
い
)
。

手形法16条2項tこし、わゆる「善意」について

〕
〕

(ロ〉

1
3判
決
を
所
有
権
欠
倣
の
例
と
す
る

ζ
E
E己
E

と

笠

E
N一

〔

〔

〕

〕

の
批
判
、
さ
ら
に

2
3判
決
を
所
有
欠
紙
の
例
と
す
る

C
-
2
2
の

r
l
E
L
f
-
i

、

見
解
で
あ
る
。
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